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は じ め に

本研究論文の募集は、教職員の自主的な研究を奨励し、効果的な実践や先進的な

取組を研究論文としてまとめることを通して研修意欲や専門性を高めるなど、教職

員個々の資質の向上を図ることを目的として、昭和４６年度から実施しております。

平成２３年度は東日本大震災及び原発事故により募集を行いませんでしたが、平成

２４年度から募集を再開し、本年度で４９回を数えます。この長い歴史の中で、数

多くの教職員がその時代を反映した様々な教育課題に真正面から向き合い、その研

究成果を発表してこられました。

今年度は、新型コロナウイルス感染症による休校等の影響により、通常の教育活

動に様々な制約を余儀なくされました。授業時数の確保に加え、学習指導要領改訂

を踏まえた「主体的・対話的で深い学び」による授業改善、感染予防に配慮した学

習活動の充実等、子どもたちの健康と安全を第一としつつ、学びを保障していくた

めに様々な対応に追われる日々であったことと思います。そのような中においても、

学校経営、学習指導、特別支援教育など、３８点にも及ぶ様々な教科や領域、校種

にわたる論文が寄せられました。これは、困難な状況だからこそ、あらためて教育

における日々の授業の大切さ、学校の役割を考える機会が増え、ことあるごとに目

の前の子どもたちを思う気持ちがもたらしたものと考えております。

さて、福島県教育委員会では、平成２９年３月に「頑張る学校応援プラン」を策

定し、児童生徒の学力、教職員の指導力の向上等に取り組んでおります。このよう

な中、各学校や教職員の皆様が、学校や学年・学級、教科等の課題を的確に捉え、

指導内容・方法の質的改善を図り、実践研究に取り組まれていることを、大変あり

がたく、そして心強く思います。

この特選論文集に収められた論文は、厳正な審査を経て選ばれたものであり、各

学校が抱える課題の解決、教育活動の更なる充実に向けて、示唆に富むものとなっ

ております。各学校等におかれましては、研究成果を参考にし、本県の復興・再生

を担う人材育成のために研究をさらに深められ、学校教育の充実・改善に役立てて

いただければと思います。

最後になりますが、応募されました皆様の取組に心から敬意を表しますとともに、

本県教職員の研修意欲や専門性の向上が一層図られ、児童生徒一人一人の健やかな

成長と学校の発展につながっていくことを心から期待いたします。

令和３年２月

福島県教育庁義務教育課長 福 地 裕 之
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【特選】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

領域等
個人
団体 学校名　・　グループ名 研　究　主　題

学習指導 団体 福島市立森合小学校 （代表） 校長 野木　勝弘
の ぎ か つ ひ ろ 目的を実現するために、必要感をもって学び、未来を拓こうとする子ども

～教科等横断的な視点で組み立てた単元の開発・実践を通して～

学習指導 個人 福島県立安積高等学校 教諭 千葉
ち ば

　惇
あつし 福島の復興と放射線についての教育モデルの研究

～本県と他県それぞれの知識・意識の調査を根拠として～

学習指導
（国語科）

個人 白河市立白河第三小学校
主幹
教諭 伊東

い と う

　恭一
きょういち

学び手が資質・能力の確かな高まりを実感できる指導の工夫
～第５学年国語科「読むこと」の指導における「学びに向かう力，人間性等」の
涵養を目指した実践から～

学習指導
（外国語科）

個人 白河市立みさか小学校 教諭 荒井
あ ら い

　　智
さとし

英語で積極的にコミュニケーションを図ろうとする児童の育成
～目的・場面・状況を明確にした授業設定とスモールトークの段階的指導を
取り入れた活動を通して～

学校経営 団体 福島県立相馬支援学校 （代表） 教諭 富村
とみむら

　和哉
かずや 一人一人の子どもの資質・能力を確実に育成できる学校づくり

～三つの柱（システム・人・授業）の視点～

【入選】
　

領域等
個人
団体 学校名　・　グループ名 研　究　主　題

学習指導 団体 伊達市立保原小学校 （代表） 校長 堀部
ほ り べ

　誠
まこと 課題に主体的に取り組み、協働的で深い学びを実現する子どもの育成

～全体学び合いの充実と学びの連続性を生かした授業づくりを通して～

学習指導
（国語科）

個人 郡山市立富田東小学校
主幹
教諭 大竹　芙美

お お た け ふ み 国語科において主体的に対話し学びを深め合う児童の育成
～教材研究ノートの作成と納得解の価値づけを通して～

学習指導
（算数科）

団体 田村市立船引小学校 （代表） 校長 有賀
あ り が

　仁一
じんいち 「自ら進んで考え、学び合う児童の育成」（１年次）

～問いをもち、主体的に学ぶ児童の姿を求めて～

教育課程 団体 棚倉町立棚倉小学校 （代表） 校長 鈴木
す ず き

　雅人
ま さ と なりたい自分になるために学び続ける児童の育成

～資質・能力を育む教育課程を通して～

教育課程
(ESD)

団体 只見町立朝日小学校 （代表） 校長 米
よねはた　けんいち

畑 　健一

つながりの中で只見愛を育みながら、学び続ける子供の育成を目指して
～ストーリーマップにおけるESDの視点に立った能力・態度を育む実践を通し
て～

学校保健 個人 相馬市立日立木小学校
養護
教諭 渡邊

わたなべ

　舞
まい

香
か 自他の健康に関心を持ち、自ら健康の保持増進を図る児童の育成

～歯と口腔の健康づくりを通して～

【奨励賞】

領域等
個人
団体 学校名　・　グループ名 研　究　主　題

学習指導
（算数科）

個人 会津若松市立謹教小学校 教諭 奥
おく

　仁
じん

算数を使って問題発見・解決する力を育成する授業づくり
～「つながる学び」の中で見方・考え方を働かせ、算数のよさや学ぶ楽しさを
実感できる児童を目指して～

学習指導
（社会科）

個人 新地町立尚英中学校 教諭 武口
たけぐち

　隆太郎
りゅうたろう

「社会的事象の相互の関連を多面的・多角的に考察する力」の向上を目指し
た社会科指導法の工夫
～「関連づけ」思考方法に焦点を当てた授業づくりを通して～

教育課程
(ESD)

個人 いわき市立高坂小学校 教諭 田島
た じ ま

　裕司
ゆ う じ 「かやの木」ESDカリキュラムを通した、子どもが輝くカリキュラム・マネジメント

～豊かなひびき合いからの、深い学び・自己有用感の創出を目指して～

職　名　・　氏　名

　令和２年度 福島県教職員研究論文 入賞者一覧

職　名　・　氏　名

職　名　・　氏　名
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Ⅰ 研究構想 

１ 主題設定の理由 

(1) 子どもたちの学びの姿から 

 算数科「速さ」の単元で時速・分速・秒速

の意味を学習した５年生のＨ男は，自主学習

で「ウサイン・ボルトの 100ｍ走世界記録 9

秒 58 を秒速・分速・時速で表すとどうなる

か」という問題を自分で作り，立式・計算し

て解決した。次に，速さと道のりから時間を

求める学習をしたＨ男は，「ボルトの走る速さ

が一定と仮定した場合，地球を 1 周するのに

どれだけの時間がかかるのか」という新たな

問題を見いだした。まだ円周の概念を学習し

ていなかったＨ男は，地球の周りの長さの求

め方を母親に聞いて計算し，「距離÷速さ」の

式を立てて 3 日間かけて解決した。単位をそ

ろえて筆算したノートは数ページにわたって

いたが，Ｈ男は「先生，やっと分かりました」

と，いきいきした笑顔で見せてくれた。 

 自分で問題を見いだし，解決に必要な情報

を集め，試行錯誤しながら自分なりに答えを

導いたＨ男のように，子どもは好きなことや

興味・関心のあるものに熱中する中で才能を

発揮し，探究する力をもっている。こうした

学びたい気持ちを引き出し，問題解決の力を

育成するのが教師の役割であると考える。 

(2) 新学習指導要領の趣旨から 

 これからの新しい社会で活躍できる人材の

育成に向けて，新学習指導要領では「生きる 

力」をより具体化する資質・能力としての三 

 

 

 

 

 

 

 

 

つの柱が整理された。さらに，学習の基盤と

なる資質・能力や現代的な諸課題に対応して

求められる資質・能力を育成するために，教

科等横断的な学習を充実させることの重要性

が強調されている。 資料１  

 本校では，新学習指導要領の移行期間であ

る令和元年度から，問題解決の力を育むのに

適した生活科と総合的な学習の時間を中核と

し，本校として育成を目指す資質・能力を明

確にして，教科等横断的な視点で単元の構想・

実践を積み重ねることで，「未来の創り手」で

ある子ども一人一人に「生きる力」を育みた

いと考え，本研究をスタートさせた。 

 

２ 研究主題及び副主題の基本的な考え方 

(1)「目的を実現する」とは 

 本校では，「自分でチャレンジ，みんなとチ

ャレンジ，最後まで」を合い言葉として，ま

ずは自分で実行し，自分や友達のよさを感得

しながら最後まで頑張る子どもの育成を目指

して教育活動を行っている。 

学びのスタートとして，子どもが「自分で

実行する」ためには，まず自分自身の問題意

識をもつことが必要である。興味・関心をも

って問題に気付き，自分の問題として意識し，

解決の見通しをもちつつ自分自身の目的（学

習の目標）を設定することが，「自分で実行す

る」契機となるからである。自分自身の目的

が明確になれば，それに基づいて情報を集め，

それらを整理・分析して解決案を自分の意見

研究主題及び副主題 

目的を実現するために，必要感をもって学び， 

未来を拓こうとする子ども 

～教科等横断的な視点で組み立てた単元の 

開発・実践を通して～ 
福島市立森合小学校    （代表） 校長  野木 勝弘 
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としてまとめ，表現するという「探究」のプ

ロセスが始まる。そして，探究の一つの区切

りにおいて振り返りをすると，新たな疑問や

問題意識が発生する。その新たな疑問や問題

意識から解決すべき次の目的が設定され，ま

た情報収集や整理・分析に取り組んでいく。 

つまり，「目的」とは「子どもが問題に気付

き，それを解決するために見通しをもって設

定した学習の目標（めあて）」であり，それを

「実現すること」は，「探究すること」と同義

である。本校では，自分自身で設定した目的

を実現していく学習を「探究的な学習」と捉

え，全ての教科・領域の学習や家庭学習にお

いて大切にしたいと考えた。 

(2)「必要感をもって学び，未来を拓こうとす

る子ども」とは 

 本校の目指す子どもの姿における「知」の 

姿は「目的を実現するために本気で学ぶ子ど 

も」である。新研究がスタートした令和元年 

度の第 1 回現職教育全体会では，その姿を具 

現化するために，授業において「本気で学ぶ 

子ども」の姿について話し合い，様々な姿が

挙げられた。資料２  

 私たちは，このような「自ら問題を見いだ

し，必要な情報を調べたり，友達と話し合っ

たりして自分の考えを創り上げ，表現し，振

り返ることを通して，自分なりに納得するま

で追究する子ども」の姿を，本研究で目指す

「必要感をもって学び，未来を拓こうとする

子ども」として共有した。 

(3)「教科等横断的な視点で組み立てた単元の

構想・実践」とは 

 OECD 教育・スキル局長のアンドレアス・シュラ

イヒャー氏は，日本の教育政策についてのイン

タビューで次のように答えている。資料３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この見解から，国際社会で求められている

人材，そうした人材に備わっていることが期

待される学力においても，「探究すること」が

重要視されていること，そこで総合的な学習

の時間が大切な役割を果たすことが分かる。 

 また，新学習指導要領総則第 2「教育課程

の編成」の 1 の「各学校の教育目標と教育課

程の編成」では，次のように記述されている。 

 

 

 

 

 

  

 

つまり，総合的な学習の時間は，子どもた

ちに資質・能力を育成するために，各学校が

カリキュラムをデザインする上で中核となる

存在として明確に位置付けられたと解釈する

ことができる。同様に，総則第 2「教育課程

の編成」の 4 の「幼児期の教育との接続及び

低学年における教育全体の充実」では，次の

ように記述されている。 

 

 

 

 

 

この記述から，「未来の創り手」である子ど

もたちに探究する力を育むためには，教科等

横断的な視点で単元構想をすることが重要で

 かつて日本の生徒たちは記憶中心の勉強を
していたが，いまはすっかり脱却し，自分で
優先度や目標を決め，計画的に学ぶようにな
った。  

 教育課程の編成に当たっては，学校教育
全体や各教科等における指導を通して育成
を目指す資質・能力を踏まえつつ，各学校
の教育目標を明確にするとともに，教育課
程の編成についての基本的な方針が家庭や
地域とも共有されるよう努めるものとす
る。その際，第 5 章総合的な学習の時間の
第 2 の 1 に基づき定められる目標との関連
を図るものとする。 
 

 低学年における教育全体において，例え
ば生活科において育成する自立し生活を豊
かにしていくための資質・能力が，他教科
等の学習においても生かされるようにする
など，教科等間の関連を積極的に図り，幼
児期の教育及び中学年以降の教育との円滑
な接続が図られるよう工夫すること。 
 

 だが，様々な知識や情報と自分で関連づけ
て学ぶ生徒は少なく，日本は世界で下位グル
ープだ。  （中略） 
 過去 15 年の日本の学力向上は，総合学習
の成果だと考えると説明がつく。そして，シ
ンガポールや上海では，総合学習のような探
究的学習を日本以上に優先してやっている。 

（中略） 
 日本の新しい学習指導要領では，関連づけ
る学びが重視され，総合学習は重要な手段と
なる。(2017 年 8 月 11 日読売新聞より部分的に抜粋) 
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あり，その際，中核となる教科・領域として

低学年では生活科，中・高学年では総合的な

学習の時間がふさわしいと捉え，副主題を設

定した。そして，令和元年度の実践の成果と

課題を踏まえて，全面実施となる令和 2 年度

のカリキュラムを作成していきたいと考えた。 

 

３ 研究仮説 

 以上をふまえて，本研究では，次のような

研究仮説を立てた。 

 

 

 

 

 

 

４ 研究内容・方法 

(1) 育てたい資質・能力 

 新学習指導要領では，子どもに育成したい

資質・能力を「知識及び技能」「思考力，判断

力，表現力等」「学びに向かう力，人間性等」

の三つの柱で整理している。その中で，「知識

及び技能を活用して課題を解決する」過程は，

大きく分類して次の三つがあるとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私たちは，学習指導要領で述べられている

ことと目指す子どもの姿を基に，子どもに育

成したい資質・能力を整理して端的なフレー

ズで表すことにより，常に意識して授業実践

できるようにした。それが「もりあいの力」

である。 

 

 

 

 

 

 上記①の過程で育成される力は「問題を見

いだす力」と「理解，納得するまで探究する

力」，②の過程で育成される力は「相手に伝え

る力」，③の過程で育成される力は「意味を振

り返る力」であると考えた。これは，学習指

導要領第 1 章総則第 2 の 2（1）に示されてい

る言語能力，情報活用能力及び問題発見・解

決能力，第 1 章総則第 2 の 2（2）に示されて

いる現代的な諸課題に対応して求められる資

質・能力の育成を図る上でも同様に関連する

と捉えた。 

(2)「もりあいの力」を育むための手だて 

 「もりあいの力」を生活科，総合的な学習

の時間，そして各教科等で育むために，以下

の三つの手だてを講じていこうと考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 教科等横断的な視点で組み立てた単元の構想 

単元の構想においては，子どもが探究的な

学習を行う計画をいかに作成するかというこ

とが最大のポイントである。学年のどの教科

等において，どのような資質・能力の育成が

図られるかを精査し，それが子どもの問題解

決においてどのように生かせるか，生活科，

総合的な学習の時間と，他教科等の双方にと

 生活科・総合的な学習の時間を中核とし，
教科等横断的な視点で組み立てた単元の構
想・実践を行えば，目的を実現するために
必要感をもって学び，探究的な学習を通し
て資質・能力を身に付け，未来を拓こうと
する子どもが育成されるであろう。 

① 物事の中から問題を見いだし，その問題 
を定義し解決の方向性を決定し，解決方法 
を探して計画を立て，結果を予測しながら 
実行し，振り返って次の問題発見・解決に 
つなげていく過程 

② 精査した情報を基に自分の考えを形成
し，文章や発話によって表現したり，目的
や場面，状況等に応じて互いの考えを適切
に伝え合い多様な考えを理解したり，集団
としての考えを形成したりしていく過程 

③ 思いや考えを基に構想し，意味や価値を 
創造していく過程 

も  問題を見いだす力     

り  理解，納得するまで探究する力 

あ  相手に伝える力 

い  意味を振り返る力  

○ 問いの焦点化 

  子ども一人一人の「知りたい」「調べたい」 

「もっとよくしたい」という思いを基に，仲間と共

に深く思考する必然性のある「問い」を見いだ

し，共有することができるようにする。 

○ 方法の焦点化 

  問いを解決するために必要な「人・もの・場・

情報」や，調べたことを表現する方法を，選択し

たり考えたりすることができるようにする。 

○ 見方・考え方の焦点化 

  各教科等の本質に迫る「見方・考え方」を用

いて解決する必要のある場面や文脈を位置付

け，資質・能力を高めることができるようにする。 
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って互恵的な学びの深まりが期待できるかを

考慮して関連付け，単元構想することにした。 

 また，構想した単元の実践後には，教科等

横断的な探究によって「もりあいの力」が高

まったかどうかを検証し，令和 2 年度の年間

指導計画作成に反映させるようにした。 

 

Ⅱ 研究の実際 

 私たちは，各学年と特別支援学級で単元構

想し，担任及び分科担任全員が研究授業を行

って実践を積み重ねてきた。ここからは，２

年生の生活科，４，５年生の総合的な学習の

時間を核に構想した単元の実践を紹介する。 

 

 

１ 育てたい子どもの姿 

 １年生時の通学路探検では，カーブミラー

や子ども 110 番の家を見つけ，春の交通安全

教室では，田んぼや畑にオタマジャクシやテ

ントウムシがいることに気付いた子どもたち。

普段の生活では，多くの子どもの活動範囲は

限られており，地域の人々との関わりも決し

て多いとはいえない。そこで，本単元を通し

て，学校や家庭を中心とした生活から自分た

ちの地域へと生活の場を広げ，そこで出会う

様々な場所や人々に心を寄せ，地域に親しみ，

人々と適切に接することを通して，自分たち

の地域を好きになったり大切にしようと思っ

たりする姿を目指したいと考えた。 

 

 

 

 

２ 教科等横断的な視点から組み立てた大単元構想 

(1) 生活科の展開 資料４  

 子どもたちが地域に親しみや愛着をもつよ

うになるには，人との関わりが不可欠であり，

繰り返し関わることが大切である。そこで，

1 学期の「森合のおたからはっ見大さくせん

パート 1」では，登下校時のコースごとに町

探検を 2 回設定し，五感を働かせて気付いた

様々なおたからを「おたからトップ 5」にま

とめて共有した。2 学期の「森合のおたから

はっ見大さくせんパート 2」では，子どもた

ちが興味をもった公共施設や商店を組み合わ

せた 10 通りのコースの中から選択して探検

し，森合地区で生活したり働いたりしている

人々にインタビューをしたり，施設やお店を

詳しく見学したりする活動を設定した。 

2 回の大作戦で見つけた地域のおたからは，

学習発表会の場で全校生や家族，地域の方々

に音楽や劇を交えて発表することにした。  

(2) 関連する教科等の趣旨 資料４ 

 国語科「名人をしょうかいしよう」は，紹

介したい名人を決め，紹介に必要な事柄を整

理して構成を考え，つながりのある文章を書

く単元である。生活科の町探検で見つけた地

域の名人を紹介する活動を設定することで，

書くことへの意欲をもたせるとともに，「相手

に伝える力」を高めたいと考えた。 

 道徳科「自分の町のかがやき」は，自分の

町で受け継がれているものを大切にしたいと

思う心情を育む内容項目である。生活科で発

見した「おたから」を自分はどのように大切

にしていきたいかを考えさせることで，伝統

と文化の尊重について理解を深めるとともに

｢意味を振り返る力」を高めたいと考えた。 

３ 授業の実際と考察 

授業１ 生活科 資料５ 

「森合のおたからはっ見大さくせんパート１」 

 本時は，２回の町探検を通して見つけた「お

たから」を友達と伝え合う活動を設定した。 

 方法の焦点化の手だてとして，全体での発

表の前に，探検したコースによる小グループ

での話合いを取り入れた。黄色コースの子ど

もたちは，みんなに一盃森を紹介したいと考

育てたい子どもの姿 

森合地区の人々や様々な場所に関心をもち，

意欲や自信をもって学ぼうとしたり，生活を豊か

にしたりしようとする子ども 

第２学年(生活科，国語科，道徳科) 

「森合のおたからはっ見大さくせん」 
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え，麓にある神社の鳥居や 400 年前のお墓，

大きな石など気付いたものを出し合っていた。 

 「おたからベスト５」の発表では，グルー

プ内で吟味して決めた「おたから」について

自信をもって伝える子どもたちの姿が見られ

た。教師が，子どもたちの発表に合わせて町

探検の時に出会った人の写真を提示すると，

他のグループの子どもたちも興味をもって発

表を聞くことができた。  

 

 

 

 

 

図１ 「おたから」を伝え合う子ども 

授業２ 国語科「名人をしょうかいしよう」 

 本時は，地域の名人について紹介したい事

柄を整理し，作文メモを書く活動を設定した。 

 方法の焦点化の手だてとして，紹介したい

事柄を短冊に一文ずつ書かせ，作文に書く事

柄の内容や順番を整理しやすくした。子ども

たちは，名人ができることやしていること，

話していたこと，自分が見たことなどの紹介

したいことの重なりや不足がないかを確かめ

ながら構想する姿が見られた。 

 授業の後半では，作文メモを読み合う時間

を設定したことで，子どもは友達の作文メモ

の良い所を見つけて伝えたり，アドバイスを

したりして学び合うことができた。 

授業３ 道徳科「じぶんのまちのかがやき」 

 本時は，自分たちの地域の「おたから」を

大切にするために，どう関わっていけばよい

かを考える活動を設定した。 

 問いの焦点化の手だてとして，生活科で発

見した「おたから」を絵地図で振り返り，「お

たから」に対する自分の思いを話し合わせる

ことで，地域の「おたから」を大切に守りた

いという気持ちを深化することができた。 

 また，子どもに自分の考えを「○○を大切

に守っていくためには，～したい」という定

型文で表現させたことで，自分がどうしたい

かを具体的に考えて書く姿が見られた。 

行事 学習発表会  

 学習発表会では，「森合っ子おたから発見！」

と題して，町探検の様子や見つけた「おたか

ら」の紹介，一盃森にまつわる昔話などを劇

と音楽で元気いっぱいに発表した。 

 
 
 
 
 
 
 

 

図２ 学習発表会の様子 

 

 

 

１ 育てたい子どもの姿 

 ４年生は，自分のことも客観的に捉えられ

るようになるが，一方で発達の個人差も顕著

になり，自分に対する肯定的な感情をもちに

くくなる時期でもある。また，自分が将来な

りたい姿や職業などが漠然としていたり，明

確にもっていなかったりするのが実態である。 

 そんな子どもたちが，自分はこれまでどの

ように成長してきたのか，周りの大人たちは

どのようにして現在の生き方を選択したのか

を追究することで，自分に自信をもったり，

将来の生き方について考えたりすることがで

きるようにしたいと考えた。 

 

 

 

 

 

２ 教科等横断的な視点から組み立てた大単元構想 

(1) 総合的な学習の時間の展開 資料６ 

第４学年(総合，国語科，道徳科，体育科) 
「なりたい自分について考えよう」 

 

育てたい子どもの姿 

自分が生まれてから今まで，たくさんの人との

関わりで成長していることに気付くとともに，身

近な大人のすてきな姿を調べることを通して，今

後なりたい自分像を深め，互いに考えを伝え合

い，発信することができる子ども 

7



 前単元「伝統文化探検隊」や社会科の学習

において，子どもたちは，わらじ祭り実行委

員や矢野目だるま職人，土湯こけし職人，梨

作り農家，警察署，消防署，浄水場で働く人

など，様々な大人と出会ってきた。 

 本単元では，これらの人たちがなぜその職

業を選んだのか，どのような思いをもって仕

事をしているのかなどの生き方の背景や理由

を探る活動を通して，その人のすてきな姿を

見つけ，将来のなりたい自分像を膨らませる

ことができるようにしたいと考えた。 

(2) 関連する教科等の趣旨 資料６ 

 道徳科「生まれた日のこと」は，自分が家

族の喜びの中に生まれたことを知り，その思

いの深さや願いの温かさに心を動かすことで，

家族の思いや願いに応えてよりよく生きてい

こうとする心情を育む内容項目である。自分

が生まれた時の家族の気持ちを知ることで，

自分の存在が唯一無二であることに気付かせ，

これからどんな人になりたいかを考えさせる

とともに，「意味を振り返る力」を高めたいと

考えた。 

 保健「育ちゆく体とわたし」は，体の発育・

発達について自分の成長を振り返り，体をよ

りよく発育・発達させるための生活の仕方に

ついて理解を深める単元である。体は年齢に

伴って変化すること，発育・発達には個人差

があることを理解させる過程で，「理解，納得

するまで探究する力」を高めたいと考えた。 

 国語科「私たちの生活とロボットについて

考えよう」は，インタビュー記事と説明文と

いう形式の違う二つの文章を関連付けて読み，

筆者の考えや願いを捉えるとともに，自分の

考えの中心を明確にし，理由や事例を挙げて

書くことをねらいとする単元である。教材文

の読み取りを基に，自分の「ゆめのロボット」

について考えることで，「理解，納得するまで

探究する力」を高めたいと考えた。 

３ 授業の実際と考察 

授業１ 道徳科「生まれた日のこと」  

 本時は，自分が生まれた時の様子や家族の

願いを知り，これから自分がどんな人になり

たいかを考える活動を設定した。 

 方法の焦点化の手だてとして，「ぼくの生ま

れた日―ドラえもん―」の動画を見せて話し

合わせた。自分が生まれた時の家族の反応を

知ったのび太の気持ちを想像させると，喜び

をいっぱいに感じ，これまでの生活態度を反

省したり，これからの生き方を考えたりした

のではないかとの意見が出された。 

授業の終末では，子ども一人一人に家族に

あらかじめ書いてもらった手紙を手渡した。

読み始めは嬉しそうな笑顔を浮かべていたが，

読み終わると感動して涙を流す子どもが数多

く見られた。自分が家族に大切に育てられて

きたこと，今も深い愛情を注がれていること

を実感することができた。 

   

 

 

 

 

図３ 嬉しそうに手紙を読む子ども 

授業２ 体育科「育ちゆく体とわたし」  

 本時は，自分と友達の身長の伸びの変化を

比較し，個々の違いについて考える活動を設

定した。 

 問いの焦点化の手だてとして，一人一人の

１年生から４年生までの身長の変化を表すグ

ラフと表を配付し，教科書の例と比較させた。

「３年間の伸びはほぼ同じでも，１年間の伸

びには違いがある」など，共通点と差違点に

ついて話し合うことで，子どもの「周りの友

達とも比べてみたい」という思いを引き出し，

本時の課題を見いだすことができた。 

 授業の終末では，体の育ちについて不安を
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もっている友達を想定し，どんな言葉をかけ

るかを考えさせた。「友達に言葉をかける」と

いう客観的な視点で考える設定をしたことで，

子どもたちは個人差を肯定的に捉えることが

できた。 

授業３ 総合｢なりたい自分について考えよう｣資料７  

 本時は，伝統工芸や郷土の発展に尽くす

人々の生き方の共通点や大切にしていること

を整理して考える活動を設定した。 

 見方・考え方の焦点化の手だてとして，人々

の思いを多面的・多角的に捉えることができ

るように，教師は話合いをコーディネートし

た。「みんなに見てもらうことで伝統が続いて

いく」「一生勉強，一生の課題です」といった

印象に残った言葉を全体で共有し，仕事をす

ることや生きることについて共通する思いを

考えさせると，「続ける」「やりがい」「進化」

といったキーワードを引き出すことができた。

子どもたちは，名人たちの仕事の原動力はや

りがいであり，試行錯誤の「無限ループ」で

よりよいものを作っているという生き方のよ

さに気付くことができた。 

 

 

 

 

図４ 班での話合い(左)と発表する子ども(右) 

 

 

１ 育てたい子どもの姿 

 子どもたちは，平成 20・21 年生まれで，東

日本大震災当時は３歳であった。小さな頃か

ら，原発事故に伴う放射線に配慮する生活を

してきたが，逆にその生活が当たり前として

生きてきたと言える。そのため，モニタリン

グポストの存在や給食の放射性物質サンプル

測定，テレビの天気予報における放射性物質

測定値の発表などは，違和感なく生活の中に

あり，なぜ行っているのか，どんな結果が出

ているのかなど，興味をもって見てはいない

のが現状である。 

 本単元では，放射線について正しい知識を

身に付け，福島の農業の復興には放射線につ

いての理解と風評被害が課題となっているこ

と，これまでに様々な立場の人々が福島のた

めに尽力してきたことを理解するとともに，

課題解決に向けて協働しようとする態度を育

成したいと考えた。 

 

 

 

 

２ 教科等横断的な視点から組み立てた大単元構想 

(1) 総合的な学習の時間の展開 資料８ 

 前単元「福島のよさを発見しよう」の学習

において，福島のよさとして子どもたちが真

っ先に挙げたのは果物を中心とした農産物で

あった。しかし，震災後，福島の農産物の生

産量や出荷量，価格は震災前に比べてどれも

落ち込んでおり，その主な原因は風評被害と

なっている。 

 また，社会科「私たちの生活と食糧生産」

で行った産地調べでは，数社のスーパーマー

ケットのチラシに福島県産農産物がほぼ掲載

されておらず，子どもたちは違和感を抱いて

いた。その疑問を出発点として，福島の農産

物の風評被害や震災後の農業の復興について

調べる活動を設定し，福島の復興に対する自

分たちの考えを創り上げることができるよう

にしたいと考えた。 

(2) 関連する教科等の趣旨 資料８ 

 国語科「和の文化について調べよう」は，

事柄が明確に伝わるように，説明の構成を工

夫して話すことをねらいとする単元である。

教材文を読んで，筆者の考えを分かりやすく

伝えるための工夫を捉える活動を通して，「理

第５学年(総合，国語科，社会科，家庭科) 

｢共に学ぼう放射線 共に考えようこれからの福島｣ 

 

育てたい子どもの姿 

震災が福島市の農業に与えた影響や，これま

での復興の歩みについて調べたことを基に，今

後の福島市の農業について考え，発信すること

ができる子ども 

9



解，納得するまで探究する力」を高めるとと

もに，総合的な学習の時間で学んだことを発

信する際に，役立てることができるようにし

たいと考えた。 

 社会科「これからの食糧生産と私たち」は，

日本が抱える食料生産の問題点について調べ，

これからの食料生産について考える単元であ

る。複数の資料を提示して，現状や課題に気

付かせることで，「問題を見いだす力」を高め

たいと考えた。 

 家庭科「じょうずに使おうお金と物」は，

購入しようとする物の品質や価格などの情報

を集め，適切な買い物の仕方を考える単元で

ある。自分が買いたい物を選び，その理由を

伝え合うことで「相手に伝える力」を高める

とともに，社会科の学習を生かして国産・外

国産という視点にも着目させたいと考えた。 

３ 授業の実際と考察 

授業１ 総合「共に学ぼう放射線 共に考え

ようこれからの福島」 資料９  

 本時は，震災後の福島の農業について調べ

るために，話を聞きたい人物と質問の内容を

考える活動を設定した。 

 方法の焦点化の手だてとして，子どもが質

問したい相手（農家，ＪＡ，報道機関，行政

機関，福島大学，給食検査機関など）ごとに

質問内容を分類・整理して黒板に位置付け，

福島の農業の復興を調べる上で大切な視点を

捉えることができるようにした。 

子どもたちは，震災後８年という時間の経

過や，福島の農業に関わる人々の関係などに

着目して質問を考えることができた。黒板に

貼られた質問事項を見て全体で話し合わせる

と，どの質問相手に対しても，それぞれの立

場における震災後の「工夫や努力」，「これま

で８年間の気持ちの変化」，「これからの農業

について思うこと」を聞きたいという視点を

明らかにすることができた。 

 

 

 

   

   

  図５ ２学期に農家(左)や報道機関(右)の話を聞く子ども 

授業２ 国語科「和の文化について調べよう」 

 本時は，和菓子と文化についての筆者の考

えを分かりやすく伝える工夫を考える活動を

設定した。 

 見方・考え方の焦点化の手だてとして，教

材文に用いられたものと数や内容を変えた資

料を提示し，教科書の資料との効果の違いを

比較・検討させた。子どもたちは，和菓子の

伝統を伝えるための年表の効果や，筆者が掲

載した写真の意図に気付くことができた。 

さらに，「この説明文の内容を外国人に伝え

るとしたら，どんな提示の仕方が必要か」「茶

道の先生に伝えるとしたら，どんな提示の仕

方が必要か」と問いかけて考えさせることで，

相手によって必要な資料の数や内容が変わる

ことにも気付かせることができた。 

授業３ 社会科「これからの食料生産と私たち」 

 本時は，日本の食糧自給率の低下問題につ

いて考える活動を設定した。 

 問いの焦点化の手だてでは，「毎日のように

食べている物は国産が多い，全体でも半分く

らいは国産だと思う」という予想をもつ子ど

もたちに，食料自給率クイズを行った。その

結果，大豆，小麦，果物など毎日の食生活に

欠かせない農産物の自給率の低さに驚いた子

どもたちは，自分たちの予想と実態のズレか

ら「自給率が低いとどんな問題があるのか」

という問いを見いだすことができた。 

 子どもたちが調べる際には，資料の中に買

い物に関する保護者アンケートを入れたこと

で，国産・外国産を選ぶ視点として値段や量

だけでなく「安全・安心」が大切であること
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に気付かせることができた。また，子どもが

考えた問題点を共有する場面では，「消費者」

側の問題なのか「生産者」側の問題なのかを

区別して黒板に整理したことにより，日本の

食料問題について多角的に捉えさせることが

できた。 

授業４ 家庭科「じょうずに使おうお金と物」 

 本時は，味噌汁作りに使う豆腐を５種類の

中から選び，選んだ理由を伝え合う活動を設

定した。 

 方法の焦点化の手だてとして，県産，県外

産，国産豆使用，外国産豆使用，値段など，

様々な条件の異なる豆腐の中から自分が選ん

だ理由を，小グループで比較・検討させた。

賞味期限や消費期限，製造地や豆の産地，家

族構成と分量など，子ども一人一人が自分な

りの明確な理由をもって商品を選ぶことがで

きた。また，社会科の学習内容と関連させて，

「少し値段が高くても，県産の国産豆使用の

豆腐を買うことで，地産地消に貢献したい」

といった意見も出された。 

行事 学習発表会  

 学習発表会では，「宇宙裁判」というオリジ

ナル劇を発表した。放射性物質等による環境

破壊を危惧して地球を滅亡させようとする宇

宙人たちが起こした裁判の場で，自分たちが

調べた福島の取組を子ども役となって紹介し

た。劇の台詞は自分たちで考え，資料を提示

しながら分かりやすく説明することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 学習発表会の様子 

Ⅲ 研究の成果と課題 

１「問いの焦点化」の成果 

① 前時までの振り返り 

 前時までの学習や生活経験を基に，まだ分

からないこと，まだ説明できないこと，もっ

と工夫できそうなことなどを話し合わせるこ

とで問いを共有することができた。 

② 具体物の提示 

 本時の学習内容に関連する事象を子どもた

ちに分かりやすく示すために，図，写真，地

図，表，グラフ，文章構成図，アンケート結

果などを提示し，気付きや考えを話し合わせ

ることで，問いを共有することができた。 

③ 子どもと子ども，子どもと教師の対話 

 教師が，事象と子どもの認識のズレや子ど

も同士の認識のズレ，疑問や憧れなどの思い

を取り上げ，全体の話合いをコーディネート

することで，問いを共有することができた。 

２「方法の焦点化」の成果 

① 地域の人材・フィールドの活用 

 探究活動の一環として，地域の特色ある

「人・もの・こと」と実際にふれ合うことを

大切にした。子どもたちは「本物から学ぶ」

ことで生き生きと探究することができた。 

② 実物を使った観察・実験 

 実物を使って，複数の事象を比較して調べ

たり，仮説を確かめるために実験したりする

ことは，主体的な問題解決に有効であった。 

③ 子どもの思考を補助するツールの活用 

 ワークシートや付箋，短冊，ホワイトボー

ドなどのツールを活用したことで，子どもが

順序立てて考えたり，多様な考えを出したり，

考えを整理したりすることができた。 

④ 資料の精選 

 子どもにとってインターネットの資料や社

会科の資料集の資料は，数や視点が多すぎる

点がある。そこで，資料を精選したり，子ど

もが必要な時に適宜資料を提示したりしたこ
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とで，子どもの自力解決を支援できた。 

⑤ ペアや小グループでの話合い 

 ペアや小グループの話合いにより，子ども

は自分と友達の考えを比較し，自分の考えを

広めたり深めたり，意思決定を明確にしたり

することができた。 

⑥ 考えの分類・整理 

 子どもが考えたことを板書やホワイトボー

ド上で分類・整理したことで，子ども一人一

人の立場や話合いの論点が明確になり，自分

の考えを深めることにつながった。 

⑦ まとめや発表の仕方の共有 

 まとめや発表の仕方という活動の着地点を

明確にして全体で共有したことにより，子ど

もは問題解決の過程や考察について自信をも

ってまとめたり，自主的に発表の練習をした

りすることができた。 

３「見方・考え方の焦点化」の成果 

① 大単元構想 

 生活科と総合的な学習の時間を中核とした

大単元構想をしたことで，教師は教科の枠組

みを越えて「もりあいの力」を育成するため

に教材研究を深め，手だてを講じることがで

きた。その結果，道徳科で育まれた心情や実

践への意欲，各教科で身に付けた資質・能力

が生活科や総合の時間に活用・発揮されたり，

生活科や総合の時間の体験・活動が各教科等

の内容の深い理解につながったりした。 

② 見取り，価値付け 

 教師は，子どもが各教科等の見方・考え方

を働かせて探究する姿を見取り，その場で価

値付けたり全体に広めたりした。そうするこ

とで，子どもが意識的に見方・考え方を働か

せる姿を見ることができた。 

③ 問い返し，確認 

 教師は，子どもがどの教科等の学習を生か

したのか，どんな見方・考え方をしたのかを

問い返したり全体の場で確認したりした。そ

うすることで，子どもは無意識的に行ってい

た関連付けを意識化させることができた。 

④ 振り返り 

 振り返りの中で，各教科等の学びをつなげ

て考えたことや理解が深まったことなどを記

述している子どもを称賛することで，教科等

横断的に学ぶよさを実感させることができた。 

４ 今後の実践に向けた課題と見通し 

(1) 本実践の課題 

 今回の実践では，生活科や総合的な学習の

時間と教科等との関連を図る際，内容に強く

縛られたことが課題であった。あれもこれも

と内容を関連させて，実行を難しくしてしま

っては本末転倒であるため「内容」と「資質・

能力の育成」の両面を担保できるように年間

指導計画を見直して行く必要があると考えた。 

(2) 次年度に向けた年間指導計画の改訂 

（カリキュラム・マネジメント）  

 次年度の年間指導計画作成に当たっては，

まず，学年間の系統性を考慮して，生活科と

総合的な学習の時間で育てたい「もりあいの

力」を設定した。次に，「もりあいの力」を育

成するために必要な学習内容や時数，教科と

の関連などを吟味し，変更点を令和元年度の

年間指導計画に朱書きした上で，変更の意図

や期待される効果を表に整理した。 資料 10  

上記の過程を経て作成した令和 2 年度の年

間指導計画は，4 月の第 1 回現職教育全体会

において前学年の担任から今年度の担任へと

引き継ぐ場を設定した。そこで具体的な子ど

もの姿や変容，教材などについて質疑・応答

しながら共有することができた。 資料 11  

令和 2 年度の研究では，生活科と総合の学

習を貫くテーマ「わたしたちのふるさと森合」

を設定し，持続可能な地域社会の実現に向け

て自分にできることを考え，地域の人・もの・

ことに触れ合いながら探究することを通して，

森合が大好きな子どもを育成していきたい。 
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                   資  料  編                              
  

資料１ 学習指導要領総則における資質・能力の理解 

第２節 教育課程の編成  ２ 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成 

 (1) 学習の基盤となる資質・能力（第１章第２の２の(1)） 

 

 

 

 (2) 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力（第 1章第２の２の(2)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔出典：小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 総則編〕 

資料２ 本気で学ぶ子どもの姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・課題をもって調べる。 

・次の課題を明確にする。 

 
課題意識をもつ ・自分の考えをもつ。 

・見方・考え方を変える。 

・相手の考えと自分の考え

を比べながら聞く。 

・合意形成しようとする。 

 

 

 
考えを構築する 

・鼻の穴がふくらむ。 

・放っておいても続ける。 

・集中して取り組む。 

・できたことを喜ぶ。 

 

興奮する・集中する 

・反応したくなる。 

・表現したくなる。 

・自分の考えを発表する。 

・言葉を駆使する，実演する。 

 

 考えを可視化する 

・分からないことを追究する。 

・友達と議論し，何とか解こうとする。 

・分からない時に，色々な手段で解

決しようとする。 

 

解決方法を考え，実行する 

(1) 各学校においては，児童の発達の段階を考慮し，言語能力，情報活用能力（情報モラ 

ルを含む。），問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくこと 

ができるよう，各教科等の特質を生かし，教科等横断的な視点から教育課程の編成を図 

るものとする。 

(2) 各学校においては，児童や学校，地域の実態及び児童の発達の段階を考慮し，豊かな

人生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代的な諸課題に

対応して求められる資質・能力を，教科等横断的な視点で育成していくことができるよ

う，各学校の特色を生かした教育課程の編成を図るものとする。 

（中略） 

現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力として，中央教育審議会答申では 

・ 健康・安全・食に関する力 

・ 主権者として求められる力 

・ 新たな価値を生み出す豊かな創造性 

・ グローバル化の中で多様性を尊重するとともに，現在まで受け継がれてきた我が国 

固有の領土や歴史について理解し，伝統や文化を尊重しつつ，多様な他者と協働しな 

がら目標に向かって挑戦する力 

  ・ 地域や社会における産業の役割を理解し地域創生等に生かす力 

  ・ 自然環境や資源の有限性等の中で持続可能な社会をつくる力 

  ・ 豊かなスポーツライフを実現する力  などが考えられるとされたところである。 
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資料３ アンドレアス・シュライヒャー氏のインタビュー記事(読売新聞 2017 年 8月 11 日) 
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資料４ 第２学年「森合のおたからはっ見大さくせん」大単元構想図 

      ※      は，論文中で紹介した実践である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業１ 

授業２ 

授業３ 

授業○ 
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資料５ 「森合のおたからはっ見大さくせんパート１・２」学びの軌跡 

 

① 授業 1の板書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 町探検時に使用したワークシート   ③ 授業 1の振り返りカード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ ２学期「おたからはっ見大さくせんパート２」の町探検地図(左)と発表の様子(右) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五感を使って気付いたことを書くこと

ができるようになっている。 

友達が発表した「おたから」について 

分かったことの記述が見られる。 
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資料６ 第４学年「なりたい自分について考えよう」大単元構想図 

      ※           は，論文中で紹介した実践である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業○ 

授業１ 

授業２ 

授業３ 
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資料７ 「なりたい自分について考えよう」学びの軌跡 

 

① 大単元の学習で考えたことを書き込める学習シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 
② 質問事項を整理したシート       ③ 総合で使った計画・評価カード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〈消防士への質問〉   〈警察官への質問〉 

 

 

 

総合的な学習の時間で調べた様々な職業の方へのインタビューの感想（付箋）や，道徳科，

保健体育の授業の振り返りを１枚のシートに書き込むことができるようにした。 

様々な職業の方に質問したいことを付箋に

書き，似ている内容を分類・整理した。 

子どもたちと見通しを立てた単元計画を

表にしてあり，毎時間の振り返りを書いて，

学びを蓄積することができる。 
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資料８ 第５学年「共に学ぼう放射線 共に考えようこれからの福島」大単元構想図 

      ※           は，論文中で紹介した実践である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業○ 

授業１ 

授業２ 授業３ 

授業４ 
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資料９ 「共に学ぼう放射線 共に考えようこれからの福島」学びの軌跡 

 

① 授業１で子どもたちが考えた質問（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 子どもたちが実際に話を聞いた人々（一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【農家への質問】 

○震災が起きた時は，どんな気持ちだったか。 

○どんな気持ちで努力してきたか。 

○放射性物質の吸収を抑えるために，具体的に 

何をしたのか。    

○今，全国の人に１番知ってもらいたいことは？ 

○震災後，農作物は売れるようになったのか。 

○震災後，売値は下げたのか。下げたのなら，ど 

のくらい下げたのか。    

○野菜，果物，米などの栽培は，震災前に比べて 

減ったのか。     

○これから，他の県や国外の人に，福島のことを 

どう思ってほしいか。    

     

  

【報道機関への質問】 

○震災が起きたとき，何を思ったか。とっさに

何を判断したか。 

○震災の時の様子や，放送は大変だったのか。 

○震災から今までにやってきた工夫は何か。 

○放射線や福島について，どのようなことを 

伝えているのか。    

○どんなことを福島の人たちに伝えたのか。 

○他県の人たちに向けて，報道を行ったこと 

はあるか。    

○震災時に困った時，どんな気持ちでやり遂 

げたか。    

  

     

  

     

    

【行政機関への質問】 

○震災から８年経って，放射線量は減ったのか。 

○空気中に放射線はどれくらいあったのか。 

○今まで復興に取り組んできた気持ち。 

○福島は，他の都道府県のみなさんに，どう思 

われてきたと思うか。    

○「東日本大震災の記録」は，どんな内容か。 

○モニタリング検査は，１日何回行っているのか。 

○これから福島をどうしていきたいか。  

     

   

【福島大学への質問】 

○福島大学では，復興のために今までどんな 

努力をしてきたか。    

○努力してきて，何が変わったか。  

○放射線について難しい課題だと思った内容 

は何か。その課題が解決できたら，福島はど 

う変わるか。   

○農学群食農学類というところでは，何を研 

究しているのか。   

      

○ 桃農家の佐藤さん(一番左)からは，「地震による被害」「放射線による風評被害」「動物による被害」 

の三つの被害があったこと，お客さん一人一人に手紙を書いて風評を払拭してきたことを伺った。 

○ 福島テレビの坂井アナウンサー（左から２番目）からは，取材を通して見てきた漁業・酪農・農業関係 

者の苦労，テレビで伝えるのは「事実」のみであり，安心を判断するのは視聴者であることを伺った。 

○ 市役所の朝倉さん（真ん中）からは，農業の被害を具体的に調べ，どんな支援をすればよいか模索し 

てきた過程や，モニタリング検査の仕組みを整えた経緯，モニタリング検査の結果などを伺った。 

○ 阿武隈川漁業協同組合の堀江さん（右から２番目）からは，原発事故に伴う制限が現在でも続き，イ 

ワナやヤマメなどの魚を一切出荷することができない厳しい現状を伺った。 

○ 放射能計測協会の沖澤さん（一番右）からは，給食の放射性物質の検査の具体的な方法や使用して 

いる機材を紹介していただき，福島県内の給食におけるこれまでの結果について伺った。 
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資料 10 年間指導計画の見直し 

        （第５学年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号 次年度に向けた変更点 意図や期待される効果 

※１ 総合「福島の農業について農家

の方から学ぼう(５時間)」を削除

し，宿泊学習の農業体験に組み込

む。 

○ 宿泊を伴う校外学習の農業体験の中で，農家の方 

に工夫していることや地域の課題などについてイ

ンタビューをする活動を設定する。そうすること

で，自分が農業体験を通して実感したことと農家の 

方の思いを関連付けて考えられるようにする。 

※２  総合「放射線ってなあに？（２

時間）」を削除する。 

○ ４年生のこむこむ館学習の中で体験しているため削除 

し，コミュタン福島見学前の調べ学習を２時間設定する。 

※３  社会科「私たちの生活と環境」

を，宿泊を伴う校外学習前の時期

に移動する。 

○ 宿泊を伴う校外学習前に，社会科で森林の働きを 

学習することで，実際に森林を散策した時の理解を 

深める。 

※４  社会科「食料生産の概要」につ

いては，稲作は必修であるが「野

菜，果物，畜産物，水産物など」に

ついては一つを選択して学習すれ

ばよいので，果物の生産について

取り上げることも考えられる。 

○ 総合的な学習の時間において，２学期に果樹農家 

の方を講師として招聘したため，１学期に学習する 

水産物の内容を果物に変更し，果樹栽培の過程や工 

夫，流通について学習することも考えられる。そう 

することで，総合的な学習の時間との関連をより強 

く図ることができる。 

※５  家庭科「じょうずに使おうお金

と物」を「教科との関連」に追記す

る。 

 

○ 「じょうずに使おうお金と物」における「買い物

の仕方を考えよう」の内容は，食品を買う時に気

を付けることを考えさせることができる。総合や

社会科の学習を生かし，環境や食糧自給率などを

視点に買う物を考えさせることができる。 

※６  地域人材活用の追加 ○ 10 月，11 月に震災後の復興について話を聞いた方々 

・ 福島県環境測定・放射能計測協会 ・桃農家 

・ 福島テレビ報道部 ・福島市役所 

・ 福島漁業組合 ・福島大学農学群食農学類 

※ 令和元年度の年間指導計画に朱書きし，変更点とそ 

の理由を各学年で表に整理した。 
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資料 11 令和２年度の年間指導計画 

(第５学年) 

 

※ 令和 2年度の年間指導計画には，育てたい 

資質・能力を「もりあいの力」で設定した。 
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Ⅰ 主題設定の背景と理由 

１ 現在の福島県の課題 

 2011 年の東日本大震災とそれに伴う東京

電力福島第一原子力発電所の事故（以下原発

事故）からまもなく 10 年が経過する。昨年と

今年に福島第一原発の立地する大熊町と双葉

町で帰還困難区域の解除が一部なされたり,

相双地区でイノベーション・コースト構想を

軸に産業の回復と発展が目指されていたりす

る 1),2)など，被災地域の復興は少しずつ進ん

でいる。福島県民の放射線被ばくの大きさに

ついては，内部被ばく検査を受けた全員が健

康に影響の及ぶ数値ではなかった等の調査結

果は事故直後から幾度も出ており 1),2)，国際

的な機関もそれらの結果を支持している 3),4)。

一方，そういったポジティブな情報は社会に

伝わりきっておらず，福島県出身者への科学

的根拠に基づかない偏見やいじめ，福島県産

品の価格低下やネガティブなイメージはいま

だ社会問題となっている 2),5),6)。日本全体の課

題として廃炉作業や，避難なさっている方々

と避難指示の続く地域，避難指示が解除され

た地域への支援などが挙げられる。原発処理

水の処理や中間貯蔵施設に蓄えられている汚

染土の最終処分等，議論と社会的合意形成の

必要な問題が多数ある。 

２ 放射線教育の変遷と考察 

中学校の放射線に関する学習は学習指導要

領の改訂により 1981 年から約 30 年間なさ

れておらず，原発事故後の 2012 年に復活し

た。福島県は義務教育段階では現在も拠点校

を中心に放射線教育の普及を行っている 7)が，

高校段階の実践報告は少ない。福島県の現状

を知るための取り組みとして，南相馬市の高

校生に生活に密接した放射線の知識を伝えた

実践 8)，個人被ばく量の県内外の比較調査

9),10)及び被災地への生徒研修 11)，授業実践と

知識調査 12)がある。また，原発事故後の福島

県内の放射線教育においては，具体的なデー

タを提示して数値を意識させることが重要で

あるという指摘 13)がある。著者の過去の調査

では，高校生の放射線や福島県の現状に対す

る理解度は県内であっても高いとは言えず，

まして県外ではさらに低かった 12),14)。 

３ 研究主題と本稿の構成 

上記を踏まえ，本稿では福島復興と放射線

についての教育モデルの研究を目的とし，小

中高，県内外を問わず普遍的に教えるべき内

容を考察した。 

教育内容の検討に際し，まずは知識を確認

する必要があるため，県内外の学校に協力し

ていただき，資料１「放射線と福島の状況に

関する問題・アンケート」を用いて知識の状

態を調べる（本稿Ⅱ）。また，本校で行ってい

る，放射線について定量的理解をした上で福

島の現状を伝えるという流れの授業（同Ⅲ），

生徒研修（同Ⅳ）を報告する。最後にそれら

を受け，これから必要となる放射線と復興に

ついての教育を考察する（同Ⅴ）。 

Ⅱ 放射線と福島の状況に関する問題・アン

ケート 

１ 目的 

 生徒たちの欠けている知識，放射線による

生体影響への認識などを調査することで，今 

研究主題 

福島の復興と放射線についての教育モデルの研究 

～本県と他県それぞれの知識・意識の調査を根拠として～ 

 

福島県立安積高等学校 教諭 千葉 惇 
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後どういった教育が必要であるか考察する。 

２ 対象 

福島県内 4 校 997 名，県外 5 校 657 名のデ

ータを集めた（表 1）。県内は各地区の代表

校，県外は進学校，特にスーパーサイエンス

ハイスクール（SSH）指定校を中心に依頼し

た。文型理型の割合など母集団の詳細は資料

２にまとめた。2020 年度の高校 1～3 年生，

中学 1 年生である。安積高のみ 2019 年度の

実施であったので，他校と同じ 2020 年度の

学年に直すと 2 年生と 3 年生である。一部記

述式の紙のマークシートを用いた。実施の際

にデータの使用の可否を回答者に聞いてい

る。各校，1～3％の割合で，そこで拒否をし

た生徒がおり，無回答が複数あったデータと

ともに解析から除外した。 

表 1 協力校とデータの人数 

３ 内容 

問題は A～M(2)の全 15 問であり，  

・A～E：放射線の物理的性質 

・F～J：放射線の生物学的影響 

・K～M(2)：原発事故の社会的影響 

の 3 項目を問うもので，各 5 問である。公的

機関の情報 1)-4),15)-31)をもとに自作した。ア

ンケートは全 13 問であるが，本稿では

9,11,12 の 3 問に絞って考察する。 

４ 結果 

(1) 問題 A～M(2) 

表 2 が各校の平均点である。資料３に各問

の正答率の一覧を，資料４に原発事故の社会

的影響の項目の回答の平均値を示した。15

点満点で県内平均点 7.2～10.0 点に対し県外

6.2～7.5 点と県内の方が点数の高い傾向が

あった。以降，例として県内から安積高，県

外からβ高の分布を示す。図 1 の得点の分布

から，高得点の割合が異なることが分かる。 

問 A の正答率が全問の中で一番高かっ

た。放射線の生物学的影響の問の中では特に

H「放射性セシウムのような人工の放射性物

質は，一旦体内に取り込まれるとずっと体内

にとどまり続ける。（正解：②いいえ）」が

県内 23～44％，県外 15～25％と正答率が一

番低かった。また，3 項目の中では原発事故

の社会的影響が県内平均点 1.5～2.3 点，県

外 0.5～1.1 点と低かった。図 2～4 の回答の

分布の例と資料４から，実際の数値よりも高

すぎる解答が特に県外で多かったことが分か

る。例えば L「福島県は毎年米の全袋検査

（毎年約 1000 万袋）を実施している。放射

性物質の検査の基準値を超えたのは何袋か」

は，(1)2012 年は 84 袋なので②（10～100

袋）が正解である 15)。安積高はその回答が

一番多いが，β高は⑦（100 万袋以上）が最

も多かった。K，L も同様の傾向であった。

M の回答の分布の例は資料５に載せた。 

表 2 各校の平均点

 
 

 

 

 安積 

 

 

 β高 

図１ A～M(2)全問題の合計の得点分布 
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 安積  

 

 β高 

 

図 2 K（郡山市の生活上の被ばく量が日本の他の地域の

何倍か問う問）の回答の分布。正解：１倍 20), 21)
。 

安積   

 

  β高 
 

図 3 L(1)（2012 年の放射性物質検査の基準値を超えた

米の袋の数を問う問）の回答分布。正解：84 袋，番号 2。 

安積   

 

 

β高   

 

図 4 L(2)（2019 年の放射性物質検査の基準値を超えた

米の袋の数を問う問）の回答分布。正解：0 袋，番号 1。 

(2) アンケート 9,11,12 

 表 3 に各項目の回答の割合を示した。 

9 は小中学校段階で放射線教育を受けたか

どうかを問うた。回答①小中学校両方で授業

を受けていない（または不明）の割合は県内

14～29％に対し県外 37～84％であり，回答

④小中学校両方で授業を受けた割合は県内

40～63％に対し県外で 2～25％であった。県

内の方が教育していると言えるが，県内外と

もに場所ごとの違いが大きい。 

11,12 は「可能性は高い」と「可能性は非

常に高い」の回答（以下ネガティブな回答）

を合わせた割合は 11，12 それぞれで県内が

12～27％，8～20％に対し県外が 38～58%，

31～45％であった。中学生はさらに割合が高

かった。12 と比較して 11 の方がネガティブ

な回答者の割合が高い傾向があった。図 5 は

安積，ふたば未来，β高の 3 校の回答の比較

である。 

なお 11,12 は福島県の県民健康調査 31) の

質問事項と同じ質問である。11「現在の放射

線被ばくで，後年に生じる健康被害（例え

ば，がんの発症など）が福島県の人にどのく

らい起こると思いますか？」12「現在の放射

線被ばくで，次世代以降の人（将来生まれて

くる自分の子どもや孫など）への健康影響が

福島県の人にどのくらい起こると思います

か？」のように，11 が放射線による健康被

害の可能性を，12 が放射線による次世代へ

の影響の可能性を質問している。この２つの

可能性については，国際的な機関も文部科学

省資料も影響を否定している 2),4)。  

５ 考察 

(1) 問題 A～M(2) 

県内と県外で平均点の差が出た原因は以下

の 3 点が考えられる。①小中学校での教育の

状態。②県内は日常やテレビ等で知識に触れ

る機会がある。③特に興味を持って勉強して

いたり，放射線についての授業を受けていた

りする生徒が高得点をとっている。 

県内で比較的ふたば未来の点数が低い理由

は，県外避難して戻ってきた生徒や県外の中

学校から入学する生徒も数多くいるため，小

中学校で放射線教育を受けていない生徒や，

地元の状況をあまり理解していない生徒もあ

る程度いるためであると考えられる。 

問 B の正答率が低かった理由について

は，「放射線は透過する性質が強い」という

イメージが強すぎて物体の遮蔽効果が知られ

ていないためと思われる。安積高では放射線

に興味を持って学習している生徒がかえって

間違えるケースが多々あった。問 H や問 J

の正答率が低い理由は，食品の内部被ばくの

危険性についての報道が繰り返しあった影響

かと思われる。生物学的半減期の知識や，日 
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図 5 アンケート 11(健康被害),12(次世代)の学校間比較 

本の食品の検査の基準値（100Bq/kg）の厳し

さを定量的に周知する必要がある。 

問 K で問いかけた生活上の被ばく量につ

いては，「10 倍以上」の回答を 10 として平

均値を出すと，安積高の平均で 1.6 倍，β高

の平均で 4.6 倍という回答であった。県内で

は被ばく量はほぼ問題ないという認識の生徒

が多いが，県外では被ばく量が大きい印象が

残っている。L は各校正答率が低かった。特

に(1)の結果から県外は原発事故直後の県産

品の放射能汚染が悲惨であるという印象が強

くついてしまっていると言える。(2)につい

ては県内ではニュース等で知っているからか

正答率が 62～72％と高かったが，県外では

27～43％にとどまった。県産品の検査結果が

県外に伝わっていないことが分かる。 

(2) アンケート 9,11,12 

「放射線の授業を受けた」と答えた生徒に

アンケート 10 で具体的な内容を記述させる

と，例えば放射線副読本の冊子を数分読んだ

だけや配られただけなどの授業パターンが少

なからずあった。これでは，科学的な理解や

福島県の具体的な現状の話まで至っていない

であろう。文部科学省は 2019 年度の調査

で，授業等で放射線に関する内容を扱ったこ

とや扱う予定がある学校の割合は小学校約

70％，中学校約 90％以上と発表している 32)

が，その結果と本調査アンケート 9 の結果は

乖離している。その理由は，学校側が「放射

線を扱った」としていても，生徒側としては

扱いが軽すぎて教育を受けた印象が残ってい

ないためである可能性がある。 

アンケート 11（健康被害），12（次世代

影響）について，ネガティブな回答の割合

は，2018 年度の安積高の生徒はそれぞれ

29％，13％であった 14)。2011 年度に福島県

の避難区域に住民登録をしていた大人につい

ての 2018 年度調査 31)は同様に 33.5％，

35.9％，東京の大人の 2019 年度調査 6)は同

様に 46.5％，41.4％であった。これらを今

回の結果と比較する。今回の安積高の結果は

2018 年よりも割合が減っており，放射線教

育を受けた生徒の割合が増えた効果と考えら

れる（詳細をⅢで述べる）。福島県内の高校

生全体が大人よりもネガティブな回答の割合

が低い理由も同様に教育の効果と考えられ

る。一方，大人同様県外の高校生はネガティ

ブな回答の割合が県内よりも高く，かつ割合

は大人と同等であった。 

11 

 

安積 
 

 

ふたば 
 

β高  

 

  

12 

 

安積 
 

 

ふたば 
 

β高  

 

  

表 3 アンケート 9,11,12 の回答 
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県内外ともにネガティブな回答をした生徒

は非常に気がかりである。特に次世代影響に

ついては環境省 15)が「次世代影響への不安

は，結婚や妊娠ができるのかといった差別や

偏見につながりやすくなります。被災者自身

がこのように感じていれば，すなわちセル

フ・スティグマを有していれば，被災者の自

信やアイデンティティは大きく揺らぐかもし

れませんし，被災者自身の将来的な計画にも

影響を与えかねません」と指摘している。 

 (3)必要な教育についての考察 

以上より，県内でも理解が浸透していない

事項は多いこと，県外では風評がいまだ残っ

ており情報が行き渡っていないことが分かっ

た。大人に情報が伝わっていない以上 5),6)，

子どもも同様であるからであろう。したがっ

て，県内外ともに次のような内容を伝える授

業が必要であると考える。 

①「放射線がうつらない」ことや壁による遮

へい効果などの放射線の基本性質。 

②現在は放射線量が県外や諸外国と同じ程度

まで減ったこと，事故直後であっても自然放

射線量程度の被ばくであったことなどの，福

島県の放射線量についての定量的な知識。 

③福島県産品は放射性物質検査を行っており，

検査の基準を超えたものは現在ほとんど 0 で

あり，この基準は諸外国に比べ厳しいこと。 

④福島県に暮らす人が放射線を浴びたことに

よる遺伝的影響は生じえないであろうこと。 

以上の情報は毎年全国の学校で配布されて

いる文部科学省の放射線副読本 2)に全て記載

されている。特に④については「原爆被爆生

存者や小児がん治療生存者から生まれた子供

たちを対象とした調査においては，人が放射

線を受けた影響が，その人の子供に伝わると

いう遺伝性影響を示す根拠はこれまで報告さ

れていません」や「福島県内における先天異

常の発生率等は，全国的な統計や一般的に報

告されているデータと差がないことが確認さ 

れています」など具体的な記述がある。 

あくまで著者の実感であるが，①③は小学

校の段階でも教えることは可能と思う。しか

し②の定量的な理解をするには，μSv/h な

どの放射線に関する単位の理解が難しいこと

から，中学校か高校の段階である必要がある

と思う。アンケート 9 の結果から各地域で小

中学校の段階で授業をしていない場合も多く

あることから，特に高校で教える必要性は大

きい。①～③の根拠を持ったうえで④を理解

することが重要であると考える。 

(4) 問題・アンケート実施についての補足 

実施後のフィードバックのために，解答解

説を配布した（資料６）。特に放射線による

健康被害と次世代影響についてはさらに別紙

解答解説を作成した（資料７）。 

Ⅲ 安積高で行っている「福島の復興と放射

線についての授業」 

１ 概要 

(1) 実施時期と対象 

毎年夏は希望者，3 月は通常の授業内（物

理基礎または物理）で行っている。資料８が

行った授業の一覧である。2 年間でのべ約

500 名に授業を行った。本稿では 2019 年 7

月に 1～3 年生の希望者約 50 名に行った実践

について述べる。過去の実践 12)をさらに発

展させた内容である。 

(2) 全体の概要 

各 1 時間の全五章構成で実施した。放射線

の基礎については物理の教科書を元に，教科

書外の内容，例えば放射線の生体への影響や

福島県のデータ等は，本稿末尾の参考文献に

挙げた内閣府や省庁，県の公的な資料を主に

用いた。線源セット（湯の花・モナズ石または

船底塗料・御影石・しお）と遮蔽材セット

（鉛・アルミ・アクリル・ステンレス）を 4

人で１セット，放射線測定器「はかるくん

CP-100」（以下はかるくん）を 2 人で 1 台用

意し実験に用いた。アクティブ・ラーニング
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となるように第一・二章では実験を中心に，

第三章は問いかけを中心に，第四・五章は課

題についての話し合い活動を行った。 

なお，この授業の実施前にはⅡで述べたも

のと同様の問題・アンケートを行った。問題

の解答を授業中に行い，実験できるものは適

宜実験して確かめた。 

(3) 実施の際の配慮 

前述のアンケートの実施の際に必ず「授業

を受ける上で不安はありますか？ 不安の内

容を書いてください」という質問をすること

で，配慮が必要な生徒の調査を行った。な

お，これまでの著者の実践では特段気になる

ことを記入した生徒はいなかった。また，

「学んだことをもとに自分で判断できるよう

になってほしい」という願いを述べてから授

業を開始した。 

２ 授業の各時間の内容 

(1) 第一章：放射線・放射性物質の性質 

放射線の基本性質の理解を目的とした。原

子の構造と放射線の出るメカニズム，放射

線・放射性物質・放射性同位体の違い，身近

な放射性同位体，物理学的半減期，単位（Sv

と Bq），放射線の測定法，原子力発電の原理

などを扱った。放射線を浴びた物体は放射線

を出すわけではないことを示す実験を行った

（図 5）。船底塗料（放射性物質）に一定時

間近づけたのり（非放射性物質）を測定して

も，はかるくんの表示はほぼバックグラウン

ドと変わらないことを確認する簡単な実験で

ある。なお補足として放射化は原子炉等の極

端な状況では起こりえることも述べた。 

 

        

 

 

 

図 5 放射線を浴びた物体が，放射線を出す物体にならな 

いことを証明する実験 

(2) 第二章：実験をもとにした放射線・放射

性物質の基本性質の定量的な理解 

はかるくんを実験に活用し，第一章の内容

をより定量的に理解することを目的とした。

実際に現在の教室の環境放射線量率を測り，

室内測定が結果 0.05～0.07 μSv/h 程度であ

ることを確認し，県外の空間線量率 33) とほ

ぼ変わらないことを確かめた。県内全体で空

間線量率は原発事故後９年で大幅に低下して

おり，全国や海外主要都市とほぼ同水準と言

えるまで下がっており 1) ，各地のリアルタ

イム線量測定システムの値は原発事故前の値

にほとんど戻っていることを述べた 19)。さ

らに屋内では壁による遮蔽効果があるので，

福島県内の屋外で空間線量率が高い地域で

も，生活を通した累積の被ばく量は他県とほ

とんど変わらない測定結果が出ていることを

述べた 20),21)。また，距離に応じた放射線量

の減衰や壁による遮蔽効果を，表やグラフを

書きつつ確かめた（図 6）。 

  
図 6 左：距離による線量の変化の実験（はかるくんを線

源から 5,10,15,20 cm ずつ離して計測），右：壁による遮

へい効果の実験（遮へい材セットで線源を囲んで計測） 

(3) 第三章：放射線の生体への影響と福島の

現状 

放射線の生体への影響を学び，それをもと

に福島の現状と現在の放射線によるリスク及

び福島県産品のリスクを定量的に理解するこ

とを目的とした。 

放射線は原発事故前からもともと自然界か

ら浴びており，日本なら年間当たり平均の自

然放射線量 2.1mSv，人工放射線量 3.9mSv で

あり 15)，したがって生体への影響を考える際

は放射線の有無ではなく量が重要であること，

DNA を傷つけうるためできる限り浴びないよ

うにすることが大切であり大量に被ばくする

と影響が大きいこと，内部被ばくと外部被ば

船底塗料にのりを近づけてス

トップウォッチで１分測る。 

船底塗料を遠ざけ，のりを

はかるくんに近づける。 

船底塗料 のり のり 
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くの違い 2)，体内に入った場合の影響は生物

学的半減期（代謝などで体外に出ていく効果）

と物理学的半減期及び体内で貯まりやすい場

所を考慮した預託実効線量を用いて生体への

影響を考えること 15)， 100mSv～200mSv の被

ばくよりも運動不足や喫煙のリスクの方が相

対的に高いこと 2), 15) などを述べた。事故後

の具体的な被ばく量は，福島県の行った調査

で平成 31 年 1 月までに検査した約 34 万人分

の内部被ばく検査での預託実効線量は 99.9%

が 1 mSv 未満，原発事故後 4 か月間において

もガラスバッジの測定結果から数 mSv/年程

度の被ばく量であり 34)体の外から受けた放

射線による健康影響があるとは考えにくいこ

と 2), 4)を述べた。放射線被ばくの次世代以降

への影響については，日本学術会議 29)や国際

機関の発表を示して否定し，かつ福島県の出

生率が全国平均よりも高いこと 27)を述べた。

しかし残念ながら震災関連死が被災三県の中

で一番多いことにも触れた 35)。甲状腺検査の

目的や結果，現在の課題について述べた 36)。 

米の全量全袋検査を始めとした現在の福島

県産品の検査体制 1)，米が 2015 年産から基準

値越え0袋という結果 23)や魚も基準値超えが

ほぼないこと 26)，そもそも基準値が他国に比

べ厳しいこと 2)，そして基準値に達したもの

をたとえ食べたとしても預託実効線量が

1mSv にも達しないことを計算して示した。 

(4) 第四章：福島の課題（話し合い課題：

「モニタリングポストを移動するか否か」） 

福島県及び日本としての課題となっている

社会問題を理解することを目的とした。 

福島第一原発については，事故の起こった

経緯とチェルノブイリ原発事故との比較，現

在のコントロール状況，廃炉の課題（原発処

理水の管理と放出の問題など）について述べ

た 37)。福島県や福島県産品について事故直後

の悪いイメージのまま固まってしまっている

人がいること 22),38)などを述べつつ，デマの伝

わり方など情報がどのような仕組みで伝わっ

ているかという情報教育の内容の話も扱い，

風評被害の払しょく法について社会学的な視

点を教えた 39)。中間貯蔵施設に運ばれている

汚染土の量の問題と原発周辺の住民の方に負

担をかけていること，モニタリングポストの

維持費とその撤去の議論が現在行われている

ことも述べた。まとめとして，モニタリング

ポストの移動についての意見を KJ 法を用い

て各グループで話し合った。 

(5) 第五章：福島の努力（話し合い課題：「自

分たちの子どもの世代に東日本大震災（地震，

津波，原発事故）の教訓として何を残すか」） 

避難指示の出ている地域・避難指示の解除

された地域（いわゆる被災地）の課題などを

知り，震災後の人々の努力を理解した上で，

後世に伝えるべきことは何か自分の意見を持

つことを目的とした。 

現地の写真をもとに様子を教えつつ，被災

地の町づくりやインフラ整備などの課題を話

し，放射線や除染のみが課題ではないことを

教えた。そういった課題がある中での努力と

して，例えば復興に携わる被災地の NPO 法人

の活動，震災後に県外から協力して下さって

いる方々，安積高や福島高の生徒たちの風評

払しょくのための県外・外国への情報発信の

取り組みなどを紹介し 11),21)，国や県のイノベ

ーション・コースト構想などの取り組みを教

えた。最後に震災の教訓について KJ 法を用い

て各グループで話し合い，ポジティブな教訓

もネガティブな教訓も両方書いてまとめた

（資料９）。代表者がまとめを順番に教室全体

に発表し，全員で考えを共有した。 

図 7 が授業の様子である。 
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図 7 第一章～第五章の授業の様子 

３ 授業実施の結果 

(1) 授業前後のアンケートの比較 

放射線の興味の度合いなどの表 4 の質問を

して，授業前後で回答を比較した（図 8）。回

答者は 44 名であった。 

表 4 アンケートの質問内容 

問１ あなたの放射線に関する関心はどの程度ですか？ 

問２ 福島県産の食品に対する不安はどの程度ですか？ 

問３ 福島で暮らすことに対する不安はどの程度ですか？ 

問４ 
あなたの福島の現状についての理解度（放射線量の

測定結果や県産の食べ物の検査結果など）はどの程

度ですか？ 

問５ 
あなたの放射線についての理解度（性質や防御する

方法など）はどの程度ですか？ 

 

 

問１ 

 

 

授業前 
 

後 
 

問２ 

 

 

授業前 
 

後  

問３ 

 

 

授業前 
 

後  

問４ 

 

 

授業前 
 

後  

問５ 

 

 

授業前 
 

後  

図 8 表 4 の問の回答の授業前後の比較 

(2) 授業による知識の定着度 

Ⅱで述べた，2020 年 2 月に行った安積高

1,2 年生のテストの結果を，授業に参加した

ことがない生徒，半年前（2019 年 7 月）に参

加した 1 年生，1 年前か 1 年半前（2018 年 7

月か 2019 年 3 月）に参加した 2 年生に分け

て点数を比較する。群間で Student's t-test

を行った（表 5）。Ⅱで述べたように合計 15 点

満点，A～E 放射線の物理的性質，F～J 放射

線の生物学的影響，K～M(2)原発事故の社会

的影響の 3 項目各 5 点である。アンケート

11,12 の回答の割合も比較した（図 9）。 
 

表 5 授業を受けたグループと受けていないグループの学

年別の平均点の比較。**は P 値 < 0.01 を表す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 

 

① 
 

 

 

② 

 

 

12 

 

① 
 

 

 

② 

 

 

図 9 アンケート 11(健康被害),12(次世代)についての，

①授業を受けていないグループ(490 人)と②受けたグルー

プ(120 人)の比較 

(3) 授業の感想 

授業では感想と学んだことをリフレクショ

ンカードに記入させている（資料１０）。生

徒の感想で典型的なものを，カードの一部よ

り抜粋する。 

・それぞれの意見があったが，自分でしてい

きたいことはみんな「語り継ぐ」ことだっ

た。小学生にどうやって教えていくかとても

難しいと思うけど，福島県内だけではなく県

外の小学生に正しい知識を伝えていきたい！

何より愛する福島の正しい現状を知ってほし

い。（１年女子） 

・モニタリングポストの撤去の問題は難しい

問題だと思う。国は取り払おうとしても，周 
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囲の住民からしたら心配や不安の面もあるの

で，簡単に取り払うことができず，社会的に

考えることを要求されている。（２年男子） 

・正しい情報をいろんな人が強い意志を持っ

て伝え続けていきたいということに感動を覚

えました。私が今できることは本当にごくわ

ずかかもしれないけれど，今後社会に出たと

きに，浜通りのために，福島県のためにでき

ることを自ら発見し，積極的に行動していき

たいと思いました。（３年男子） 

４ 考察 

図 8 から，生徒たちの興味を伸ばし不安を

払しょくできたことが分かる。表 5 から，授

業を受けているグループは受けていないグル

ープよりも各項目で有意に点数が高い。特に

原発事故の社会的影響の項目について点数の

差が大きい。1 年半以上前に授業を受けたグ

ループも有意に点数が高いことから，記憶が

定着していることが分かる。授業を受けたグ

ループ間では 2 年生よりも 1 年生が高い理由

は，授業から時間が経過していないのでより

記憶が残っているからと考えられる。図 9 か

ら，授業を受けたグループは健康影響・遺伝

的影響の両方でネガティブな回答の割合が低

くなったことが分かる。 

Ⅳ 安積高で行った生徒研修 

本校ではⅢの授業で学んだ生徒たちを中心

に，資料８のように放射線についてより深く

知るための放射線測定講座と実際に現地に連

れて行くフィールドワークなどを行ってい

る。これらの生徒研修に 2 年間でのべ約 200

名の生徒が参加した。フィールドワークは相

双地区の被災地に行って現地の NPO の方と話

したり帰還困難区域の見学をしたりする「相

双地区研修」，フランスから来た高校生と福

島第一原発を含む福島県内を回る「国際放射

線防護ワークショップ」などを行った。特に

国際放射線防護ワークショップでは生徒が福

島の現状や課題を東京にて発信する場面も設

けてきた（図 10）。また，2019 年 9 月には校

外研修に参加した生徒が校内の他の生徒に発

表会を行い，学んだことを共有した。講師と

して福島県立医科大学の坪倉正治先生をお呼

びし，約 70 名の生徒たちが福島の復興につ

いて議論した（図 11）。このように校外研修

と発表会を通して学校全体での知識と意識の

向上を目指している。詳しくは別の教育論文

の中で述べる予定である。 

    

                 
図 10 国際放射線防護ワークショップの様子と記事 40), 41) 

   

 

Ⅴ 研究のまとめと教育モデルの提案 

Ⅱでは県内外の高校生の知識の課題が明ら

かになった。しかしⅢで述べたように実験や

アクティブ・ラーニングの要素を含む授業を

行うことで，科学的に放射線を理解させ，か

つ社会問題をどうやって解決するかを考えさ

せることができた。そしてⅣのように生徒が

研修に参加してさらに理解を広めたり，校内

で知識を広めたりすることができた。 

以上を踏まえ，福島復興と放射線について

の教育モデルとして，『福島の現状と復興，

及び放射線を主題として，科学的視点・社会

学的視点など幅広い視点を持って，アクティ

図 11 校内で行われた，研修の発表会の様子 
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ブ・ラーニングの要素を交えつつ授業・研修・

発表会のサイクルで学びを深めさせる』とい

うモデルを提案する。量的・論理的な思考を

教える「科学教育」，正しい情報選択の仕方を

考える「情報教育」，人の気持ちや状況を慮る

「道徳教育」，より広い視点で社会影響をとら

える「社会教育」などの要素が含まれる。 

各学校で授業時間が限られており，十分に

時間が割けない場合もあろう。最低限として

Ⅱ５(3)に挙げた 4 つのことを，小中高・県内

県外問わず理科や社会，総合的な学習の時間

（探究の時間）などの科目を通して認知を広

め，常識として共有しあうことが必要なこと

だ。そしてさらに県産品の復興や再生などの，

震災後の福島県内の努力も伝えればイメージ

が改善される。実際私の授業では福島県の努

力に気付いて感動したという感想が多い。重

要なのは，「原発事故について知る」や「放射

線を浴びないようにする」などの学習にとど

めず，「福島の現在を知る」や「社会的課題を

解決する」などを授業目標にすることである。 

ある福島県内の生徒が本アンケートへの回

答の中で「関東の友達に何べん福島県は大丈

夫だよと言っても信じてくれません。どうし

たらいいんでしょうか」と相談を書いていた。

子どもたちの中に県外からの思い違いが影を

落としている。原発処理や風評払しょくなど

の社会的課題も山積みである。もうすぐ 10 年

が経つとはいえ全国での教育は引き続き行わ

れる必要があり，福島県からのモデルの発信

を継続していくことが重要であると考える。 

Ⅵ 最後に 

著者が最初に授業を始めたきっかけは，生

徒に原発事故と福島県について自分の言葉で

話せるようになってほしい，福島出身である

と誇りを持って言えるようになってほしいと

いう思いであった。時が経つにつれ原発事故

処理の抱える社会的課題はより複雑になりつ

つある。しかし一方で，復興という主題を軸

に，理科や社会の教科の範疇にとどまらない

多面的な視点を教えるきっかけになる。福島

復興というテーマは教える意義が大きく，奥

深い教材であると思う。 

言うまでもなく東日本大震災と福島第一原

発事故は歴史に残る重大な事件・事故であ

る。起こってしまったことは取り返しのつか

ないことであるが，教訓が次世代に生かされ

てこそ事故後に日本中・世界中から手厚い支

援をいただいたことへの恩義を返すことにな

る。資料９に生徒が書いてくれたように，教

訓はポジティブ・ネガティブそれぞれあり，

両方を語り継ぐことが大切ではないか。そし

て震災時に幼かった世代・震災後に生まれた

世代が対象になってくる今後の福島県内の復

興教育は，現在以上に重要度が増すと思う。 

2020 年 8 月現在，COVID-19 感染症（新型

コロナウイルス感染症）に関するデマが流

れ，感染者や医療関係者への偏見が全国的に

広まっている 42)。社会全体の科学リテラシ

ーの向上が必要である。原発事故後の混乱と

の類似点が多く 43), 44)，リスクコミュニケー

ションの必要性が叫ばれている 45)。最近，

著者の授業を受けた生徒から「感染者への偏

見は放射性物質のときと似ており，『正しく

怖がる』ことが必要だ」と指摘を受けた。社

会全体の危機や災害の時に，原発事故の時の

経験は普遍的に生かされると感じる。 
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資料編

資料１ 放射線と福島の状況に関する確認問題・意識アンケート  
問題 全 15 問 
A～E 放射線の物理的性質 

  問題文 選択肢，回答の形式 

 A 
原発事故に関係なく，私たちは宇宙や地面からの放射線を浴びてい

る。 正解：①はい 

①はい ②いいえ  

③分からない 

 B 
放射線はコンクリートや土などの物体で遮ることはできない。 正

解：②いいえ 
同上 

 C 
放射線は「うつる」。つまり，放射線を受けた物体は，自分もまた放

射線を出す物体になってしまう。 正解：②いいえ 
同上 

 D 
原発事故に関係なく，私たちの体の中や身の回りの物の多くに放射性

物質が含まれている。 正解：①はい 
同上 

 E 
放射性物質は，放射線を出しながら時間とともに減っていく。 正

解：①はい 
同上 

  
F～J 放射線の生物学的影響 

 F 放射性物質から離れると，受ける放射線の量は減る。 正解：①はい 同上 

 G 

人体の外にある放射性物質から放射線を受けることを「外部被ば

く」，空気・水・食物などを摂取して体内に取り込まれた放射性物質

から放射線を受けることを「内部被ばく」という。 正解：①はい 

同上 

 H 
放射性セシウムのような人工の放射性物質は，一旦体内に取り込まれ

るとずっと体内にとどまり続ける。 正解：②いいえ 
同上 

 I 

放射線を受けると細胞の遺伝子に傷が付く場合があるが，福島県で普

通に暮らす際に被ばくする線量程度では，そのほとんどは修復でき

る。 正解：①はい 

同上 

 J 

放射性物質の検査の基準値に達した食品を少しでも食べてしまうと，

１年間に自然界から受ける放射線量（日本平均 2.1 ミリシーベルト）以

上の被ばくをしてしまう。 正解：②いいえ 

同上 

K～M(2) 原発事故の社会的影響  

 K 

現在，福島県郡山市（福島県のほぼ中央に位置する）に住む人が，生

活する上で体の外から浴びる放射線の被ばく量は，日本の他の地域の

ほぼ何倍か。他の地域と同程度であると考える場合１，10 倍以上と考

える場合１０を選択 正解：１倍 

1～9 倍および 10 倍以

上から選択 

 L(1) 

福島県は毎年米の全袋検査（毎年約１０００万袋）を実施している。

放射性物質の検査の基準値を超えたのは何袋か。なお検査の基準値は

１キログラム当たり 100 ベクレルであり，これを超えると流通しては

いけないことになっている。 （１）２０１２年 正解：② 

①1０袋未満 ②1０～

１００袋 ③1００～１

０００袋 ④1０００～

１万袋 ⑤1 万～１０

万袋 ⑥1０万～１００

万袋 ⑦1００万袋以上 
 L(2)  〃 （２）２０１９年 正解：① 同上 

 M(1) 

原発事故に伴う福島県の避難区域の面積は，福島県全体の面積

（13,784km2）の何％か。 （１）２０１３年９月 正解：８％（±

５％で正解） 

%を記入 

 M(2)   〃 （２）２０１９年５月 正解：２％（±５％で正解） 同上 

 

アンケート全 13 問  

 1 あなたの放射線に関する関心はどの程度ですか？ 
①大変興味がある ②少し興味がある ③あ

まり興味はない ④全く興味がない 

 2 
放射線について（性質や防御する方法など）の理解度

はどの程度ですか？ 

①よく知っている ②少し知っている ③あ

まり知らない ④全く知らない 

 3 
福島の放射線の実状（放射線の量や県産の食べ物の検

査結果など）についての理解度はどの程度ですか？ 
同上 

 4 

福島で暮らす上での，放射線についての不安はどの程

度ですか？（県外の人は，仮に住むと仮定してくださ

い） 

①全く不安はない ②あまり不安はない  

③少し不安がある ④不安である ⑤大いに

不安である 

 5 
福島県産の食品の，放射線についての不安はどの程度

ですか？ 
同上 
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 6 福島県内の復旧・復興は進んでいると感じますか？ 

①そう思う ②ややそう思う ③どちらとも

いえない ④あまりそう思わない ⑤そう思

わない 

 7 

福島県内の原発事故の被災地（避難指示のあった場所

や避難指示の続く場所など）の支援や福島第一原発の

廃炉は，社会的に重要な課題だと感じますか？ 

同上 

 8 
原発事故から年月が経過し，自身の震災に対する意識

や関心が薄れていると思いますか？ 
同上 

 9 

放射線についての授業（学校で行う講演会やどこかの

団体の講習等を含む）を高校入学以前に受けました

か？ 

①受けていないまたは不明・覚えていない

②小学校のとき ③中学校のとき ④両方 

 10 
9 の内容はどのようなものでしたか。行ったこと全て

にマーク。 

①外部講師の，講義形式の授業 ②自分の

学校の先生の，講義形式の授業 ③放射線

の線量の測定実験 ④放射線を見る実験

（霧箱装置など） ⑤その他（社会や道

徳・生活の時間なども含む。内容を自由記

述してください） 

 11 

現在の放射線被ばくで，後年に生じる健康被害（例え

ば，がんの発症など）が福島県の人にどのくらい起こ

ると思いますか？ 

①可能性は極めて低い ②可能性は低い ③

可能性は高い ④可能性は非常に高い 

 12 

現在の放射線被ばくで，次世代以降の人（将来生まれ

てくる自分の子どもや孫など）への健康影響が福島県

の人にどのくらい起こると思いますか？ 

同上 

 13 

以下のうち，このアンケートを受ける前からもともと

知っていたこと全てにマークして下さい。特に該当す

るものがなかった場合，⑤にマークして下さい。 

① 福島県産食材は，放射性物質の量の検

査を行い安全なものを出荷している。 

② 特にコメについては福島県産の全ての

米袋（約 1000 万袋）の放射性物質の量の

検査を行っている。 ③ 基準値を超えた

ものが確認された市町村では，他の同一品

目の食品が出荷・流通・消費されないよう

にしている。 ④ 福島県産食材の２０１

９年度の検査で，基準値を超えたものは全

体のうちごくわずかである。 ⑤ 知って

いるものは特にない。 

 

資料２ 協力校の詳細 

 

  

 

 

  

34



13 

 

資料３ 各問の正答率 

 

資料４ K～M(2)の原発事故の社会的影響の問の回答の平均値 
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資料５ 問題 M 避難区域の，福島県全体に対する面積の割合についての問の回答の分布 18) 

(1)2013 年 9 月 正解：８％ 

安積   β高  

 

(2)2019 年 5 月 正解：２％ 

   安積    β高   

 

資料６ 問題の解答解説 
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資料７ 放射線による健康被害と次世代影響についての資料 
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資料８ 2018～2019 年度に安積高で実施した復興教育・放射線教育の内容 46) 

 

資料９ 生徒が KJ 法でまとめた震災と原発事故の教訓。左は全てをまとめたもの，右は１年生

のある班。赤：ポジティブな教訓，青：ネガティブな教訓，緑：社会や自分たちでできること。 

   

38



17 

 

資料１０ 2019 年 7 月の授業に参加したある２年生と３年生のリフレクションカード。プライ

バシーに関わる部分は修正した。 
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Ⅰ 研究主題設定の理由

１ 昨年度の研究結果から

平成２９年告示小学校学習指導要領(以下

「新学習指導要領」)では，「知識及び技能」

「思考力，判断力，表現力等」「学びに向か

う力，人間性等」の３つの育成すべき資質・

能力が打ち立てられた。昨年度の研究（論文

「国語科の資質・能力を系統的に育てる指導

の工夫」）では，国語科の「知識及び技能」

「思考力，表現力，判断力等」を整理し，「学

ぶこと(内容)」「学び方」「学びの成果」を

可視化(見える化)することで，児童が資質・

能力を系統的に学べるようにした。しかし，

児童に行ったアンケート調査(平成３１年３

月実施)では，１０％の児童が系統的な力の

高まりを実感できなかった。その児童の学習

の様子を考察すると，学習能力以外で以下の

ような点が見られた。

・自己肯定感が低い

・学習に対して受動的である

・学習に粘り強く取り組むことができない

そこで，児童が資質・能力の高まりを実感

するためには，これらの情意面についても考

慮していく必要があると考えた。

２ 新学習指導要領の資質・能力「学びに向

かう力，人間性等」の涵養から

新学習指導要領で出された資質・能力の１

つ「学びに向かう力，人間性等」は，現行学

習指導要領では「態度」に当たる部分であり，

新学習指導要領解説総則編には，「他の二つ

の柱をどのような方向性で働かせていくかを

決定付ける重要な要素である。児童の情意や

態度等に関わるものであることから，「他の

二つの柱以上に，児童や学校，地域の実態を

踏まえて指導のねらいを設定していくことが

重要となる。」と記載されている。児童が資

質・能力を身に付けていくためには，単に，

「資質・能力を身に付けたかどうか」という

成果のみを追うのではなく，身に付ける過程

における他者との関わりや，学習に取り組む

姿勢も資質・能力として学習指導の中に位置

付けていくことが必要となる。このような学

びに向かう力や，他者とどのように関わって

いくのかという人間性等を育むことにより，

昨年度の研究では学びの成果を感じることが

できなかった児童も資質・能力の高まりを実

感することができるのではないかと考えた。

３ 「主体的・対話的で深い学び」の視点から

「学びに向かう力」や「人間性」をどのよ

うに高めていけばよいのか。その方向性を示

すものが，新学習指導要領解説総則編にある

「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた

授業改善」であろう。新学習指導要領解説総

則編には，授業改善の３つの視点について，

以下のような説明がなされている。

○ 主体的な学び

・学ぶことに興味や関心を持つ

・自己のキャリア形成の方向性と関連付け

ながら，見通しをもって粘り強く取り組む

・自己の学習活動を振り返って次につなげる

○ 対話的な学び

・子供同士の協働，教職員や地域の人との対

話，先哲の考え方を手掛かりに考えること

で自己の考えを広げ深める

研究主題

学び手が資質・能力の確かな高まりを実感できる指導の工夫
～第５学年国語科「読むこと」の指導における

「学びに向かう力，人間性等」の涵養を目指した実践から～

白河市立白河第三小学校 主幹教諭 伊東 恭一
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○ 深い学び

・習得・活用・探究という学びの過程の中

で，各教科等の特質に応じた「見方・考

え方」を働かせながら，知識を相互に関

連付けてより深く理解する

・情報を精査して考えを形成したり，問題

を見いだして解決策を考えたり，思いや

考えを基に創造したりする

３つの視点の中でも特に，「主体的な学び」

につながる「見通しをもって粘り強く取り組

み，自己の学習活動を振り返って次につなげ

る」こと，「対話的な学び」につながる「子

供同士の協働」は，「学びに向かう力・人間

性等」に大きく関わる学習活動である。また，

主体的・対話的で深い学びの実現に向けて

福島県で推進している「ふくしまの『授業

スタンダード』」には，授業改善の手立て

として児童の協働的な学びや，学習の振り

返りが示されている。昨年度の研究におい

て，十分とは言えなかったこれら２つの手

立てを具体化した指導の工夫が必要と考え

た。

以上のことから，学び手である児童が，国語

科で求められる資質・能力の高まりを実感する

ためには，明確化された資質・能力を，協働的

に，自己の学習活動を振り返りながら学ぶス

タイルの実現を図ることが必要であると考え，

昨年度に引き続き，「読むこと」の指導にお

ける研究のテーマを設定した。

Ⅱ 研究仮説

「読むこと」の学習指導において，次の

３つの視点で授業改善を行えば，児童が「学

びに向かう力，人間性等」を向上させなが

ら，資質・能力の確かな力の高まりを実感

できるであろう。

◎ 児童が身に付ける「知識及び技能」「思

考力，表現力，判断力等」とその関連性の

明確化（資質・能力の「見える化」）

◎ 児童が学び合い，高め合う学習活動

（協働による学びに向かう力，人間性等の育成）

研究仮説を検証するために，以下の計画を

立てた。

Ⅲ 研究の手立てと研究方法

研究の手立て

１ 児童が身に付ける「知識及び技能」「思

考力，表現力，判断力等」とその関連性，

系統性を見える化した「付けたい力見え

る化シート」「学習用語」「年間指導計画」

の作成 （資質・能力の「見える化」）

２ 児童が考えを伝え合い，分かり合い，

高め合う交流活動（協働による学びに向

かう力，人間性等の育成)

⑴協働的に学ぶ目的の確認

⑵ペア交流の工夫

⑶全体交流の工夫

⑷グループ交流の工夫

３ 振り返りの視点を明確にし，学びが連

続してつながる「学びのあとシート」の

活用（「連続性のある学び」による学び

に向かう力，人間性等の育成）

⑴「学びのあとシート」の作成

⑵単位時間をつなげる学び

⑶単元をつなげる学び

研究方法

○研究の対象

担任している５学年の児童３４名

○研究の日程

平成３１年４月から令和２年３月までの期間

１ 意識調査による検証

第５学年開始時(令和元年５月)と終了時

(令和２年３月)の「国語科の資質・能力に関

する意識調査」の結果を比較する。

２ 学習の成果物による検証

学習の成果物(「学びのあとシート」等)で，

自己評価や学習の成果を見取る。

３ 単元評価テスト・学力調査による検証

「読むこと」単元終了時の評価テスト及び，

◎ 自己の学びを確認し，次の学習につな

げる振り返り（「連続性のある学び」によ

る学びに向かう力，人間性等の育成）
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令和２年１月実施の「市標準学力調査」にお

ける正答率により検証する。

４ 児童の学びの姿による検証

授業等での児童の学習の姿から，研究の成

果を検証する。

Ⅳ 研究の実際と考察

１ 児童が身に付ける「知識及び技能」「思

考力，表現力，判断力等」とその関連性，

系統性を見える化した「付けたい力見え

る化シート」「学習用語」「年間指導計画」

の作成 （資質・能力の「見える化」）

新学習指導要領で示された「知識及び技能」

「思考力，表現力，判断力等」の内容を具体

化した「付けたい力見える化シート」を使っ

て学習を進めた。(別添資料1) 本シートは，①

「知識及び技能」「思考力，判断力，表現

力等」の関連性とその学び方，②身に付け

た資質・能力を活用する力，③「思考力，

表現力，判断力等」の指導事項に沿った「構

造と内容の把握」から「精査・解釈」への学

びの系統性，及び，文章の読み方から活用す

る力への系統性の３つを明確化したことに特

徴がある。昨年度の研究を受けて，シート

の内容を見直し，加筆・修正を加えた。

また，特に「知識及び技能」については国

語科の「学習用語」として取り上げながら指

導することで定着を図った。(別添資料2)

さらに，本シートと連動した「年間指導計

画」を作成し，見える化した資質・能力を系

統的に学べるようにした。(別添資料3)計画では，

後述する「連続性のある学び」を図る目的で，

学年の全ての単元を貫き，最終目標につなが

る年間テーマとして次の２つを設定した。

◎説明的文章「要旨はどこだろう？」

◎文学的文章「グッドポイント～物語文の

魅力をさがそう～」

これらのテーマに沿って，児童が継続的・

反復的に学ぶことで，資質・能力の定着を図

るとともに，学びの成果としての力の高まり

を実感できるようにした。

２ 児童が考えを伝え合い，分かり合い，

高め合う交流活動（協働による学びに向

かう力，人間性等の育成)

⑴ 協働的に学ぶ目的の確認

一斉授業のよさはどこにあるのだろうか。

それは「協働的に学ぶこと」に他ならない。

隣には目的を共有する仲間がいる。時には協

力し，時には議論し，高め合える仲間との時

間は，児童にとって「学校」以外ではなかな

か得られないものであろう。学校での協働的

な学びを経て，児童は「学びに向かう力，人間

性等」を培っていく。教師としてまずやるべ

きことは，協働的な学びの必要性について児

童に実感させることである。そのために４月

最初の授業で，言葉を手がかりに詩の題名を

考える授業を以下の要領で行った。

・〇×の描かれたプレートを全員に配る。

・教師が詩の題名につながるヒントを与える。

・題名が分かったら○，分からなかったら×の

どちらかのプレートを必ず挙げる。

〇×のプレートは，児童が考えを表出しや

すくするために使用した。教師がヒントを示

すごとに，○のプレートを挙げる児童の数は

増えていったが，全員○にはならない。その

後，以下のようなやり取りを行った。

T：全員○にならなくてもよいのか。
C：(全員×を挙げる)
T：全員が○を挙げられるようにする方法
はないのか。

C：〇×ではなく，話さなくてはだめ。
T：何について話すのか。
C：答え。理由。ヒント。自分の考え。
ここで，３つの「学びの約束」を確認した。

◎「全員が分かること」を目指す

◎自分の考えをもてるようにする

◎みんなで分かり合うために，互いに考え

を伝え合う（話し合い活動＝交流活動）

次に，交流活動の進め方について児童と話

し合いながら具体化した。全体の場で自発的

に意見を述べることができる児童の割合は，
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「事前に考えをもった上での発言…５８％」

「全体交流の流れの中での発言…３２％」で

あった。ノートに話すべき考えがあるにもか

かわらず話すことができないのであれば，分

かり合う学びはできない。この問題を学級で

共有し，解決に向けて話し合った。その結果，

以下のような意見が児童から出された。

・答えが分からないので発表できない。

・自信がないので発表できない。

・間違うと恥ずかしいので発表できない。

ここで，教師から，次の点について話をした。

○「話すこと・聞くこと」は身に付けるべ

き大切な力である

○ 話す力は練習しないと身に付かない

○「分かり合うため」に，聞き手は「相手の

考えが分かるようにする」という気持ちで

聞き，話し手は「相手に分かってもらう」

という気持ちで話す

この後，児童から「分かり合うために全員

発表を目指す」という学級目標が出された。

最後に，交流活動の内容について話し合

った。まずは，１対１のペア交流で伝え合う

経験を積み重ね，全体の場でも伝え合いがで

きるようにする「ペア→全体」の過程で交流

活動を進めるようにした。また，交流活動の

進め方の例として「『みんなで』伝え合い，

分かり合おう」の資料を教師から提示した。

(別添資料4)この資料は交流活動の基本となる

もので，話し合いの「型」にはめるものでは

ない。児童との話し合いにより，「協働的に

学ぶ」ことの必要性と，目指すべき学習の姿

について学級全体で共有することができた。

⑵ ペア交流の工夫

ペア交流を次のように進めることにした。

1 課題を把握して自分の考えをもつ
2 交代で話す
3 友達の考えに対して必ずコメントを返す
4 考えの付け足しや直しを行う
課題を把握し，自分の考えをもつためには，

文章を丁寧に読み，自分の考えの根拠を探す

（文章との対話），蓄積してきた自分の知識

や経験，考え方と照らし合わせる（自分との

対話）という過程が必要である。その結果と

して，自分の考えを明確にもてなかったとし

ても，交流活動で分かり合うことや，本気で

考え，伝え合う姿勢が大切であることを確認

した。また，伝え合いでは相手に対するフィ

ードバック（同意・相違・疑問等）を必ず行

うことで，一方的な伝達で終わらないように

した。最後に，ペア交流ごとに考えの付加や

修正を行い，伝え合いの成果を効率よく自分

にフィードバックできるようにした。その際，

友達の考えには「友」のマークを付け，自分

の考えを形成する過程や，伝え合いのよさに

ついて振り返ることができるようにした。

児童は交流の回数を重ね，６月頃には，考

えをもった児童同士で自発的にペア交流をす

るようになった。ペア交流の日常化により学

級の伝え合う雰囲気が

高まり，その結果，児童

全員がほとんどの学習

課題に対して自分の考え

をもてるようになった。 （写真1 ペア交流の日常化）

⑶ 全体交流の工夫

全体交流は，発表会ではない。最終目標は，

「分かり合うために，全員が自分の考えを伝

え合う」ことである。その実現のために以下

の２段階の過程を踏んだ。

1 全員が考えを伝えられるようにすること
2 伝え合いにより，考えを広げ深めること
第１段階は，一部の児童ではなく全員の伝

え合いを実現するという「学びに向かう力・

人間性等」を育てる側面をもつ。学級初期の

実態では，約７０％の児童が全体交流の場で

自発的に発言ができなかった。そこで４月か

ら，国語科や社会科の授業

で意見を自分達でつなぎな

がら全員が発表する時間を

意図的に設け，全体の場で

伝え合う経験を積み重ねた。(写真2 全員発表の様子)
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その結果，７月までには全員が全体の場で考

えを伝えられるようになった。

しかし，同じ意見が繰り返され，考えの広

がりや深まりがないままに授業が終わってし

まうことがあった。そこで，一部の児童から

出された「同じ考えよりも，新たな考え(異

なる考え)を出しながら，課題の解決に向け

て全員が伝え合えるようにする」という意見

を受けて，第２段階である「考えを広げ深め

る伝え合い」を目指すことにした。新たな約

束について話し合い，次の３点が決まった。

・発表ではなく「全体で話し合う」

・友達の意見に同意ならば，その理由や考え

の付け足しを話す

・分からない時は質問する

全員が話し合う交流を積み重ねた結果，疑

問や反論等，話し合いの広がりや深まりにつ

ながる発言や，話し合いを進行する発言(新

しい発言を促す，結論をまとめる等)をする

児童が増えた。発表会ではなく「課題解決に

向けて全員で話し合う姿勢」ができた。

⑷ グループ交流の工夫

３人以上で行うグループ交流は，ペア交流

よりも一度の交流で得られる情報量が多く，

深まりのある話し合いができることに利点が

ある。学年の後半は，学習材の読みや課題に

対する考えを深めるためにグループ交流を取

り入れた。その際，無作為にグループを作る

のではなく，「同じ意見と異なる意見のグル

ープで交互に交流する」「グループ交流後に

１人を残した他のメンバーを入れ替えて交流

する」「交流していない児童同士で自由にグ

ループを組んで交流する」等，その時の課題

や目的に合った交流を行

った。どの児童もペア交

流の経験を生かして積極

的に伝え合った。また，

疑問や反論を出し合い， (写真3 グループ交流の様子)

納得するまで話し合う児童が増え，その取り

組む姿勢が，考えの深まりや，全体交流の話

し合う姿につながったと考えられる。

３ 振り返りの視点を明確にし，学びが連

続してつながる「学びのあとシート」の

活用（「連続性のある学び」による学び

に向かう力，人間性等の育成）

児童が主体的に意見を交流し，考えを広げ

深めることができても，その場限りの学習で

終わってしまったのでは，学びの実感にはつ

ながらない。文部科学省(2017)「新しい学習
指導要領の考え方」では，教育効果の高い取

組例として，「自分で調べたことや考えたこ

とを分かりやすく文章に書かせる指導」「授

業の最後に学習したことを振り返る活動を計

画的に行うこと」を挙げている。(別添資料5) 児

童が自己の学びを振り返り，他者に伝わるよ

うに文章として記録に残す活動は，資質・能

力の育成に有効に働くと考えられる。また，

これらの活動は，新学習指導要領解説総則編

で「学びに向かう力，人間性等」に関連する

力として挙げている「メタ認知力」(自分の

思考や行動を客観的に把握し認識する力)の

育成につながる活動である。授業における学

びの振り返りとしては，主に次のような活動

が考えられる。

・前時までの学習の振り返り

・課題解決に向けた自己内対話(一人読み)

・交流活動後の考えのまとめ（再考）

・授業・単元終了時の学習の振り返り

これらの活動は全て課題解決に向けた一連

の学習活動としてつながっている。このつな

がり(連続性のある学び)が意図的に作用し，

児童が振り返りの経験を積み重ねていくこと

で，メタ認知力が醸成されていくと考えた。

以上のことから，児童が学びの振り返りを

他者にも伝わるように記録し，その振り返り

をつなげていく「連続性のある学び」をして

いけば，メタ認知力や主体的に学習に取り組

む態度，他者への意識を含めた「学びに向か

う力，人間性等」が育成され，資質・能力の

高まりの実感につながると考えた。
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⑴ 「学びのあとシート」の作成

連続性のある学びを実現するために，「学

びのあとシート」を作成した。(別添資料６)

本シートの作成に当たっては，

◎視点に沿った振り返り

◎学びをつなげる振り返り

の２点を考慮した。視点に沿った振り返りに

ついては，５年生として初めて書いた児童の

学習感想を教師が７つに分類して提示するこ

とで，児童の学習経験を生かせるようにした。

1 学んだことを整理してみる
2 学んだことについて自分の考えをもつ
3学んだことを経験や知識と結び付ける
4 学んだことを次の学習や他のことに生かす
5 学び方(学習の進め方)について整理する
6 友達のよい考えを取り入れる
7 疑問
「6 友達のよい考えを取り入れる」は，児

童から出されなかった視点であるが，「みん

なで分かり合うために，伝え合う」うえで必

要な視点として教師から提案した。振り返り

の記述に当たっては，自分の書きやすい視点

を選んで書くことにした。

学びをつなげる振り返りは，学習後の振り

返りを１枚の用紙に連続して書くことで，以

前の振り返りと比較・関連付けながら書ける

ようにした。児童には，「学習を積み重ねて

いく中での，考えの広がりや深まり(児童に

は「レベルアップ」という言葉で事例を挙げ

て具体化した)が友達に伝わるように書くこ

と」を確認した。また，メタ認知力の育成の

ために，課題解決に対する自己評価欄(「よ

くできた◎」「できた〇」「もう少し△」の

３段階)を設け，「課題に対する振り返りが

友達に伝わるように書けること」を自己評価

の判断基準とした。さらに，単元の終末には

単元の目標について自分の考えをまとめ，自

己評価を行うシートを作成し，学習の積み重

ねによる単元全体を通した学びの成果を実感

できるようにした。(別添資料7)

⑵ 単位時間をつなげる学び

授業は「みんなで分かり合うために，伝え

合う」交流活動と，学びのあとシートの振り

返りを蓄積していく「連続性のある学び」を

基本とした。以下は文学的文章の単元「すぐ

れた表現に着目して、物語の魅力を伝え合お

う」(学習材：大造じいさんとガン 椋鳩十

光村図書 令和元年１１月実践)の授業記録で

ある。単元の目標は椋鳩十作品の魅力につい

て自分の考えをまとめることであり，そのた

めに学習材「大造じいさんとガン」を読んだ

初発の感想で，大半の児童が心に残ったこと

(作品の魅力となり得るもの)として挙げた

「大造じいさんの残雪に対する心情の変化」

について読みを深めた。最初の児童の考えは，

残雪が「獲物・食料」から「仲間・友達のよ

うな存在」に変わっていくというものであっ

た。しかし，１人の児童（Ａとする）が「最

後に大造じいさんが『また戦おうじゃないか』

と言っているので(心情は)変わらない」とい

う発言をした。Ａは読書好きで文章を読む力

はあるが，４月当初は国語科の学習に対する

意欲が低かった児童である。しかし，交流活

動で友達に自分の考えを伝え，分かり合える

楽しさや有用感を味わうことで，国語科の授

業に対する姿勢が前向きになり，学習リーダ

ーの１人に成長した。Ａの考えから「大造じ

いさんはどうして残雪をにがしたのか」とい

う読みの課題が生まれた。その後の授業では，

毎時間，「大造じいさんの残雪に対する心情

はどのように変わったのか」という課題に統

一し，場面を比較した読みができるようにし

た。また，学習の流れを①文章，自己との対

話（ノートに記述）②ペア交流（ノートに考

えの付加・修正）③全体交流④学びの振り返

りと考えのまとめ（学びのあとシートに記述）

の４つの過程に統一することで，課題解決に

向けて学びが連続してつながるようにした。

児童の振り返りの記述からは，次のような

学びの成果が伝わった。
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① 考えの広がりや，自分の考えに対する自

信の深まり

交流活動による新たな考え方への気づき

や，自分の考えに対する自信の深まりが伝わ

った。特に，単元最初の大多数を占めていた

「大造じいさんの残雪に対する心情は，仲間，

友達に変わった」という考えが，全員の記述

からなくなったことは，友達との学びをつな

げながらまとめてきた成果である。

(資料1 交流による考えの広がりや自信の深まり)

② 学びに対する楽しさや自己有用感

交流活動における，相手に分かってもらえ

る楽しさや自己有用感が伝わった。これらは，

学びの成果の実感につながる要素である。

(資料2 相手に分かってもらえる楽しさや自己有用感)

③ 考えの深まり

新学習指導要領解説総則編では，「深い学

び」について以下のような説明をしている。

・知識を相互に関連付けてより深く理解する

・精査した情報を基に自分の考えを形成する

交流活動を例に挙げれば，他者の考えを受

容してそのまま自分の考えとするのではな

く，さらに他の考えや今までの自分の考えと

比較，関連付け，選択，精査を行い，理解や

考えの形成につなげることと捉えられる。児

童の記述からは，以前の学習と比較して考え

の深まりが伝わった。例えば，大造じいさん

の残雪に対する心情の変化について，最初は

「変わった」「変わらない」の二択であった

のに対し，交流活動により「いまいましいが，

少し感心している」「たいした知恵だとほめ

ているが，いまいましさは残っている」等，

文章の細部に着目して，より深く考えるよう

になったことが分かる。さらには，考えを図

表に整理して分かりやすく示す児童もいた。

(資料3 考えの深まりが伝わる振り返り)

(資料4・5

児童が整理

した図表)

④ 新たな学び方への気づき

学びの進め方や文章の読み方を新たに獲得

することは，児童が資質・能力を高めていく

うえで大切な要素である。児童の記述には，

物語文の新たな読み方(言葉の意味，文脈，

背景，表現の工夫等に着目した読み)への気

づきがあった。さらに，それらを全体で交流

して共有することができた。

(資料6 児童の情景描写・色に着目した読み方)

説明的文章の単元「事例と意見の関係をお

さえ，自分の考えをまとめよう」(学習材：

想像力のスイッチを入れよう 下村健一 光村

図書 令和２年２月実践)では，グループ交流

と振り返りを組み合わせた連続性のある学び

により，学習材の読みや児童の考えを深める

学習を行った。本時の目標は，要旨を捉える

ためのキーワード「想像力のスイッチ」の具

体的な内容を明らかにすることである。３単

位時間（４５分×３）の計画で，グループ交

流を以下の流れで行った。

1 １人読みによる考えの形成 考え①

2 スイッチの数が同じ児童同士の交流

グループ交流①

3 自分の考えをまとめる 考え②

4 スイッチの数が異なる児童同士の交流

グループ交流②
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5 自分の考えをまとめる 考え③

6 交流が終わった児童同士の自由交流

１人読みの結果から，スイッチの数が２つ，

３つ，４つ，５つ以上のグループに分かれた。

異なる考えの交流では，相手の意見を認めて

自分の考えに取り入れる様子があり，それは，

児童の振り返りの記述からもよく伝わった。

(資料7 相手の意見を取り入れた振り返り)

また，グループ交流を重ねることで，様々

な意見を聞いて考えを広げるだけではなく，

得た情報を自分の考えの再構築の材料にして，

さらに考えを深めている記述もあった。

(別添資料8)

(資料8 考えの深まりがある児童の振り返りの記述)

⑶ 単元をつなげる学び

研究内容１の「年間指導計画」(P.3 参照)
で前述したとおり，説明的文章では年間テー

マ「要旨はどこだろう？」を設定し，「文章

の要旨」を意識して学習を進めた。要旨を捉

える際には「その文章が要旨である」という

自分の考えの理由と，その理由を支える明確

な根拠がなくてはならない。最初の単元では

要旨の捉え方に自信のない児童が多かった。

(資料9 「生き物は円柱形」６月実施)

しかし，次の単元では前単元の学びを生か

して，自分で文章構成図を使って各段落のつ

ながりを「見える化」することで，自信をも

って要旨を捉える児童が増えた。

(資料10 「天気を予想する」９月実施)

最後の単元では，既習を生かし，要旨に対

する自分なりの考えや読みの課題をもって学

習を進める児童が増えた。「学びに向かう力」

の向上が伝わった。

(資料11 「想像力のスイッチを入れよう」

最初の要旨の捉えや自分の読みの課題 ２月実施)

さらに，単元終末では，要旨に対する自分

の解釈や価値付けを記述する児童が増えた。

(別添資料9)

(資料12 「想像力のスイッチを入れよう」価値付け)

(資料13 「想像力のスイッチを入れよう」解釈・価値付け)

文学的文章では「グッドポイント～物語文

の魅力をさがそう～」を設定した。「物語文

の魅力」とは読み手を惹きつける内容（スト

ーリー，人間関係を含む）や文章表現，世界

観，主題などであり，作品で描かれる中心部

分と関わるものである。授業では「物語の魅
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力」(人物像や相互関係，作品の全体像，工

夫された表現の効果)と「伝記の魅力」(優れ

た人物の功績や生き方から学ぶ，自分に生か

す)の２つのジャンルを学習した。児童は，

単元をつなぎながら学ぶことで，説明的文章

と同様に，既習を生かした学びができた。

(資料14 既習を生かした学び)

また，学習材を同じジャンルの他の本と比

較・関連付けたり，さらには，他のジャンル

の本と比べたりしながら，課題に対する自分

の考えを深めることができた。(別添資料10)

(資料15 同ジャンルと比較・関連付けた考えの深まり)

Ⅴ 研究の成果と課題

○ 成果

１ 児童の意識調査から

最終単元の学習終了時（令和２年３月）に

行った「国語科読むことの意識調査」では，

「前に学習したことを生かして，課題につい

て考えたり，解決したりすることができたか」

（令和元年５月調査「よくできた・できた」

４４％）「友達の考えを自分に生かして学習

することができたか」（令和元年５月調査「よ

くできた・できた」３８％）の質問に対し，

全児童(１００％)が「よくできた・できた」

と回答した。(別添資料11)

２ 学習の成果物から

最終単元終了後の自己評価では，年間テー

マである「要旨を捉える」「物語の魅力につ

いて自分の考えをまとめる」に対して，全児

童が「よくできた・できた」と回答した。(別

添資料12)また，学びのあとシートの課題に対

する具体的な記述や学習の振り返り，毎時間

の自己評価からは，児童が学んだことのみな

らず，学びに向かう思いや取り組み姿勢等も

含めた，児童一人一人の学びの成果の実感が

伝わってきた。(別添資料13)

３ 単元評価テスト・学力調査から

「読むこと」の単元テスト年間の平均正答

率は約９３％であった。全てのテストで，正

答率が６５％を下回る児童はいなかった。ま

た，令和２年１月実施「市標準学力調査」に

おける「読むこと」の平均正答率は７６．６

％であり，市町村及び全国平均正答率を上回

った。また，国語科全体の平均正答率は８４．

６％と，市町村及び全国平均正答率を１０ポ

イント以上上回った。(別添資料14・15)

４ 児童の学びの姿から

授業では，自分の考えを伝え，分かり合お

うとする児童の姿があっ

た。３回行った公開授業

では，参観者から積極的

に学習に取り組む児童の

姿に称賛をいただい

た。みんなで分かり合う (写真4 公開授業の様子)

交流活動により全員が活躍できる場を作って

きた結果，他者と良好な関係で関わろうとす

る「人間性等」が育まれたと考える。また，連

続性のある学びで学習の振り返りを積み重ねた

ことで，メタ認知力が向上し，さらに，学習

に粘り強く取り組んだり，自らの学習を調整

したりする態度が育った。これらの「学びに

向かう力」は，例えば，ノートを取ることが

苦手だった児童（Ｂとする）が，交流活動で得

られた考えを、振り返りとして自分の言葉で記

述する姿からもよく伝わってくる。

(資料１６ Ｂの振り返りの記述の一部)
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さらに，自分の考えを精一杯に表現しよう

とする仲間の学びに触

発され，授業後も納得

のいくまで自分の考え

を詳しく書き，友達や

教師に伝えようとする

児童の姿からは，仲間

との高め合いが伝わっ

ってきた。 (資料17 児童による「大造じいさん

学力の向上に関し とガン」の学びのあとの記述の一部)

ては，「学びに向かう力，人間性等」を育み

ながら，「読むこと」の能力だけではなく，

交流活動による「話すこと・聞くこと」，振

り返りの記述による「書くこと」の能力も育

成が図られたと考える。日々の学習の積み重

ねが，国語科の資質・能力の総合的な向上に

つながった。そして，育成されたこれらの力

は，国語科のみならず，他教科の学習や家庭

学習，学級の係活動や学校の委員会活動等，

多くのことに生きて働いていくと考える。

● 課題

１ 交流活動や振り返りを行う時間の確保

交流活動や振り返りで学習が深まれば深ま

るほど，時間が足りなくなる。４５分間の中

で全ての学習活動を収めるのではなく，単位

時間をつなげたり，単元全体で交流活動や振

り返りの時間の設定を考えたりするなど，弾

力的な単元計画の工夫が必要である。また，

自力でできるものは家庭学習で行うなど，授

業以外の時間の利用も考えたい。

２ 教える側として，求められる資質・能力

及び，その学び方への理解を深める

本研究で，新学習指導要領で求められる３

つの資質・能力を関連させながら育てていく

姿を具体化することができた。しかし，この

実践はモデルの１つに過ぎない。そして，児

童が学びの成果を実感できたとしても，本当

に力になっているかどうかが試されるのは，

「実生活」においてである。本研究を国語科

のみで捉えるのではなく，さらに視野を広げ，

「生きて働く力」となる資質・能力の内容と

その学び方について具体的に明らかにしてい

かなければならない。新しい時代への教育は，

まだ，始まったばかりである。

Ⅵ おわりに

私が大切にしている言葉に「不易と流行」

がある。人工知能(ＡＩ)の進化等，あらゆる

場面で情報化・デジタル化が進む中で，今，

教育に求められている「流行」は何であろう

か。子供１人１台のタブレットＰＣ普及に伴

うＩＣＴ教育は重要である。しかし，ＩＣＴ

は何のためにあるのか。それは，人が「実社

会」という「人と人とのつながりの中で生き

ていく」ための手段としてであろう。「人と

のつながり」はどんなに社会が変わっても変

わらないものであり，変わってはいけない「不

易」である。本研究で，学びにおける「他者

とのつながり」の大切さを改めて実感した。

時代は変わり，授業の在り方が変わっても，

「不易」であり続ける「他者とのつながり」

を学びの土台にして，今後も授業研究を続

けていきたい。

※ 主な参考文献

・文部科学省（2017）『小学校学習指導要領
解説 総則編』

・文部科学省（2017）『小学校学習指導要領
解説 国語編』

・福島県教育委員会(2017)『ふくしまの授業
スタンダード・家庭学習スタンダード』

・文部科学省(2017)『新しい学習指導要領の
考え方』

・二瓶弘行(2011)『二瓶弘行の国語授業のつ
くり方』東洋館出版社

・白石範孝(2013)『白石範孝の国語授業の技
術』東洋館出版社

・青木伸生(2017)『思考と表現の枠組みをつ
くるフレームリーディング』明治図書

・伊東恭一(2019)『国語科の資質・能力を系
統的に育てる指導の工夫』福島県教職員研

究論文
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令和２年度福島県教職員研究論文 資料編  

P3.別添資料 1「付けたい力見える化シート」(2019.4 月作成) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活用する力への流れ    「構造と内容の把握」から「精査・解釈」への系統性の流れ 

身に付ける 

「思考力，判断力, 

表現力等」 

５学年で身に付ける資質・能力（◎）を重点化 

関連する 

「知識及び技能」 「活用する力」 

資質・能力の 

「学び方」の例 
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P3.別添資料 2 「学習用語見本」 ※児童には空白のシートに書き込ませながら学習を進めた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3.別添資料 3 年間指導計画 説明的文章  ※光村図書第５学年を基に作成 (2019.4 月) 

                 

 学習材 ☆主に身につけさせたい力 主な学習活動  前単元との系統性 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

見立てる 
２時間 
（導入単元） 

 

 

 

 

 

 

☆説明文の基礎を復習する 
１論の展開が分かる力（問いと答え・序論、本論、結論） 
２形式段落の要点が分かる力 ３意味段落に分ける力  
６要旨を捉える力☆ 
学習用語 問いと答え 題名 意味段落 文章構成 序論・本論・結論  要旨  

①事例をつなげ意味段落を作る ②文章構成図をかいて序・本・結論に分ける 

⑥本論の役割について考える 

筆者は「見立てる」という事例を使って何かを伝えたい＝要旨（筆者の主張） 

→「生き物は円柱形」ではどうなっているのか？ 

２ 

生き物は円柱形 
５時間 
 
第一次 
１時間 
 
 

☆６要旨を捉える力  「見立てる」要旨 文章構成 
１論の展開が分かる力  ２形式段落の要点が分かる力  
３意味段落に分ける力  ４文章構成図をかく力 
単元目標 要旨を捉える 
学習用語 頭括型 尾括型 双括型 反例 
◎単元の目標をもつ 

(1)題名に着目して「要旨を探そう」という目標をもつ 

年間テーマ 要旨はどこかな？ 

（学習用語表・説明文） 

 

（学習用語表・物語文） 

 

上段：新学習指導要領

の知識及び技能を学習

用語として項目化 

下段：項目化した学

習用語の説明につい

て記載する 
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年間指導計画 文学的文章 (2019.4 月作成) 

 

第二次 
４時間 
 
 

◎要旨を捉える 

(2・3・4)円柱形の理由で意味段落に分け、文章構成図を描く 

(5)要旨とその根拠となる事例を捉え、自分の考えの理由付けをする（説明文の理解） 

他教科：週末作文（３段階作文） 

３ 

天気を 

予想する 
５時間 
 
第一次 
１時間 

１論の展開が分かる力☆  前単元 要旨 文章構成  
６要旨を捉える力 ７筆者の説明の仕方を考える力 
９筆者の説明の仕方に対する自分の考えをもつ力 
単元目標 要旨を捉え，筆者の説明の仕方の工夫を考える 
学習用語 起承転結 つなぎ言葉 具体と抽象 筆者の説明の仕方の工夫 

◎単元の目標をもつ 

(1)「どうして要旨が分かりやすいのか」という目標をもつ 

第二次 
４時間 
 
 

◎筆者の論の展開をとらえ、その工夫について考える 

(2・3・4)文章構成図を描いて要旨とのつながりを捉える（要旨の見える化） 

(5)筆者の論の展開の工夫について自分の考えをもつ→文章化する(解釈・価値づけ) 

他教科：週末作文 社会・理科・算数（図表の活用・学習感想）  

４ 

想像力のスイッチを

入れよう 

６時間 
 
第一次 
１時間 

８筆者の主張に対する自分の考えをもつ力☆ 前単元 要旨  
６要旨を捉える力 
単元目標 要旨に対する自分の考えをまとめる 
学習用語 筆者の立場 事実と感想・意見 原因と結果  

◎単元の目標をもつ 

(1)「想像力のスイッチとは何のことなのか」という目標をもつ 

第二次 
４時間 

◎筆者の論の展開をとらえ、要旨に対する自分の考えをまとめる 

(2・3・4)「想像力のスイッチ」の数とそれぞれの内容について交流する 

(5)「想像力のスイッチ」を入れることの意味をまとめる（解釈・価値づけ①） 

第三次 
１時間 
 

◎要旨に対する自分の考えをまとめる 

(6)生活場面で「想像力のスイッチ」を入れて考えてみることを通して、要旨に対する自分

の考えをまとめる（解釈・価値づけ②） 

他教科：週末作文 総合（歴史調べ） 生活場面（物事の判断） 

 

 学習材 ☆主に身につけさせたい力 主な学習活動  前単元との系統性 

 

 

 

１ 

 

 

 

あめだま 
２時間 
（導入単元） 

☆物語文の基礎を復習する 
３物語の構造を捉える力（場面・あらすじ・人物・中心人物の変化） 
４中心人物の変化についてくわしく捉える力 
学習用語 時・場・人物 中心人物 対人物 クライマックス 

①登場人物と場面（時・場・人物の変化）を捉えあらすじを確認する 

③物語が変わる場面を捉える 

→物語には作者が描きたいことが込められている 

＝物語が大きく変わる場面と関連している 題名にも関係している（物語文の基本） 

２ 

なまえつけ
てよ 
５時間 
 
第一次 
１時間 

３物語の構造を捉える力☆  「あめだま」中心人物の変化 
４中心人物の変化についてくわしく捉える力 
単元目標 物語の基本構造と人物の相互関係の変化をとらえる 
学習用語 人物像 相互関係 物語の基本構造(導入/展開/クライマックス/終末)  一文まとめ  

◎単元の目標をもつ 

(1)心に残ったことを中心に書いた初発の感想を交流し，「登場人物の変化をとらえる」という目 

標をもつ 

第二次 
４時間 
 
 

◎一文まとめをして物語の基本構造と中心人物の変化を捉える 

(2・3・4)「だれが・どうして・どうなったのか」という一文まとめを書いて物語の基本構造と

中心人物の変化について捉える(物語文の基本構造の理解) 

(5)中心人物の変化と題名、物語のおもしろさ（魅力）とのつながりについて考える 

他教科：関連読書（物語文） 

３ 

大造じいさ

んとガン 
８時間 
 

４中心人物の変化についてくわしく捉える力☆ 前単元 中心人物の変化  
５作品の全体像を捉え、作品の心を受け取る力 ６テーマ読書をする力 
単元目標 物語の魅力について自分の考えをまとめ、友達に伝える 
学習用語 全体像 作品の心 視点 描写 表現の効果 テーマ読書 

年間テーマ 物語の魅力 
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※ ４月当初に計画したものであり，実施の授業に当たっては，児童の実態に合わせて変更を加えた。 

 

第一次 
１時間 

◎単元の目標をもつ  ※椋鳩十作品の並行読書開始  

(1)「物語の魅力をまとめて友達に伝える」という目標をもつ 

第二次 
４時間 

◎中心人物の変化について捉える 

(2・3・4)大造じいさんの残雪に対する心情の変化について捉える 

(5)大造じいさんの心情変化と作品の心について自分の考えをまとめる 
第三次 
３時間 
 

◎友達に椋鳩十作品の魅力を伝える 

(2・3)椋鳩十作品の魅力を伝える三角ポップをつくる（題名と絵・一文まとめ・作品の心） 

(5)三角タワーを交流し、物語の魅力について考えを広げ深める 

他教科：関連読書（物語文・名作） 図書館コーナー掲示 読み聞かせ  

４ 

 

わ ら ぐ つ の

中の神様  

７時間 
 
第一次 
１時間 

５作品の全体像を捉え、作品の心を受け取る力☆ 前単元 作品の心 
７読んだ人物の心情や情景を音読や朗読で表す力 
単元目標 物語の魅力について自分の考えをまとめ、音読や朗読で表す 
学習用語 音読と朗読  

◎単元の目標をもつ   

(1)「『わらぐつの中の神様』の物語の魅力」を音読や朗読で表すという目標をもつ 

 

第二次 
４時間 

◎中心人物の変化から作品の心を捉える 

(2・3・4)マサエへの変化について捉える 

(5)作品の心（物語に込められた作者の思い）について自分の考えをまとめる（深い読み） 

第三次 
２時間 
 

◎物語に込められた作者の思いが伝わるように音読や朗読する 

(6)音読や朗読の仕方を考え、ペアで練習する 

(7)音読・朗読発表会を行う（すぐに行わず、家庭学習等で練習を積み重ねた後に行う） 

他教科：家庭学習（音読・朗読） 総合（発表） 来年度の学校行事（発表・劇など） 

  

 学習材 ☆主に身につけさせたい力 主な学習活動  前単元との系統性 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

千年の釘に
いどむ 
６時間 
 
第一次 
１時間 

☆５作品の全体像を捉え、作品の心を受け取る力 なまえつけてよ 中心人物の変化 
４中心人物の変化についてくわしく捉える力  ６テーマ読書をする力 
単元目標 ノンフィクションの魅力を知り、友達に伝える 
学習用語 ノンフィクション    

◎単元の目標をもつ ※ノンフィクションの並行読書開始 

①「ノンフィクションについて知り、その魅力を知って友達に伝える」という目標をもつ 

 
第二次 
２時間 

◎「千年の釘にいどむ」を読み、その魅力について自分の考えをまとめる 

(2)「千年の釘にいどむ」を読んで心に残ったところ（魅力になり得るところ）を書く 

(3)「千年の釘にいどむ」の魅力についてまとめる(ノンフィクショに対する理解) 

第三次 
３時間 
 

◎ノンフィクションの魅力を友達に伝える 

(4・5)ノンフィクション推薦カードを書く（題名と絵・魅力を伝える文章） 

(6)推薦カードを交流し、ノンフィクションの魅力について考えを広げ深める 

他教科：関連読書（ノンフィクション）読書感想文 図書館コーナー掲示 家庭学習 

    道徳科（価値との関連性）    

２ 

百年後のふる
さとを守る 
６時間 
  
 
第一次 
１時間 

☆５作品の全体像を捉え、作品の心を受け取る力 前単元 作品の心  
４中心人物の変化についてくわしく捉える力   
６テーマ読書をする力 
単元目標 伝記の魅力を知り、その魅力に対する自分の考えをまとめる 
学習用語 伝記   

◎単元の目標をもつ  ※伝記の並行読書  

①「伝記について知り、その魅力について自分の考えをまとめる」という目標をもつ 

第二次 
３時間 

◎「百年後のふるさとを守る」を読み、その魅力について自分の考えをまとめる 

(2)「百年後のふるさとを守る」を読んで心に残ったところ（魅力になり得るところ）を書く 

(3・4)「百年後のふるさとを守る」の魅力についてまとめる(伝記に対する理解) 

第三次 
２時間 
 

◎伝記の魅力について自分の考えをまとめる 

(5)自分が選んだ伝記の魅力について自分の考えをまとめる 

(6)伝記の魅力についてまとめた考えを交流して考えを広げ深める 

他教科：関連読書(伝記) 家庭学習 道徳科(価値との関連性) 社会科・総合（地域の偉人）    

年間テーマ 伝記の魅力 
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P4.別添資料 4 交流活動の進め方シート(2019.4 月作成) ※話し合いのスキルとして提示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P5.別添資料 5 文部科学省資料「新しい学習指導要領の考え方」(2017)   

教育効果の高い学校での取り組み例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学びの振り返りを分かりやすく記述することは学力の向上に有効であると考えた。 
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P6.別添資料 6 「学びのあとシート」(2019.4 月作成) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※ その時間の学習内容によって，①から⑦の項目を児童が自分で選んで書くスタイルとした。最初は「①学

びの整理」を記述する児童が多かったが，学年後半になると「②学んだことに対する自分の考え」の記述に

よって，学びの解釈や価値づけをする児童が増えた。これは，「深い学び」につながるものと考える。 

 

P6.別添資料 7 単元学習終末の振り返りシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 単元で身に付けた資質・能力を振り返るために，学びのあとシートとは別のシートに記述し

た。自己評価の観点や記述の内容については，単元の目標に対して書くこととした。 

児童が書く 

視点を選択 

②学んだことに対する自分の考え 

⑥友達の考えの取り入れ ⑦疑問・自分の読みの課題 

単元の目標に 

対する自己評価 
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P8.別添資料 8 考えの深まりがある振り返りの記述 「想像力のスイッチを入れよう」 

(交流の流れ)１回目の交流（同意見の児童）→２回目の交流（異なる意見の児童）→自由交流 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ １回目の同意見によるグループ交流で共有された『』二重かぎ括弧の考えや動作化による説

明の考えが，２回目以降の異なる意見の児童による交流やその後の自由交流で他の児童と共有

され（考えの広がり），さらに自己内で情報の比較や関連付け，選択，精査を行いながら考えの

再構築が行われた。（考えの深まり）。 

１回目 同意見Ａグループの交流(C1.C2.C3.C4) 

Ｃ８の記述 

） 

１回目 同意見Ｂグループの交流(C5.C6.C7) 

グループ内での『』二重かぎ括弧＝

スイッチ」という考えの共有 

グループ内での動作化による 

説明の共有 

２回目 異なるグループの交流 

(C1.C5.C8.C9) 

2回目の交流が終わった児童による 

自由交流(C8.C9.C10.C11) 

交流による『 』（二重かぎ括弧）

の共有と自分の考えの再構築 

交流による動作化の共有と自分

の考えの再構築 

『 』二重かぎ括弧の共有 

Ｃ９の記述 

） 

 

Ｃ１の記述 

） 

 

Ｃ５の記述 

） 

 

動作化の共有 

 

交流前の考え 

Ｃ１０の記述 

） 

 

交流による自分の考えの再構築 
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P8.別添資料 9 児童による解釈・価値付けの記述の一部 「想像力のスイッチを入れよう」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 交流活動では要旨を捉えることで終わらず，要旨に対する考えについても伝え合えたことで，

単元終末では，要旨についての自分なりの解釈や実生活と結び付けた価値付けを記述する児童

が増えた。（考えのさらなる深まり）。 

 

 

P9.別添資料 10 他のジャンルの本を意識した考えの形成 「物語の魅力」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 教室の仲間達と学習材「大造じいさんとガン」を詳しく読んでいく中で，作中の言葉や表現

に込められた作者の意図や思いを想像し，前単元で学んだノンフィクションとは違った魅力を

自分の言葉でまとめることができた。このように，「作者の言葉や文章表現の工夫」を新たな物

語の魅力と捉える児童が増えた。 

児童の価値付け 児童の解釈 

ノンフィクションとの比較 

物語の魅力に対する自分の考え 
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P9.別添資料 11 年度当初(令和元年５月)と最終単元の学習終了時(令和２年３月)に行った 

「国語科読むことの意識調査」の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(考察) 交流活動と振り返りをつなげた「連続性のある学び」を積み重ねた結果，児童全員が，

系統性のある学びや、協働的な学びを意識できた。(資質・能力の高まりの実感) 

 

 

P9.別添資料 12  最終単元終了後の「振り返りシート」の自己評価 

 

説明的文章「想像力のスイッチを入れよう」    文学的文章「わらぐつの中の神様」 

(令和２年２月実施)            (令和２年３月実施) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(考察) 交流活動と学びの蓄積によって，学びのあとシートや単元終了後の振り返りシートに児

童全員が自分の考えを記述できたことで，学びの成果を実感することができた。 
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61



P9.別添資料 13 児童が記述した学びのあとシートの一部 文学的文章 最後の単元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 学びのあとシートには，課題に対する考え（その学習で獲得した「知識及び技能」「思考力，

判断力，表現力等」の資質・能力につながること）だけではなく，仲間との学びのよさや，こ

れからの自分の学びの方向といった，「学びに向かう力，人間性等」の記述があった。この学び

のあとシートに，児童一人一人が，自分の言葉で記録できたことにより，資質・能力の高まり

の実感を得られたと考える。 

 

 

P9.別添資料 14 「読むこと」の単元テスト 平均正答率 

令和元年５月から令和２年３月までの「読むこと」単元終了後に行った評価テストの平均正答率 （％）      

 １学期 
４回実施 

２学期 
４回実施 

３学期 
３回実施 

年間 
計１１回 

本学級３４名 ９３.３ ９１.４  ９４.５ ９３.０ 

(考察) 評価テストは単元で学んだ学習材に関するテスト（単元末テスト計８回）と，単元で身

につけた資質・能力を活用して，未知の文章の読み取りを行う（学期末・学年末テスト計

３回）の２種類がある。学期末・学年末テストの平均正答率は９１．６％であり，単元末

テスト（９４．４％）よりも下回った。しかし，正答率が６５％を下回る児童はおらず，授

業の中で積み重ねてきた，説明文の大切な言葉や，物語文の特徴的な描写に着目した読み

を，未知の文章でも生かして読むことがある程度はできていたと考える。 

 

 

P9.別添資料 15 「市標準学力調査」(R2.1 月実施) 国語科における平均正答率        (％)                           

 本学級 市町村 全 国 

読む能力 ７６.６ ７１.７ ７４.７ 

関心・意欲・態度 ８３.１ ７２.８ ７０.２ 

話す・聞く能力 ８６.８ ７９.９ ８２.２ 

書く能力 ８１.８ ６９.２ ６２.１ 

国語科全体 ８４.６ ７３.４ ７２.８ 

(考察) 読む能力以外に目を向けると，本研究で育成を目指した「学びに向かう力，人間性等」

に関連する「関心・意欲・態度」，交流活動に関連する「話す・聞く能力」，振り返りの記

述に関連する「書く能力」の全ての平均正答率が，市町村・全国平均を上回った。国語科

に関する資質・能力の総合的な向上を図ることができたと考える。 
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Ⅰ 研究テーマ設定の理由 

１ 小学校外国語活動・外国語科について 

２０２０年度より小学校３～６年生で外国

語活動・外国語科が完全実施されている。小

学校学習指導要領では、「外国語科」の目標を

次のように示している。 

「外国語によるコミュニケーションにおける

見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこ

と、読むこと、話すこと、書くことの言語活

動を通して、コミュニケーションを図る基礎

となる資質・能力を次のとおり育成すること

を目指す。」 

具体的には外国語と日本語の音声、文字、

語彙、表現、文構造、言語の働きなどの違い

に気付き、理解するとともに、聞くこと、読

むこと、話すこと、書くことという実際のコ

ミュニケーションにおいて活用できる基礎的

な技能を身に付けるように指導することが目

標となっている。                  

特に新学習指導要領の中でキーワードとな

っているのが「言語活動」である。コミュニ

ケーションを行う目的・場面・状況などに応

じて、聞いたり話したりする力を付けること

が重視されている。つまり、理解しているこ

と・できること（「知識及び技能」）を、目的・

場面・状況に応じて使う力（「思考力，判断力，

表現力等」）を育成することが必要となってく

る。 

 さらに言語活動の一環として small talkの

導入も大きな目玉である。small talkとは、

高学年新教材で設定されている活動であり、

２時間に１回程度帯活動で、あるテーマのも

と指導者のまとまった話を聞いたり、ペアで

自分の考えや気持ちを伝え合ったりすること

である。small talkを行う意図は、「既習表現

を繰り返し使用できるようにしてその定着を

図る」、「対話を続けるための基本的な表現の

定着を図る」の２点である。 

 以上のように、誰かになりきって話したり、

役を演じて疑似的な対話をしたりするのでは

なく、指導者や児童が自分自身に関する本当

の出来事や気持ちなどについて「思考力，判

断力，表現力等」を活かし、やり取りするこ

とが大切であるとされている。また、そのよ

うな表現の授受を楽しむためには、児童が既

習表現を想起できるような指導・援助を行い、

既習表現や対話を続けるための基本的な表現

の定着を図ることも合わせて重視されている。 

 

２ これまでの実践から 

 これまでの実践を振り返ってみると、まず

モデル提示（教師の見本）I like Fukushima. 

をし、次に繰り返し練習①（リピート）I like 

Fukushima.を行う。さらに、繰り返し練習

②（単語を替えて）I like Tokyo.を行った後、 

最後に、会話練習（コミュニケーション）I like 

Chiba. I like Hokkaido. という流れの授業

が多かった。指導者のまねをしたり、繰り返

し練習したり、例文通りに会話したりする活

動を重視してきた。 

 すると以下のような気になる児童の姿も見

受けられるようになった。 

Ａ：・・・、（発話できずに困っている）何て

言うんだった？ 

研究主題 

英語で積極的にコミュニケーションを図ろうとする児童の育成 

～目的・場面・状況を明確にした授業設定と 

     スモールトークの段階的指導を取り入れた活動を通して～ 

 

白河市立みさか小学校 教諭 荒井 智 
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Ｂ：What color do you like ? って私に聞く

んだよ。 

Ａ：あっ、そうか。What color do you like ? 

Ｂ：I like red. 

 自分Ａが「これから話すことは何か」を相

手Ｂに聞いている。このようなことは、自然

なやり取りではありえない。また， 

Ｃ：えっと（と言って黒板を見ながら）What 

do you want to be? 

Ｄ：（黒板を見ながら）I want to be a pilot. 

 黒板にＣとＤの発話のヒントが書かれてい

るため、二人の児童の身体はお互いの方に向

けているが、視線は相手ではなく、黒板を向

いている。 

 これらのように、子ども同士のやり取りが、

順番（最初にＡが～と言い、次にＢが～と言

う）も含めあらかじめ決められていることで、

子どもたちはそのやり取りの順番も含めて頭

に入れ、言語活動においてそれを再現しよう

という、「暗記・発表の要素が強い授業」が多

かった。付け加えて、暗記力に支えられたや

り取りや発表をしても、その使用させた英語

表現のその後の定着はあまり望めなかった。

（山田 2018） 

以上のように自分自身の実践を振り返って

みると、最初から子どもたちにターゲットセ

ンテンスを提示した上で、定着を図るための

ドリル学習、エクササイズ活動に多くの時間

を割くことが多かった。そして、実際に児童

が英語を使ってコミュニケーションを行う場

面設定が少なく、子どもたちの「思考力，判

断力，表現力等」を育成することができてい

なかった。また、対話を続けるための基本的

な表現が身についておらず、自分自身の考え

や気持ちを伝え合うことに深まりが見られな

かった。 

 

３ アンケートから 

担当している子ども達（３～６年生）の毎

時間の振り返りカードを確認してみると、外

国語活動の時間を「楽しい」「どちらかと言え

ば楽しい」と肯定的に捉えている児童がほと

んどであり、子どもは外国語活動に関して興

味・関心が比較的高いことが分かる。 

さらに今回、抽出クラスで英語のコミュニ

ケーションに関するアンケート調査を行った。

【資料１】結果を分析すると、「⑤積極的に手

を挙げようとする。」「⑪先生や友達と英語で

やり取りするのが楽しい」の項目が高い一方、

「④英語で話している人の気持ちや考えを理

解しようとする。」「⑧聞いた内容が分からな

いときには聞き返したり、質問したりする。」

ことなど「思考力，判断力，表現力等」を活

かしコミュニケーションする項目は低い。さ

らに、児童が感じる喜びでは、「⑨友達とお互

いに何かを伝え合うことができたとき」「⑦友

達が自分の気持ちや考えを分かってくれたと

き」などの項目が低く、友達に自分自身のこ

とを英語で伝えることができたうれしさを感

じることができていないことが分かる。 

 

４ 文献研究から 

以上の反省を踏まえ、これから求められる

言語活動についての先行研究等を概観してい

きたい。 

(1) 小学校学習指導要領（平成２９年告示）

解説外国語活動・外国語編には「１目標－（３）

話すこと［やりとり］ウ 自分や相手のこと

及び身の回りの物に関する事柄について、簡

単な語句や基本的な表現を用いてその場で質

問したり、質問に答えたりして、伝え合うこ

とができるようにする。」と記されている。こ

れまでは教師の方から使わせたい英語表現を

使わせ、教師が求めるやり取りや発表をさせ

る「暗記・発表の要素が強い授業」が多かっ

たが、これからは使用する目的・場面・状況

を明確にし「伝えたい内容」「伝えるための英

語表現」を即興的に同時に考え表現したり、

また聞き手から予期せぬ質問をされ答えたり

するなど、「考えながら話す」ことが求められ
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る。 

(2) 英語で自分が相手に伝えたいこと（内

容）をもち、それにふさわしい表現（言葉）

を選び、それらを目的に応じてどのように伝

えるのか（方策）を考え、表出するというプ

ロセスを経験しながら学習する。そして、教

師や友達との即興的なやりとりを通して、子

どもが自分の伝えたい内容を深く考えたり、

必要な表現に気づいたりし、適切な表現を選

択する（決める）ことができるようにするこ

とが必要である。（乗富 2018） 

(3) 授業中の「話す」活動は３つのタイプに

分けられる。タイプ１は話す内容も使う語も

制限する、教師が決める活動であり、これに

は機械的なドリル、つまり文型ドリルなどが

当てはまる。タイプ２は話す内容はフリー、

つまり児童・生徒が決める、ただし使う言語

は教師が決める活動である。これは新出文法

事項やターゲットの表現を使って、自分のこ

とを話したりインタビューを行ったりする活

動のことである。タイプ３は話す内容も使う

言語も即興的に児童・生徒が選ぶ活動、言い

かえれば「まずやらせてみる」活動（トライ

アウト活動）である。本当の意味で英語を使

えるようになるためには、タイプ３の活動を

通して、「この内容を話したいときに、自分が

知っている表現から選んで使う」という経験

を児童にさせることが必要である。既習事項

を使わせる機会を作り、例えばスリーヒント

クイズや自己紹介などのミニスピーチで、教

師からテンプレートを与えるのではなく、児

童に決めさせると良い。（太田 2019） 

 以上のような自分自身の反省、文献研究等

並びに、「定着が求められ、そのためにも思考

力や判断力の育成が必要とされる教科として

の外国語教育」が開始されたことを踏まえる

と「暗記・発表の要素が強い授業」から脱却

し、学習した英語表現を想起しながら繰り返

し使用する「思考・判断しながら表現する授

業」への転換が必要だと考える。さらに、こ

れらの活動をどう評価していくか検討してい

くことも大切である。 

そこで、 

・コミュニケーションの目的・場面・状況を

明確にした、自分の気持ちを考え話す授業の

展開 

・英語を即興的に話す場面の設定とそのため

の段階的指導の工夫 

この２つを主なテーマとして設定し、新学

習指導要領の新しい３観点における適切な評

価方法についてもあわせながら、研究を進め

ていくことにする。 

 

Ⅱ 研究仮説 

 研究テーマに迫るため、以下の研究仮説で、

研究を進めていくことにした。 

 目的・場面・状況を明確にした自分の気持

ちを考え話す授業設定と、会話を継続するた

めの技術の段階的指導を行い、さらに新学習

指導要領における３観点の適切な評価をする

ことで、積極的にコミュニケーションを図ろ

うとする児童を育てることができるであろう。 

 

１ 目的・場面・状況を明確にした自分の気

持ちを伝える授業設定 

 外国語活動でよく行われる買い物やレスト

ランでの注文、道案内など、実生活の場面を

再現する活動は、「ごっこ活動」と考えられる。

子どもたちのごっこ活動を見てみると、大き

な声で積極的に友だちと英語で活動している

が、子どもたちは与えられた台詞を繰り返す

のみで、「思考力，判断力，表現力等」を用い

て、言葉の意味を考えながら、その場に適し

た語彙や表現を自ら選択して話してはいない。 

 そこで、フォーカスオンフォーム－意味を

中心とした理解活動やインタラクションの活

動の中で適宜言語の形式的な側面に学習者の

意識注意を向けさせる－という手法を用いる。

つまり、最初からモデルを示さず、持ってい

る言語リソースから適切だと思う語彙や表現
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を自分で選択して意味をやり取りさせる。 

 具体的な指導段階を【資料２】に示す。 

(1) 初めに、児童が主体的に取り組むことが

できる言語活動を設定する。「ＡＬＴの先生に、

自分の夏休みの思い出を伝えよう。」「おうち

の方に、オリジナルランチを作ろう。」など児

童が英語を使って達成するべき課題（タスク）

を言語活動として取り入れる。 

(2) 言語活動をしながら、習得させるという

考えのもと、言語活動を行う前に使わせたい

言語材料を機械的に練習させるのではなく、

まずは思い切って活動をやらせてみる。 

(3) その後で、中間交流の時間を取り、「こ

んなことを言いたかったけれど、英語で言え

なかったこと」を共有したり、「定着が不十分

な言語材料」を指導したりする。 

(4) この話し合いをもとに、再度相手を替え

て言語活動をさせ、話し合いの内容を活かす

ようにさせる。 

(5) 最後には、「言語面」「内容面」で振り返

りを行わせる。 

という流れである。（岐阜県教育委員会 2018） 

 

２ 会話を継続するための技術の段階的指 

 導 

学習指導要領に、挨拶・呼びかけ・相づち・

聞き直し・繰り返しなどのやり取りのための

具体的な手法が例示されるようになったこと

もあり、それらの確実な定着が求められるよ

うになった。そのため、児童一人一人が主体

的に英語でコミュニケーションを行うために

はそれらの手法の段階的指導が必要である。

そこで、児童が見通しを持ってスモールステ

ップで学習できるように、授業の最初の１０

分を帯活動にあて、small talkタイムと称し、

毎時間ペアでやり取りを行う。 

最初のステップとして、会話の始め方と終

わり方、あいづちやつなぎ言葉の使い方を学

ぶ。さらに、次のステップで相手の言ったこ

とについて質問をしたり、自分の考えや気持

ちを伝えたりできるようにする。そして、最

終段階では、話を広げたり、会話を続けられ

たりできるように段階的に指導していく。そ

の際、役立つ表現集や会話の型などを活用し

ながら、徐々に自由度を上げていく。（文部科

学省 2017b） 

 

３ 新学習指導要領における３観点の適切

な評価方法 

学習指導要領の「外国語科」は、具体的に

英語のスキルを育てることまで主眼が置かれ

ているために、児童の技能面を正確に見取る

手段が必要になってくる。今まで行っていた

行動観察や自己評価カードを活用した主観的

な評価を充実させることに加えて、児童の理

解度や定着度を見取る到達度テストなどの客

観的な評価資料を得ることも必要である。そ

こで、筆記テストのみならず、インタビュー

（面接）、スピーチ、簡単な語句や文を書くこ

と等のパフォーマンス評価や活動の観察等、

多様な評価方法から、その場面における児童

の学習状況を的確に評価できる方法を選択し

て評価することが重要である。今回は評価規

準をもとにした授業の中での児童観察、およ

びパフォーマンス評価（面接形式）を中心に

研究を進める。 

 

Ⅲ 研究計画 

１ 研究内容 

(1) 「目的・場面・状況」を明確にした自分

の気持ちを伝える授業設定 

(2) 「会話を継続するための技術の段階的指

導」の工夫 

(3) 新学習指導要領における３観点の適切

な評価方法 

 

２ 研究方法 

(1) 研究の対象 ６年生２クラス 

(2) 事前調査 事前アンケートの実施（令和 

元年４月） 
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(3) 授業実施 令和元年度 

(4) 検証のための資料 事前・事後アンケー

ト（令和元年１２月）、授業観察、振り返り

カード（自己評価カード）、授業者の感想、

パフォーマンステストなど  

 

Ⅳ 研究の実際 

１ 「目的・場面・状況」を明確にした自分

の気持ちを伝える授業設定 

(1) 「My summer Vacation」（６年 We 

Can!2） 

① 言語活動の提示（児童が主体的に取り組

むことができる言語活動を設定する。） 

ALT が自分の夏休みを紹介しているＶＴ

Ｒを流す。（写真１） 

Ｔ：サム先生どんな英語使っていた？ 

Ｃ：It was delicious.  

Ｃ：Fun.  

Ｃ：exciting. 

Ｔ：なるほど、感想を表す英語を聞き取れた

んだね。みんなも今日は、感想を加えて自分

の夏休みについて紹介してほしいと思います。 

ＡＬＴの前時との会話を比較し、感想につ

いて注意を向けさせることで、今日の学習は

「感想を加えて夏休みの思い出を伝える」と

いう目的・場面・状況を作り出すことができ

た。 

（写真１ ＡＬＴによる課題提示） 

② 活動Ⅰ（思い切って活動をやらせてみ

る。） 

 夏休みの思い出を相手に伝えるが、「今日は

感想も入れてみよう」と子どもたちに話す。

どんな英語を使って話せばよいか自分で考え

てみてください。」と指示を出し、２分間考え

させた。その後、まずは隣同士でコミュニケ

ーション活動をさせた。 

③ 中間交流（課題を達成させるために、指

導を行う時間「中間交流」を位置づける。） 

 くじ引きで児童を１名選び、発表をさせた。 

  I went to Tokyo Disney Sea. It was fun.  

    I enjoyed タワーオブテラー . It was 

exciting. I ate 餃子 dogs. It was delicious. 

 聞いている子どもたちから、拍手が起こっ

た。まず、「went」「enjoyed」「ate」などの

過去を表す動詞を整理し、その後で「○○さ

んは、感想を表すのに fun, exciting, delicious

などを使っていたけれど、この他の感想を表

す言葉を使った人はいませんか。」と児童に聞

いた。すると、「 yummy」「wonderful」

「fantastic」「hot」「spicy」などの言葉が次々

出され、話し合いに深まりが出た。 

（写真２ 中間発表） 

④ 活動Ⅱ（「中間交流」で指導したことを活

かして、活動を行わせる。） 

 「今の話し合いの内容をもとに、自分の発

表内容を変えてみたい、この言葉の方がいい

かなと思うことがあったら、自分の考えを練

り直してみよう」と指示をし、また別な子と

コミュニケーション活動をさせた。１度目の

話し合いではサッカーをした子が「fun」と

使っていたが、２度目の話し合いでは友達の

発表を受けて「exciting」と使う言葉を変え

る様子も見られた。 

⑤ 振り返り（「言語面」と「内容面」での振

り返りを行わせる。） 
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 子どもたちの振り返りカードを見てみると、

「It was (      ). I went (       ).」などの

英語を使うことができたなどといった言語面

での反省と、「○○さんは～に行った。感想は

～だったということが分かった。」などの内容

面での反省など子どもたちの学習に深まりが

見られた。 

 

(2) 「What do you want to watch?」 

（６年 We can! 2）【資料３】 

① 言語活動の提示（児童が主体的に取り組

むことができる言語活動を設定する。） 

ALTと自分の対話ＶＴＲを見せ、前時との

違いを比較させた。 

Ｔ：今日はどんな英語聞こえた？ 

Ｓ：Why? 

Ｓ：I like Otani Shohei. 

Ｓ：I see. 

Ｔ：「そうだね。前回はオリンピックで見たい

スポーツを伝え合う活動でしたが、今日は「理

由」も付けて、見たいスポーツを伝え合って

みましょう。」と伝えることで、児童が英語を

使って達成するべき課題（タスク）を言語活

動として設定することができた。 

② 活動Ⅰ（思い切って活動をやらせてみ

る。） 

 課題設定を受け、「どんな英語を使って話せ

ばよいか自分で考えてみてください。」と指示

を出し、２分間考えさせた。その後、まずは

隣同士でコミュニケーション活動をさせた。 

（写真３ 隣同士で練習） 

③ 中間交流（課題を達成させるために、指

導を行う時間「中間交流」を位置づける。） 

 くじ引きで児童を１名選び、発表をさせた。 

   S:What sports do you want to watch? 

    T: I want to watch baseball. 

    S: Why? 

    T: Because I like Otani Shohei. 

    T: ○○さん、What sports do you want 

to watch? 

  S: I want to watch boxing. 

    T: Why? 

S: Because I like Inoue Naoya. 

    T: I see. 

発表した子が女の子にもかかわらず、「I 

like 井上尚弥」とのことに全員びっくりした

ようだった。その後、「What sports do you 

want to watch?」「I want to watch」「Why?」

などのターゲットセンテンスを整理し、その

後で「○○さんは、理由を表すのに I like を

使っていたけれど、この他の感想を表す言葉

を使った人はいませんか。」と児童に聞いた。

すると、「It is exciting.」「fantastic」「I’m  

member of soccer club.（原文ママ）」などの

言葉が次々出され、話し合いに深まりが出た。 

④ 活動Ⅱ（「中間交流」で指導したことを活

かして、活動を行わせる。） 

 「今の話し合いの内容をもとに、自分の発

表内容を変えてみたい、この言葉の方がいい

かなと思うことがあったら、自分の考えを練

り直してみよう」と指示をし、また別な子と

コミュニケーション活動をさせた。１度目の

話し合いでは「fun」と使っていた子が、２

度目の話し合いでは友達の発表を受けて

「beautiful(ラグビーのパスは美しいから)」

と使う言葉を変える様子も見られた。 

（写真４ 活動Ⅱの様子） 
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⑤ 振り返り（「言語面」と「内容面」での振

り返りを行わせる。） 

 子どもたちの振り返りカードを見てみると、

「I like  (      ). What sports do you want 

to watch?」などの英語を使うことができたな

どといった言語面での反省と、「○○さんはボ

クシングが好き。理由は井上尚弥が好きだか

らということが分かった。」などの内容面での

反省など子どもたちの学習に深まりが見られ

た。 

（写真５ 振り返りカード記入） 

 

２ 「会話を継続するための技術の段階的指

導」の工夫【資料４】 

 授業導入の１０分帯活動の時間を確保し、

会話の技術を指導した。 

(1) １時目 （基本のやり取り）  

Topic:「What color do you like?」  

専科と ALTのやり取りを見せた後、ペアで

のやり取りをさせた。 

  A: What color do you like? 

  B: I like blue. What color do you like? 

  A: I like red. 

 

(2) ２時目（＋始めと終わりのあいさつ） 

Topic:「What animal do you like ?」 

ペアでのやり取りの前に、専科と ALTのや

り取りを見せる。前時のパターンに、始めの

あいさつと終わりのあいさつを付けたデモン

ストレーションを見せた。その後にペアでの

やり取りをさせた。 

 A: Good morning !    

B: Hi. How are you? 

  A: I’m fine thank you. What animal do 

you like? 

  B: I like tigers. What animal do you like? 

  A: I like pandas. Good bye. 

  B: See you. 

 

(3) ３時目（＋相づち、聞きなおし、繰り返

し） Topic:「What fruits do you like ?」 

 ペアでのやり取りの前に、専科と ALTのや

り取りを見せる。前時のパターンに、相づち、

聞きなおし、繰り返しの技法をプラスした。

デモンストレーションを見せた後、ペアでや

り取りをさせた。 

 A: Good morning ! 

  B: Hi. How are you? 

  A: I’m fine thank you. What fruits do you 

like? 

  B: I like bananas. 

A: Bananas? Oh, I see. 

B: What fruits do you like? 

  A: I like peaches. 

  B: Sorry? Peaches?  Oh, right. 

A: Thank you. 

B: Bye. 

 （写真６ small talk用スクリーン） 

(4) ４時目（＋自分の考えを伝える）  

Topic:「What sports do you like ?」 

 ペアでのやり取りの前に、専科と ALTのや

り取りを見せる。前時のパターンに自分の考

える技法をプラスした。デモンストレーショ

ンを見せた後、ペアでやり取りをさせた。 
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 A: Good morning ! 

  B: Hi. How are you? 

  A: I’m fine thank you. What sports do 

you like? 

  B: I like basketball. 

A:Basketball? 

Sorry, I don’t like basketball. 

B: What sports do you like? 

  A: I like baseball.  

  B: Baseball? 

 Me, too. I’m in the baseball club. 

A: Thank you. 

B: Bye. 

 

(5) ５時目（＋相手に質問をする）  

Topic:「What country do you like ?」 

 ペアでのやり取りの前に、専科と ALTのや

り取りを見せる。前時のパターンに、さらに

相手に質問する技法をプラスした。デモンス

トレーションを見せた後、ペアでやり取りを

させた。 

 A: Good morning ! 

  B: Hi. How are you? 

  A: I’m fine thank you.  

What country do you like? 

  B: I like America. 

A: America? Me, too. Why? 

B: I want to see major league.  

What country do you like? 

  A: I like India.  

  B: India?  Why? 

A: I want to eat curry and rice. 

B: I want to eat curry and rice, too. 

A: Thank you. 

B: See you. 

 

 尚、これ以降の時間は、テーマを「What do 

you want to study?」「Can you cook well?」

「Who is your hero?」などと毎時間新たなも

のを設定し、small talkを行った。その際、

黒板に「始めのあいさつ」「終わりのあいさつ」

「あいづち」「聞き直し」「くり返し」「自分の

考え」「質問」などのプレートを貼っておき、

small talk前にこれらの技法を意識をさせ、

終わった後には、「どの方法使った？」などと

確認を行い、技法の定着を図った。 

（図７ today’s topicスクリーン） 

 

３ 新学習指導要領における３観点の適切

な評価方法   

(1) 毎時間の評価規準と評価方法の設定 

  単元のめあてや各活動の内容に沿って、観

点別の評価項目である「知識・技能」「思考・

判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」

をバランスよく評価することが大切である。

しかし、毎時間、すべての児童を、３観点で

評価することは難しいので、単元１時目、２

時目は、主に「知識・技能」「主体的に学習に

取り組む態度」について、３時目、４時目は

「知識・技能」「思考・判断・表現」、５時目、

６時目は「思考・判断・表現」、７時目、８時

目は「主体的に学習に取り組む態度」につい

て重点的に評価していくことにした。あわせ

て、評価方法についても検討した。評価方法

については、①行動観察、②発表観察、③ノ

ートチェック、④自己評価、⑤相互評価など

があるが、それぞれの時間の活動にふさわし

い方法を選択した。（菅 2012） 

(2) 評価補助簿の作成【資料５】 

 単元の目標をもとにした評価規準から、効

率的、正確に評価するため「評価補助簿」を

70



 

 

作成した。 

 学級の子どもたちの名前を縦軸に（ここで

は出席番号のみにしてある）、授業の１時間目

から８時間目までを横軸に配置し、授業にお

ける評価を書き込むようにした。 

 評価については、積極的に活動している児

童を「◎」、これまでより意欲的に活動してい

る児童を「○」で記入し、マイナス評価はし

ないようにした。「はっきりと話せている」「進

んでペアで活動している」など具体的な姿を

簡単に記入するようにし、最後に①行動観察、

②発表観察など見取った方法を数字で書き込

むようにした。③ノートチェック、④自己評

価、⑤相互評価については、授業後に回収し

たノートやカードで評価が可能となった。ま

た、単元を通した評価により見落とす子ども

も少なくなった。 

（図８ 評価達成基準表） 

(3) パフォーマンステストの実施 

（１年の学習のまとめとして１２月に実施） 

① 事前指導 

前時までに、「～などについて、自分が紹介

したい～を伝え合う」Small talkを継続的に

行う。その際、Small talk では児童同士の対

話の前に教師が複数の児童とやり取りをし、

Small talkで児童に使わせたい英語表現を意

識的に（しかし自然に）使用する。相手の話

した内容に応じてその場で質問をしたり、相

手に尋ねられたことについてより詳しく伝え

たりすると、伝え合う内容をより深めること

ができることを伝え、普段から継続して指導

する。 

テスト前には「○○という英語で聞きまし

ょう」「○○と聞かれたら△△という英語で答

えましょう」といった明示的な指導はせず、

内容に意識の向いた自然なやり取りの中で児

童の気付きを促す。また、評価表（ガイドブ

ック評価表）【資料６】を示し、評価の観点に

留意して対話するようにする。 

② テスト 

児童と ALT による１対１のやり取りを別

室で行う。対話の様子は、教師がその場で「評

価シート（教師用）」を用いて評価し、テスト

後「評価シート（児童用）」【資料７】に到達

状況を転記し、次時に児童に渡した。待機中

は学習プリントや英語学習に関するアンケー

トなどに取り組む。ワークシートやメモは持

たずに対話を行うが、児童の実態に応じて行

事のイラストなどを用いて話すようにしても

よいことにした。また、テスト前に１度 Small 

talk を行い、児童の緊張をほぐして普段通り

の対話ができるようにした。所要時間は３０

人学級で一人１分とし、４５分授業１単位時

間を要した。 

（写真９ パフォーマンステストの様子） 

③ テストの内容 

ア ALT の先生に自分の名前と出席番号を

言う。 

  児童：I’m 〇〇〇〇. number is ten. 

イ ALTの先生とあいさつをする。 

 ALT：Hello, 〇〇. 

  児童：Hello, 〇〇 Sensei. 

  ALT：How are you ? 

  児童：I’m fine, thank you. And you ? 

  ALT：I’m good, thank you. 
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ウ ALT の先生が英語で４つ質問をしてく

れる。（図１０の質問内容 ①②③からどれ

か１つ、④⑤⑥の３つ 計４つの質問） 

エ 質問が終わったら、ALT の先生に 

Thank you. See you. とあいさつをして、

自分の席に戻る。ワークシートの自己評価

を行い、専科に渡す。 

 （図１０ 評価シート） 

テストを行った結果、ほとんどの子どもた

ちが適切に教師の質問に答えることができて

いた。【資料８】 

 

Ⅴ 成果と課題 

１ 成果 

(1) 事前事後アンケートを比較すると、全て

の項目で良好な結果となった。特に、具体的

な活動については「④英語で話している人の

気持ちや考えを理解しようとする。」「⑧聞い

た内容が分からないときには聞き返したり、

質問したりする。」ことなどコミュニケーショ

ンストラテジーの項目が高くなった。４月か

らの継続的指導が実を結んだと言える。さら

に、児童が感じる喜びでは、「⑨友達とお互い

に何かを伝え合うことができたとき」「⑦友達

が自分の気持ちや考えを分かってくれたと

き」など英語で自分自身のことを友達に伝え

ることができたときのうれしさの項目などで

良い評価をする子どもが増えた。【資料９】 

(2) 目的・場面・状況を適切に設定すること

で、子どもたちの「自分自身のことを伝えよ

う」という意識を高めることができたと同時

に、会話の続け方を指導したことで、友達の

話の内容について、積極的に質問しようとす

る姿が見られた。 

(3) 一単位時間だけではなく、一単元という

スパンで、目的・場面・状況を明らかにした

活動を行うことで、児童に無理なく活動をさ

せることができた。 

 

２ 課題   

(1) ペアやグループ等の形態を効果的に取

り入れることで、さらにコミュニケーション

活動を意味のあるやりとりにしていく。 

(2) 担任単独の授業、担任とＡＬＴの授業等

におけるさまざまな形態における活動や、互

見授業を行うなどして授業の組み立て方の研

究を進めていく。【資料１０】 

 

【主な参考文献・引用文献】 

・太田洋(2019)『英語教育相談室』 

・菅正隆（編著）大牟田市立明治小学校（著）

（2012）『外国語活動を徹底サポート！“Hi,             

friends!”指導案＆評価づくりパーフェク

トガイド』明治図書 

・岐阜県教育委員会（2018）『小学校「外国

語活動・外国語科」の授業づくりスタンダ

ード』 

・佐藤一嘉（2014）『ワーク＆評価表ですぐ

に使える！ 英語授業を変えるパフォーマ

ンス・テスト 中学 1年』明治図書 

・瀧沢広人  (2019) 『英語教師のための

Teacher’s talk & Small Talk入門』 明治

図書 

・乗富智子（2018）『金沢大学附属小学校研

究紀要第 72集』 

・ 福 島 県 教 育 委 員 会 (2019) 『 English 

Compass』 

・文部科学省『We can !2』 

・文部科学省(2017a)『小学校学習指導要領 

外国語活動・外国語編』 

・文部科学省(2017b)『小学校外国語活動・外

国語 研修ガイドブック』 

・山田誠志(2018)『自分の本当の気持ちを考

えながら話す小学校英語授業』 
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【資料１】 「英語のコミュニケーションに関わる質問」 

「外国語活動の楽しさに関わる質問」の事前アンケートの結果について 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「友だちの気持ちを理解する、聞き返す、質問する」というコミュニケーションストラ

テジーの項目（上グラフ）と、友達に自分自身のことを英語で伝える楽しさの項目につ

いての値が低いことが分かる（下グラフ）。 
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【資料２】岐阜県教育委員会『小学校外国語活動・外国語科の授業づくりスタンダード』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県教育委員会（2018）『小学校「外国語活動・外国語科」の授業づくりスタンダード』

（2020.7.31閲覧） 
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【資料３】What do you want to watch ？授業板書 

板書 内容 

 

 

【授業前の板書】 

 前時学習したことを、掲示しておく。 

 

Ｔ：前の時間は、オリンピックで何のスポーツを見

たいか、見たいスポーツは何かという言い方に

ついて学習しました。」 

 

【ALTと荒井のスモールトーク （Video） 

→課題の確認】 

今日の課題は「理由も付けて、見たいスポーツを

伝える」ということを確認する。 

 

Ｔ：サム先生、どんな英語使っていた。 

Ｓ：Football.  

Ｓ：Exciting. 

 

【代表の児童の発表】 

 使った英語、ターゲットセンテンスを黒板に貼っ

てまとめていく。 

Ｔ：それでは何人かの友だちに発表してもらいまし

ょう。 

Ｓ：I want to watch boxing. I like Inoue Naoya. 

Ｓ：I want to watch soccer.  

I’m member of soccer club.（原文ママ） 

 

【感想を表す言葉の発表】 

  感想を表す言葉について話合いを行う。 

Ｔ：これ以外に感想を表す言葉はありますか。 

Ｓ：cool 

Ｓ：exciting 

Ｓ：great. 

Ｔ：たくさんの意見が出されましたね。これらの言

葉を使ってもう一度見たいスポーツについて話

し合いましょう。 
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【資料４】small talk 指導スライド 
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【資料５】評価補助簿 

  （旧３観点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※１単元の中で、一人一回は授業態度を見取るようにした。 

   

 （新３観点用 次年度に向けて東京書籍評価システムを参考に作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77



【資料６】評価ガイドブック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京書籍 東書Ｅネット「小学校英語 サポート 年間指導計画作成資料『New Horizon 

Elementary』における評価の考え方について」資料７（2020.7.31 閲覧） 
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【資料７】パフォーマンステスト評価用紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料８】パフォーマンステスト結果 

  問題番号①～⑥までの正答率 

 

Ａ・・・質問に対し、文章で適切に答えている。 

Ｂ・・・質問に対し、名詞のみで答えている。 

Ｃ・・・答えることができない。 

   

 

 

 ほとんどの質問に対して、文章、または名詞のみで答えることができていた。１５を

fifteenと表現することが難しい児童が数名いた。 

79



【資料９】「英語のコミュニケーションに関わる質問」 

「外国語活動の楽しさに関わる質問」の事前・事後アンケートの比較 

 

「英語のコミュニケーションに関わる質問」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「外国語活動の楽しさに関わる質問」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前事後アンケートを比較すると、全ての項目で良好な結果となった。特に、４

月時には低い値だったコミュニケーションストラテジーの項目が高くなった（上グ

ラフ）。４月からの継続的指導が実を結んだと言える。また、自分自身のことを友達

に伝えることができたときのうれしさの項目などで良い評価をする児童が増え、研

究仮説が有意に働いたと言える（下グラフ）。 
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【資料１０】「ふくしま・イングリッシュ・コンパス」 

チェックシートをもとにした互見授業 

 

 担任の先生が授業参観に来てくださりました。ふくしま・イングリッシュ・コンパスチ

ェックシートを用いて授業観察し、コメントまで書いてくれました。 
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Ⅰ 背景及び目的  

【背景】 

 本校は、令和２年４月から南相馬市鹿島区内

の新校舎に学びの場を移転し、創立 50 周年を

迎えた。令和元年度まで、新校舎などのハード

面の準備は進む一方で、新学習指導要領に対応

した資質・能力を育む学校としての教育課程等

を含めたソフト面について下記のような３つ

の課題が見られた。  

①システム（教育課程等）上の課題 

今回の学習指導要領では、『知・徳・体のバ

ランスのとれた「生きる力」を育むことを目指

すに当たっては、各教科等の指導を通してどの

ような資質・能力の育成を目指すのかを明確に

しながら教育活動の充実を図ること』としてい

る。本校でも、確実に「資質・能力」を育むた

めに、従前までの学校教育目標を始め、教育課

程等の見直し・改善を図る必要があると考える。 

②人材の育成に関する課題 

 カリキュラム・マネジメントの四つの側面の

一つに「教育課程の実施に必要な人的又は物的

な体制を確保するとともにその改善を図って

いくこと」が示されている。本校は教諭の平均

年齢が３６歳と若手教諭が多い構成である。教

育課程の見直し・改善及び次年度の実施に向け

ては、人材の育成を図りながら取り組むことが

不可欠である。実現可能な、持続可能な組織風

土を醸成し、目的に向かった集団づくりが必要

であると考える。 

③授業実践上の課題 

 今回の特別支援学校学習指導要領では、知的 

障がいの各教科について、小学校、中学校等と 

 

 

 

 

 

 

 

 

同様に、三つの柱で各目標、内容が示されてお

り、対応した授業実践が必要である。また、学

習評価の在り方について、「教育課程や学習・

指導方法の改善と一貫性のある取組を進める

ことが求められる。」としている。従前の授業

研究会等にとらわれず、①の課題とも向き合い

ながら、授業者が育つ、次につながる授業研究

会等を考えていく必要がある。また、「社会に

開かれた教育課程」の理念に基づき、本人・保

護者を含めた地域の人々と、目指すべき教育の

在り方について共有していくために、その実践

の場の「授業」について、分かりやすく伝えて

いくことも検討していく必要がある。 

【目的】 

そこで、上記に挙げた①～③について、新学

習指導要領に対応した資質・能力を育むための

学校づくりのために、一つ一つの視点というよ

り、「学校経営」の視点で捉え、「一人一人の子

どもの資質・能力を確実に育むことができる学

校づくり」として、各学部や各部等の枠組みを

越えて、総合的に取り組んでいき、実現を図り、

持続可能な学校づくりをしていくことを目的

とした。 

 

Ⅱ 方法  

本校では、「資料編 資料 1 学校経営・運営

ビジョン」にて教育活動の方向性を示し、各教

職員が「専門性」「同僚性」という二つのキー

ワードの基に各実践に取り組めるようにした。

子ども一人一人の資質・能力を確実に育むこと

ができる学校づくりを行うために、主に以下の

方法（三つの柱：図 1）で取り組みを行った。 

研究主題 

一人一人の子どもの資質・能力を 

確実に育成できる学校づくり 

～三つの柱（システム・人・授業）の視点～ 
 

福島県立相馬支援学校 （研究代表）  

研修主任・新しいカリキュラムを創造するプロジェクトチーム座長 教諭 富村和哉 
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１ 取り組みの三つの柱 

①【システム（教育課程等）の柱】 

・「新しいカリキュラムを創造するプロジェク

トチーム」による見直し・改善 

・教育課程検討委員会による SWOT 分析 

②【人材育成の柱】 

・各部の主事・主任等のミドルリーダーの育成 

・戦略的な校務運営委員会の実施 

③【授業実践の柱】 

・同僚性が発揮できる「授業者支援会議」 

・子どもが分かる学習評価「通知表」 

・地域に開かれた教育「授業参観ガイド」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１に示すように、総合的に取り組みながら、

資質・能力が育まれる学校づくりを進めていく。

その際、どの柱に取り組みが偏っても、年度が

異なるとその意識が薄れていくような一過性

のものになってしまう可能性がある。その意味

においても、持続可能な学校づくりとして三つ

の柱を意識し、各教職員が取り組めるように仕

掛けていくことが大切であると考え、取り組み

を進めてきた。 

２ 取り組みの主なスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２のようなスケジュールで取り組みを行

ってきた。まず、教育課程等のシステムについ

て、9月からの次年度に向けた教育課程編成の

話し合いの前に、本校の現状と課題、改善等に

ついて 4月からプロジェクトチームを組み、検

討を行っていくようにした。そうすることで、

本格的に始まる教育課程編成作業の前に、ある

程度のアイディアの提案ができ、そこからさら

に全教職員で協議を深めることができると考

えた。また、次年度に向けた目的が明確になっ

てきたところで、各学部・各主事がその方向性

に向けて何ができるのか考えている時期をね

らって、ミドルリーダー研修を行うなど、効果

が上がるタイミングを見て実施していく。授業

に関しては、年間を通しながら、専門性向上と

いう人材育成の側面を持ちつつ、次年度に向け

た授業の在り方、授業研究会の在り方等も視野

に入れながら行っていくようにした。 

 

Ⅲ 研究の実際  

 図 1で示している三つの柱について、それぞ

れの担当者等に、「学校経営・運営ビジョン」

等の目指すべき方向性を示すことで、各教職員

が自分たちでその目的に向かって取り組みを

進められるようにした。 

ここからは、各担当者等の取り組みの視点を

交えながら研究の実際と結果をまとめていく。

多くの取り組み内容があり、その一部を記載す

ることとする。 

１ システム（教育課程等）の取り組み 

(1)「新しいカリキュラムを創造するプロジェ

クトチーム」による見直し・改善の提案 

 学校長は、学部主事、特別支援教育コーディ

ネーター、教務主任等を「新しいカリキュラム

を創造するプロジェクトチーム」（以下：プロ

ジェクトチームとする）に任命し、チームを牽

引する座長に進め方等を一任し、「新しい時代

や地域に対応した教育目標を含めた抜本的な

教育課程の見直し」について諮問を行った。 

 これを受けて、次ページの図３に示すように、

図 1「資質・能力が育まれる学校づくりの

ための三つの柱」 

図 2「取り組みの全体スケジュールとつながり」 
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プロジェクトチームの目的、スケジュール等を

明確にしながら、これまでの相馬支援学校の文

化を継承しながら、新学習指導要領を踏まえて、

その見直しの方向性や具体案を提案していく

ことを目的として取り組みを進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取り組みの日程】 

日程 主な協議内容 

第一回（４/２２） 現状と課題の洗い出し 

第二回（５/１６） 改善に向けた協議 

第三回（５/２７） 改善に向けた協議 

第四回（６/１９） 資質・能力の明確化 

第五回（６/２７） 

資質・能力から教育目標へ

具体的改善案 

（教育課程・各種様式等） 

第六回（７/２２） 

 

具体的改善案 

（教育課程・各種様式等） 

第七回（７/２９） 

 

具体的改善案 

（教育課程・各種様式等） 

 

 

、学習指導要領の文言を根拠に議論を展開し、

本校における育成を目指す資質・能力の明確化

とそれらを具現化する教育目標を考察し、必要

な議論を重ねながら進めてきた（写真１は議論

した板書の様子）。これらの議論を「答申」と

してまとめ、令和元年８月２９日「相馬支援学

校の教育課程の抜本的見直しに係る改善及び

必要な方策等について（答申）」として３６ペ

ージにまとめ、さらに補足資料として２７ペー

ジを添付して、校長に提出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

以下に示すア～ウはその内容の一部である。 

ア 学校教育目標を見直すに当たって 

 学校教育目標を見直していくに当たり、学習

指導要領解説総則編には以下のような記述が

ある。 

＜教育目標を設定する際に踏まえる点＞ 

(1) 法律、学習指導要領 

(2) 教育委員会の規則、方針に従っていること 

(3) 学校として育成を目指す資質・能力が明確

であること 

(4) 学校や地域の実態等に即したもの 

(5) 教育的価値が高く、継続的な実践が可能で

あること 

(6) 評価が可能な具体性を有すること 

この点を踏まえ、安易に学校教育目標の見直

し・改善を図るのではなく、「（３）学校として

育成を目指す資質・能力が明確であること」に

向き合い、進めていく方針を決めて取り組んだ。   

その際、大分県教育委員会の「『育成を目指

す資質・能力』の三つの柱を踏まえて行う教育

目標の設定・見直し」の資料を参考に取り組み

を進めた。 

取り組み方としては、「知・徳・体」を三つ

の資質・能力で整理すること、さらに特別支援

学校においては「自立活動の指導」の実現も「生

きる力」に必要であることから、その点を踏ま

えて、三つの柱を偏りなく実現していくための

資質・能力を明確にする作業が必要であると考

えた。平成３０年度に全教職員に実施した「育

てたい力のアンケート」を根拠に、整理・分析

図３「平成３１年度新しいカリキュラムを

創造するプロジェクトチーム」概要図 

写真１「プロジェクトチームの議論の様子」 

上記のように、複数回の協議の場を設定し、

学習指導要領の文言を根拠に議論を展開し、本

校における育成を目指す資質・能力の明確化と

それらを具現化する教育目標を考察し、必要な

議論を重ねながら進めてきた（写真１は議論し

た板書の様子）。これらの議論を「答申」とし

てまとめ、令和元年８月２９日「相馬支援学校

の教育課程の抜本的見直しに係る改善及び必

要な方策等について（答申）」として３６ペー

ジにまとめ、さらに補足資料として２７ページ 
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をし、学習指導要領も踏まえて文言の修正を図

りながら提案するプロセスで進めた。 

図４は、プロジェクトチームで答申を出した

後、教育課程検討委員会や全教職員における教

育課程編成の議論を経て、整理された図である。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組のその後・・・明確にすることで（R2.7） 

上記のように、本校が育成を目指す資質・能

力を「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」

「自立活動の指導」の４項目について、それぞ

れを「知識・技能」「思考力・判断力・表現力

等」「学びに向かう力・人間性等」の観点で整

理することができた。そこで明らかになった

「育成を目指す力」を具現化するための学校教

育目標として、「基礎的・基本的な知識・技能

を習得し、活用できる力の育成」「自ら考え、

協議し、課題を解決していく力」「自ら進んで

考え、学ぼうとする力の育成」の３点で明確に

することができた。それらを受けて、各学部の

目標（資質・能力）を明確にし、９年間を見通

した資質・能力、小・中と高との円滑な接続な

どにつなげることができるなど、明確にした資

質・能力は、学校全体で目指す方向性（共有ビ

ジョン）として考える基盤となった。 

令和２年度の６月現在において、この明確に

なった資質・能力については、パネルサイズで、

校舎内に５箇所掲示することで、本校職員が常

に意識するだけでなく、「社会に開かれた教育

課程」としても、保護者や地域の方々へ、本校

の目指すべき教育の在り方について説明でき

るようにしている。（写真２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 各教科の考え方から指導計画の改善へ 

 知的障がい特別支援学校の各教科について

は、小学部３段階、中学部２段階、高等部２段

階と、児童生徒の習得状況に応じて段階を選択

して学ぶことができる。 

しかし、本校の指導上の課題として、どの段

階まで学んだ児童生徒なのか、どの領域を学ん

できて、どの領域を学んでいないのか等、個別

の指導計画には記載されず、引継ぎはあるもの

の担任が実態把握をしながら進めている現状

にあった。 

また、これまで自立活動の指導の目標設定に

おいても、各教科と同様な形式での目標設定、

指導であったことから、今回の学習指導要領の

改訂を受け、課題相互の関連から指導すべき目

標を明確にしていく必要性があった。 

そこで、教科における個別の指導計画につい

ては、福島県特別支援教育センターから出され

ている「学びの履歴シート」を参考に、一人一

図４「相馬支援学校の育成を目指す資質・

能力」 

写真２「校内にパネル掲示をしている様子」 

（左：職員室 右：中央階段の廊下） 
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人の学びの履修状況、習得状況を確認し、その

記録を引き継ぐとともに、教科の個別の指導計

画において段階等を記載する欄を設けて取り

組むように提案した。 

取組のその後・・・時間の短縮へ（R2.7） 

 令和２年３月に、各担任が学びの履歴をチェ

ックし、５月に教科の個別の指導計画を作成し

たが、各担任から「どこまで習得しているか分

かりやすく、また学んでいない領域も分かるの

で、考えるための時間が短縮された。」と働き

方改革につながる意見も聞かれた。 

 また、自立活動の個別の指導計画においては、

図５のように実態把握から具体的な指導内容

を設定するまでの流れ（以下：流れ図）につい

て、自主研修会も開き、新しい自立活動の理念

に沿って専門性を高めることができた。（写真

３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自立活動の自主研修会後、「実態把握の整理

の仕方が分かった。」「課題相互の関連の仕方が

見えてきた。」との感想が聞かれた。若手教諭

が多く、新学習指導要領に対応した考えや各種

様式等への対応に、不安なところで取り組みが

進んで時間がかからないように、校内での「分

からない。」等という言葉を大切にし、各種様

式等を説明する教務部、自主研修会を企画する

研修部と役割分担を明確にして取り組みを進

めた。現在、自立活動の個別の指導計画を根拠

に、各担任で指導を充実させて取り組んでいる。 

 

ウ 児童生徒の調和的な発達の支援の充実 

① 個別の教育支援計画について 

 「どんな支援が必要か」等、学年が変わった

引継ぎの際に、「個別の教育支援計画」が十分

に活用されていない状況が課題として挙げら

れた。そこで、本来の個別の教育支援計画の意

味である「適切な支援の目的や教育的支援内容」

がすぐに分かり、伝わりやすいように合理的配

慮の３観点で記載し、Ａ４用紙１枚の形で教師

の負担軽減を図りながら、シンプル化、活用化

を図るような改善案を提案した。 

② キャリア教育について 

 キャリア教育の充実を考える時、「今後の学

校におけるキャリア教育・職業教育の在り方に

ついて（答申）H23.1」の中の定義にあるよう

に、「一人一人の社会的・職業的自立に向け、

必要な基盤となる能力や態度」を育成すること

を述べている。 

学習指導要領にある調和的な発達を支援す

るために、「一人一人」の個別の教育支援計画

によって、就学から卒業までの必要な支援を継

続している一方、同様に「一人一人」の取り組

みであるキャリア教育に関しては、全体計画等

はあるものの、個人のキャリア発達については、

各担任に任され、明確な継続した指導体制が弱

い状況にある。 

 そこで、図６「キャリアガイダンスシート」

を提案した。その際、学習指導要領に記載のあ

る以下の点を押さえるようにした。 

・キャリア教育の児童生徒の将来の生活や社

会、職業などとの関連を意識させること。 

・将来、児童生徒が社会の中での自分の役割を

果たしながら、自分らしい生き方を実現してい

くための働きかけを行うこと。 

・キャリア教育は、教育活動全体の中で基礎

的・汎用的能力を育むもの。 

図５「自立活動の流れ図」 

写真３「自主研修会の様子（R2.4）」 
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以上の点を押さえ、学習指導要領の基準に従

いながらも、教師の負担を増やさずにシートを

シンプル化し、一人一人のキャリア教育の充実

を図ることを提案した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組のその後・・・継続した発達支援へ（R2.7） 

 個別の教育支援計画では、合理的配慮につい

て保護者と話し合い、同意を得た場合は署名を

していただいた。学校としても保護者に分かり

やすく説明する責任があり、保護者からは、「自

分の子どものことを分かりやすく、必要な支援

をシンプルに書いてもらっている。」と懇談時

に感想を述べていた。この取り組みが進むこと

で、卒業後、合理的配慮の申請について、保護

者や本人が自ら行ったり、就労する企業等にお

いても学校で継続してきた合理的配慮につい

て考えたりする機会につながると感じる。 

 また、キャリアガイダンスシートについては、

小学部の教諭から「小学部から進路の話に焦点

を当てて話すことができる。」などの話があり、

小学部から高等部まで、子ども達の将来の生活

や社会、職業などと関連を意識させ、キャリア

発達を促すことができ、今後も継続していく取

り組みとしてスタートすることができると考

えている。 

このようにア、イ、ウについて、議論の一部

ではあるが、学校教育目標、教育課程、各種様

式等を話し合い、「答申」としてまとめ、学校

長に提出した。その後、「答申」で出された提

案を、学校長が「学校の方針」として指示を出

すことで、各学部、各部、各委員会がそれを受

けて動き出すようになった。つまり、９月から

教育課程の反省を受けて学校が動き出すので

はなく、４月から８月までの議論を受けて、さ

らに９月から次年度の実施に向けて本格的に

動き出すことができるように学校経営戦略と

して仕掛けていくことができた。 

 

(2) 教育課程検討委員会による SWOT 分析 

ア 本校の現状と課題を踏まえた戦略分析 

 プロジェクトチームで協議を重ね、まとめら

れた「答申」と本校教職員の考える本校の教育

をめぐる現状との整合性を確認し、その後の教

育課程の編成作業を行う上での進め方（戦略）

を考察するために、「教育課程に係る全体研修

会」（９/２４）として、SWOT 分析を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 このテーマに沿って、本校の全教職員で現在

の相馬支援学校における現状と課題について

協議し、令和２年度の教育課程編成を考えてい

くことを目的とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真４のように、小学部、中学部、高等部、

それぞれのグループで、本校の強みや弱み、外

キャリアガイダンスシート 【様式C】 

作成年月日 令和２年６月３０日（火）                 担任氏名 飯田 里佳子 

 

将来の生活や社会、職業などについての考え 

【本人】 
・サラダ農園で働きたい。 

【保護者】 
・何かを育てたり土いじりをしたりするのが好き
で、中学部の実習でも行ったので、サラダ農園を
第一希望にしている。 
・本人のやりたいものを尊重したいと考えている。 

実現のために、自分が今できること 
・身だしなみを整える。 
・皆が喜んだり楽しんだりできる企画を考える。 
・物事の要点をよく考えて行動する。 

 
 
 

特に育てたい力（基礎的汎用能力から）＊特に力を意識して働きかける項目に○ 

○人間関係形成・社会形成能力 
＊多様な他者の考えや立場を理解し、相手の意見を聴いて自分

の考えを正確に伝えることができるとともに、自分の置かれて

いる状況を受け止め、役割を果たしつつ他者と協力・協働して

社会に参画し、今後の社会を積極的に形成することができる力 

○自己理解・自己管理能力 
＊自分が「できること」「意義を感じること」「したいこと」に

ついて、社会との相互関係を保ちつつ、今後の自分自身の可能

性を含めた肯定的な理解に基づき主体的に行動すると同時に、

自らの思考や感情を律し、かつ、今後の成長のために進んで学

ぼうとする力 

○課題対応能力 
＊仕事をする上での様々な課題を発見・分析し、適
切な計画を立ててその課題を処理し、解決すること
のできる力 

○キャリアプランニング能力 
＊「働くこと」の意義を理解し、自らが果たすべき様々な立場

や役割との関連を踏まえて「働くこと」を位置づけ、多様な生

き方に関する様々な情報を適切に取捨選択・活用しながら、自

ら主体的に判断してキャリアを形成していく力 

社会（学校）の中での自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していくための働きかけ 

●通年：特別活動（ＨＲ）、各教科等を合わせた指導（作業学習）…ＨＲ長や班長を任せ、自分の立場に責

任をもち、行動を振り返ることができるようにする。 

●前期：各教科等を合わせた指導（生活単元学習）…学級でそれぞれにやりたい企画を考え、実現に向けて

必要な役割や準備を計画的に進めることができるようにする。働くことを意識し、自分の企画で誰かに喜ん

でもらったり感謝されたりする経験を積むことができるようにする。 

●後期：各教科（職業）…進路実現や卒業後に必要な課題について理解し、改善できるようにする。 

 
 

  取組の様子 

前期 後期 

 

上記の内容を確認しました。 
 

○年○月○日  児童生徒名（          ） 
           保護者名 （          ） 

 

学校としてキャリア発達を促す教育 

図６「キャリアガイダンスシート」 

【SWOT 分析のテーマ】 

「学習指導要領に基づいた授業実践が充実す

るために～子どもたちが自立と社会参加でき

ることを目指して～」 

写真４「教育課程に係る全体研修会」 
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部環境の機会や脅威などについて、活発に議論

がなされた。 

６つのグループから、本校の学習指導要領の

実践が充実するための現状における強みと弱

みが多く出された。これらの意見を分析・整理

する方法として、福島県教育委員会から出され

ている「頑張る学校応援プラン」を参考にまと

めた。それが図７である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○内部環境の強みと弱み 

その結果、本校の内部環境の強みとしては、

平均年齢が若く、相談しやすい雰囲気、実行力

がある、少ない人数であるが協力的で、他学部

との交流がある、歴史と伝統がある、等の意見

が出された。一方、課題として、学習指導要領

の理解が曖昧、多忙で授業の準備ができない、

記入する書類が多すぎる、教科等の考え方の問

題等が挙げられた。 

○外部環境の機会と脅威 

 また、外部環境での強みとしては、地域との

つながりが強い、保護者が協力的、相双地区で

研修の機会が多い等が挙げられた。一方、新校

舎での新しい地域での校外学習場所や、地域と

の関係作りや理解などが挙げられた。 

 これらのことから、本校の長所である強みや

機会を生かしながら、弱みや恐れに対応してい

く戦略として、３つの戦略と方向性を示し、図

８のように整理し、１０月１日に行われた第１

回教育課程編成全体協議会にて提示し、全教職

員で話し合って出された課題に対して、どのよ

うに対応していくのか、共通理解を図った。こ

れにより、各部、各委員会がその現状と課題に

向き合い、その後の取り組みへつながり、一人

一人の教員が学校づくりに参画して取り組め

るような組織風土を少しずつ醸成することが

できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 人材育成の取り組み 

資質・能力を育む学校づくりをしていくため

には、一過性の改革ではなく、それを運営、継

続して改善していく人材の育成が必要である。

学校を支える中核となる各部の主事・主任等の

ミドルリーダーの育成によって、常に時代に対

応した柔軟なかつ創造的な学校づくりが持続

的に可能になると考えている。 

(1) グランドデザインによる「見える化」 

 特別支援学校では、教職員の人数も多く、各

校務分掌に分かれて業務を行っているが、それ

ぞれの業務が何をしているのか見えにくいと

ころがある。それが、逆に校内の連携を妨げ、

多忙化の原因にさえなっていた。したがって、

本校の目指す資質・能力及び SWOT 分析を受け

て、その実現のために、各学部、各部として何

ができるのか、Ａ４用紙１枚で簡潔にまとめる

グランドデザインを作成した。これにより、こ

れまでの受け身としての意識から、自分たちに

何ができるのか、どうまとめるのか、リーダー

として説明し、まとめていく力が成長していく

姿が見られた。また、各部等に所属しているメ

図７「相馬支援学校の総括と今後の戦略」 

図８「相馬支援学校における３つの戦略」 
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ンバーにとっても、自分たちの役割を自覚し、

その校務分掌におけるミッションが明確にな

り、課題解決のために自ら動く場面が見られる

ようになってきた。 

(2) 外部講師を招いてのミドルリーダー研修会 

 外部の視点を取り入れ、一層人材の育成を促

進するために、ミドルリーダー研修会を実施し

た。 

外部講師として、宮城学院女子大学教授 梅

田真理 氏を招き、主事・主任等が各学部、各

部のグランドデザインを基に、その取り組みを

マネジメントする視点でご助言をいただいた。 

梅田先生から「半日を通じて、各部のグラン

ドデザインを見て、共通している部分が見えて

きている。その点は学校として優先して取り組

むべき事項と考える。ぜひ、このグランドデザ

インを一枚の紙に貼って、俯瞰して見ていただ

きたい。」と、ご助言をいただき、次の取り組

みにつながった。 

(3) 校務運営委員会における戦略会議 

 梅田先生からの助言を生かし、模造紙の中心

に、本校の育成を目指す資質・能力、学校教育

目標を据え、その達成のために、各学部、各部

のグランドデザインがどう関連しているのか、

話し合う場を設けた。 

 各主任・主事が他の部のグランドデザインに

おける課題や目的などを確認しながら、共通す

る課題や関連する関係など、線を引きながら、

学校運営のために何が必要なのか、どこと連携

をしていくといいのか等のアイディアを出し

合うことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５にあるように、視覚的に学校組織全体

のシステムが見え、その課題点や取り組むべき

点が見えることで、学校等の運営は管理職が決

めるという風土ではなく、自分たちで作り出そ

うとするミドルリーダーの自覚や風土が醸成

を促し、意識する姿が見られた。話し合った内

容は、図９のようにまとめ、資質・能力の育成

の実現のための課題等について全教職員で共

通理解し、優先的に取り組むことについて確認

し合った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、これらについては、「社会に開かれた

教育課程」の理念の中にある教育の在り方を分

かりやすく説明する視点として、また保護者や

地域の人へ説明できる資料として活用するこ

とができた。 

取組のその後・・・充実した各部の運営へ（R2.7） 

 各部の主任・主事がグランドデザインを軸に

各部を説明・運営をすることで、各部での取組

の活性化に充実が見られた。また、令和２年度

から、校内コーディネーターを配置し、各部や

各委員会等での連携及び業務の戦略的なコー

ディネーターとして、若手教諭が仕事の進め方

等に不安があった場合に相談や円滑にコーデ

ィネートできるようにすることで、誰もが「働

きやすい職場」を目指している。 

３ 授業実践の取り組み 

(1) 同僚性が発揮できる「授業者支援会議」 

 教育課程上の大枠は整え、育成を目指す資

質・能力の方向性を明確にする作業を行いなが
写真５「校務運営委員会における戦略会議」 

図９「各学部・各部等の課題関連図」 
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ら、同時に、これまでの授業研究会にとらわれ

ない、資質・能力を育むことのできる教員の専

門性の向上、授業実践について、研修部と初任

者研修委員会を中心にしながら取り組みを進

めた。 

ア 授業者支援会議 

 これまで、授業者が、授業の感想をもらうだ

けだったり、指導助言のような雰囲気で授業に

ついて指摘されたりすることがあり、授業者に

とって授業研究会を終わることが目的となっ

ている場面がしばしば見られ、課題であった。

そこで、授業者としての悩みに答え、明日の授

業に生かすことをテーマにした東京都立光明

学園の「授業者支援会議」を参考にして取り組

みを進めた。その詳細な取り組み方については、

資料編に記載している。 

 

 

 

 

 

 

  

 写真６のように、協議の際には、各グループ

でファシリテーターを立て、子どもの授業での

学びの事実を見取り、学習評価につなげていっ

た。その学習評価から明らかになった学びの質

から、次の授業ではどのように主体的、対話的

で深い学びに導いていくのか、その授業改善の

視点で話し合いを深め、授業者は欲しいアイデ

ィアをたくさんもらうことができた。 

 また、学習評価に関して、その学習における

評価を多面的に行うことで、観点別学習状況の

評価として、子どもたちの単元の途中での学習

の習得状況を捉え、その学習評価から授業改善

につなげていくこともできた。また、授業者自

体の気付きが、参加者や学校全体の気付きにつ

ながるように、授業改善アイディアハンドブッ

ク（図１０）などにまとめ、一人の学びを生か

す、次につながる環境を整えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組のその後・・・“単元研究会”へ（R2.7） 

単元で育む資質・能力の確実な育成を目指し、

授業者支援会議を基本ベースとしながらも「単

元研究会」という位置づけで、一時間という狭

い範囲での授業研究会ではなく、「単元案」を

基に単元全体を見通して専門性の向上を図る

ための授業実践につながり、その取り組みを進

めている。 

(2) 子どもが分かる学習評価「通知表」 

 プロジェクトチームの答申を受けて、本校で

は、学習指導要領の総則にある「児童又は生徒

の良い点や可能性、進歩の状況などを積極的に

評価し、学習したことの意義や価値を実感でき

るようにする」という部分を大切に捉え、「子

どもが分かる学習評価」という原点に戻り、知

的障がいのある子どもたちが分かる通知表を

作成して各学期末に伝える取り組みを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１１は、小学部の児童の通知表であるが、

文字の理解が難しい児童には、写真や花丸など、

本人が分かるように記載した。また、高等部な

どの比較的障がいの程度が軽い生徒には、漢字

も交えた表記をし、生活年齢に合わせた伝え方

にも気を付けた。 通知表を見ている姿が写真

７である。 

写真６「授業者支援会議の様子」 

図１０「授業改善アイディアハンドブック」 

図１１「小学部の通知表」 
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終業式等の日に、担任から配られると、大事

そうにもって、文字や写真を指さしながら、笑

顔で見たり、頑張ったことを身振りや言葉で伝

えたりするなど、自分の学習を振り返る場面が

見られた。また、友達同士で見せ合う場面も見

られるなど、通知表を介して、自分の頑張りや

友達の頑張りなどを認め合い、次の学習意欲を

湧かせる姿も見られた。 

 今回の学習指導要領にある「何が身についた

か」を本人が自覚し、次の学びにつなげていく

ために有効な取り組みであると考える。 

(3) 保護者、地域への開かれた教育実践 

 社会に開かれた教育課程について、教育課程

や学校の方向性のみならず、実際の授業におい

ても、どんな資質・能力が育まれているのか、

分かりやすく説明することが必要である。 

 そうした視点を踏まえて、外部からの参観者

が本校の授業を見る時には、「授業参観ガイド」

を作成し、配付することで、授業を見る側が、

どんな資質・能力を育むために授業をしている

のか、見やすくなるようにしている。その際、

普段から研修部で進めている「単元案」等に記

載されている資質・能力（指導目標）や単元計

画等と連動できるようにしている。 

参観者からは、「授業参 

観ガイドによって、授業の 

ねらいや意図が明確で、子 

どもたちが何を学んでいる 

のか、理解することができ 

た。」などの感想をいただ 

いている。 

 知的障がいの教科の指導 

については、通常の小・中 

学校のような教科の指導と 

異なる指導方法や指導形態等があることから、

参観者が理解しづらいところがあったが、この

授業参観ガイドがあることにより、本校が資

質・能力を育むために、どんな授業を行ってい

るのか理解が深まり、より地域社会の理解や接

続が円滑になっていくと考えている。 

 

Ⅳ 考察･･･今後に向けて 

本校の資質・能力が明確になり、その具現化

のために学教教育目標を見直し・改善したこと

は、その後の取り組みの大きなぶれない柱とな

った。また、「システム（教育課程等）の柱」

「人材育成の柱」「授業実践の柱」を取り組み

の柱とし、どれか一つに焦点を当てることなく、

全体を総合的に俯瞰しながら、「システムや人」

「授業とシステム」「授業と人」が“つながる”

ように取り組みを進めることで、より一層資

質・能力を育み実現するための学校づくりとし

て確実に一歩を歩み出していると考える。 

平成３１年１月「新しい時代の教育に向けた

持続可能な学校指導・運営体制の構築のための

学校における働き方改革に関する総合的な方

策について（答申）」の中で、教員のするべき

仕事として「学習指導要領を踏まえた学習指導」

が一番に挙げられている。 

 だからこそ、学習指導要領の理解を一層深め、

本校の資質・能力の育成とその実現に向けて取

り組むべきことは確実に実施しながらも、不要

な会議・文書・業務がないか、本質的な部分を

教職員自身が捉える目を持ち、資質・能力の実

現に向けて業務のシンプル化を図りながら、授

業実践の思考する時間、及び準備する時間を確

保できるようにしていかなければならない。 

 今後も、持続可能な創造的な学校運営をして

いくために、人材の育成を図りながら、本校の

みならず、現在の教育現場での課題について、

創造的に課題解決していく組織風土を醸成し、

取り組みを継続していきたいと考える。 

写真７「通知表を見ている様子」 
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【
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活
単
元
学
習
】 

 

「
電
流
の
働
き
」 

令和２年６月３０日（火） 

時間：１０：３０ 

～１１：２０ 

場所：高等部３年２組教室 

指導者：飯田里佳子 

富村和哉 

図１２ 

「授業参観ガイド」 
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審査の観点及び審査総評

【審査の観点】

(1) 研究の意図が明確で、主題が適切なものであるか。

(2) 研究の対象が明確であるか。

(3) 研究の計画及び内容が適切であるか。

(4) 論旨が一貫しており、説得力があるか。

(5) 必要な資料が精選され、整えられているか。

(6) 結論の導き方は適切であるか。

(7) 今後の実践に生かす手だてを講じているか。

【総 評】

何よりまず、コロナ禍の中であっても、教員としての強い使命感をもって、研

究論文を応募してくださったことに敬意を表したい。

学習指導要領改訂の時期ということもあり、今日的な課題を前向きに捉え、子

どもへの思い、教育への情熱など、応募者の熱い思いを感じることができる研究

が多くみられた。個人研究の出品も多く、内容もさらに深化したものとなってい

た。

以前に比べ、子どもの姿や変容を意識して追ったものが多く見られ、先生方が

今まで以上に子どもに注目して研究を進めていることがよく分かる。また、地域

・家庭・学校の視点をもって取り組んでいる研究も多く見られ、今日的課題に対

応していると言える。

今後は、研究主題、研究内容や方法をさらに焦点化することで、より研究が進

めやすく一貫性のある深いものになることが期待できる。特に、共同研究の場合

は、抽象度の高い言葉を全職員の共通理解ができるものとしたり、子どもにも理

解できるような分かりやすい言葉にしたりするなどの工夫が必要である。実践研

究であるからこそ、印象のみで捉えるのではなく、事実に基づいた判断や子ども

の変容の客観的なデータなど、論を展開するための根拠を明確に位置付けること

が必要となる。

なお、資料編の有効活用や資料の精選・整理なども視野に入れながら、さらに

研究が推進されることを期待したい。
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１ 点

２

教育事務所別（１次審査通過論文数）

学校種別（１次審査通過論文数）

各教科、領域等及び教育事務所別内訳

計

34

34

計

幼稚園

0

小学校

23

中学校

8

高等学校

1

3

南会津

6

相双

3

いわき

7

県中

6

特別支援学校

県北

（２）

3

1

347 6

0

2 0 34 5

3

0

4 3 6

学校経営 1 1

0

2 13

学級経営

合　　計 0 23 8 1

食育・
学校給食

33

幼稚園教育

1

学校保健

国　　語

1

1 1 1

12

1

0

1 1

0

3

特別支援
教育

0

特別活動

0生徒指導

0

1 1

0

1 21

0道　　徳

2
外国語活動

英語

0

1
体育

保健体育
1

0技術・家庭

1 1

0

1
図画工作
美術

1

0音　　楽

1 1

1 21

11生活・総合 1

2理　　科 2

1

2 2

1 1 1 51 1

県北幼稚園 小学校 中学校 高等学校

算数・数学 5

2社　　会 2

5

令和２年度　福島県教職員研究論文　応募状況

１次審査通過論文数 ３４

内　訳

（総論文数　３８点）

会津 南会津 相双 いわき 計県中 県南

県南

4

会津

（１）

（３）

5

2

自然の家

0

特別支援
学校

自然の家 計

1 7

教育課程 5 5 1 3 1 5

学習指導
一般

3

0

学年経営 0 0

0

3 13 1 7 2

0

0

学校事務 0 0

へき地教育
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領域等
個人
団体

学校名・グループ名 氏名・代表者名 研究主題名

個人 会津若松市立神指小学校 石川　要一朗
学校経営・運営におけるカリキュラム・マネジメントの推進
～学校経営・運営ビジョンに基づく達成状況評価の視点から～

個人 磐梯町立磐梯中学校 國分　康広
教職員の負担軽減に資する時数管理ソフト（Excelファイル）の開発
～ 『見える化』、『一元管理』、『利便性』を着眼点にして ～

団体 福島県立相馬支援学校 富村　和哉
一人一人の子どもの資質・能力を確実に育成できる学校づくり
～三つの柱（システム・人・授業）の視点～

団体 福島市立森合小学校 野木　勝弘
目的を実現するために、必要感をもって学び、未来を拓こうとする子ども
～教科等横断的な視点で組み立てた単元の開発・実践を通して～

団体 伊達市立保原小学校 堀部　誠
課題に主体的に取り組み、協働的で深い学びを実現する子どもの育成
～全体学び合いの充実と学びの連続性を生かした授業づくりを通して～

団体 田村市立都路小学校 安瀬　一正 小規模校のよさを生かし、問いを協働で解決する喜びに満ちた授業

個人 小野町立小野中学校 箭内　広光
『単元を通して、学習意欲の継続を図る手立ての確立』
～授業と家庭学習をつなぐ課題の設定～

団体 田村市立滝根中学校 髙橋　みどり
主体的に学び、考えを深める生徒の育成
～言語活動を生かした学び合いの工夫～

個人 福島県立安積高等学校 千葉　惇
福島の復興と放射線についての教育モデルの研究
～本県と他県それぞれの知識・意識の調査を根拠として～

団体 塙町立塙中学校 金子　景二
自分を拓くために学び続ける生徒の育成
～学びの習慣を身につける生徒の育成～

団体 喜多方市立第二中学校 押部　秀隆
全ての子どもに「真剣な取組」「自主的な取組」「自立した取組」ができる力を育むた
めの指導方法の工夫・改善
～学びのスタンダードの活用によって～

個人 郡山市立富田東小学校 大竹　芙美
国語科において主体的に対話し学びを深め合う児童の育成
～教材研究ノートの作成と納得解の価値づけを通して～

個人 田村市立都路小学校 佐久間　響子 「読むこと」と「書くこと」を関連付けて学ぶ指導の工夫

団体 三春町立中妻小学校 市川　潤一
物語文を確かに読み、考えたことを表現できる力の育成（一年次）
－身に付けた読み方を別の場面で生かす習得と活用のある授業構想を通して－

個人 白河市立白河第三小学校 伊東　恭一
学び手が資質・能力の確かな高まりを実感できる指導の工夫
～第５学年国語科「読むこと」の指導における「学びに向かう力，人間性等」の涵養
を目指した実践から～

個人 相馬市立中村第一中学校 齋藤　祐平
主体的に課題解決できる生徒の育成
～資料を比較し、より深く課題追究する単元解決型学習の実践を通して～

個人 新地町立尚英中学校 武口　隆太郎
「社会的事象の相互の関連を多面的・多角的に考察する力」の向上を目指した社
会科指導法の工夫
～「関連づけ」思考方法に焦点を当てた授業づくりを通して～

団体 田村市立船引小学校 有賀　仁一
「自ら進んで考え、学び合う児童の育成」（１年次）
～問いをもち、主体的に学ぶ児童の姿を求めて～

団体 田村市立船引南小学校 先﨑　力男 学び合うことの楽しさを実感し、学習に主体的にかかわる子どもの育成

団体 田村市立瀬川小学校 湯淺　伸二朗
子ども一人一人が主体的に学び合う算数科の授業の創造
～望ましい学級づくりを基盤とした瀬川スタンダードの実践～

令和２年度　福島県教職員研究論文　応募者一覧
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学習指導
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国語
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個人 白河市立みさか小学校 渡部　一嵩
算数科において「めあて」と「まとめ」は必要か
～新しい授業形式の提案～

個人 会津若松市立謹教小学校 奥　仁
算数を使って問題発見・解決する力を育成する授業づくり
～「つながる学び」の中で見方・考え方を働かせ、算数のよさや学ぶ楽しさを実感
できる児童を目指して～

個人 相馬市立日立木小学校 大田　洋平
思考を可視化し、伝え合い、学び合う子どもの育成
～活用力を育む学習指導の工夫・改善～

個人 いわき市立小川小学校 武田　涼子
算数科における授業改善
～数学的な見方・考え方を豊かで確かなものにするために～

団体 田村市立滝根小学校 佐久間　敏晴
自ら自然に働きかけ、ともに学び続ける理科・生活科学習
－問題解決の力を高める授業を目指して－

個人 南相馬市立金房小学校 角田　健太郎
理科の専門性を高めるための一考察
～小学校理科専科としての実践を踏まえて～

生活・総合 団体 鮫川村立鮫川小学校 齋藤　雅彦
地域のよさに気付き、発信できる児童の育成
～地域教材と人材を活かす「鮫川学」の充実を通して～

図画工作
美術

個人 二本松市立渋川小学校 齋藤　史則
感性を育む鑑賞授業のあり方
～作品との対話、自分との対話、他者との対話をする鑑賞授業の実践～

体育
保健体育

個人 川俣町立川俣中学校 菅野　弘和 「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指した保健授業の実践

個人 白河市立みさか小学校 荒井　　智
英語で積極的にコミュニケーションを図ろうとする児童の育成
～目的・場面・状況を明確にした授業設定とスモールトークの段階的指導を取り入
れた活動を通して～

個人 いわき市立湯本第一中学校 竹中　亜木子
話すこと［やり取り］の力を育てる指導の工夫
～即興的なやり取りと、全国学力・学習状況調査の分析を通じて～

団体 棚倉町立棚倉小学校 鈴木　雅人
なりたい自分になるために学び続ける児童の育成
～資質・能力を育む教育課程を通して～

団体 只見町立朝日小学校 米畑 　健一
つながりの中で只見愛を育みながら、学び続ける子供の育成を目指して
～ストーリーマップにおけるESDの視点に立った能力・態度を育む実践を通して～

団体 只見町立只見小学校 伊藤　知雄
ふるさと只見、そして日本の未来を拓くたくましい子どもの育成
～海と様々なつながりの中で広げ深める学びを通して～

団体 只見町立明和小学校 菅家　崇
「郷土への誇りと愛情を育み、広い視野を持ってその未来に貢献できる児童の育
成」
～ESDを基盤として海洋教育の推進～

個人 いわき市立高坂小学校 田島　裕司
「かやの木」ESDカリキュラムを通した、子どもが輝くカリキュラム・マネジメント
～豊かなひびき合いからの、深い学び・自己有用感の創出を目指して～

特別支援
教育

グループ
福島県立大笹生支援学校

カリキュラム・マネジメント委員会

冨田　篤
 白圡　浩二

平野　真実子
二階堂　俊介

知的障がい特別支援学校におけるカリキュラム・マネジメントの取組
～社会に開かれた教育課程の実現を目指しチャレンジする大笹生支援学校～

学校保健 個人 相馬市立日立木小学校 渡邊　舞香
自他の健康に関心を持ち、自ら健康の保持増進を図る児童の育成
～歯と口腔の健康づくりを通して～

算数・数学

理科

外国語活動
外国語科

教育課程
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お わ り に

『福島県教職員特選研究論文集』は、県内の教職員の優れた教育実践を広く

普及するために発刊しており、今回が第２７集の発刊となりました。

今年度は小学校、中学校、高等学校、特別支援学校から３８点の応募があ

りました。改めて、先生方の教育に対する熱意と意欲に敬意を表していると

ころであります。

本年度の応募の内訳を見ますと、学校全体（団体）が１７点、個人が２０

点、グループが１点となっており、新型コロナウイルス感染症による影響下

にありながらも、昨年度と同程度の応募数となっています。

応募いただきましたどの論文も児童生徒や地域の実態、現代的な教育課題

を踏まえた実践的な研究がなされ、児童生徒や学校、さらには地域全体のよ

りよい成長、発展を目指した、具体的な手立てが随所に見られました。

福島県教育委員会が策定した「頑張る学校応援プラン」では、本県教育の

課題として、教員の学び合いや研修が必ずしも実質化されていないことを挙

げ、この課題解決に向け、「教員の指導力、学校のチーム力の最大化」を教育

施策の一つに掲げ取組を進めているところです。応募いただきました団体・

グループ・個人の皆様の真摯かつ意欲的な姿勢は、まさに福島県が求めてい

る「学び続ける教師像」と重なるものだと思っております。

この『福島県教職員特選研究論文集』は、県のホームページにも掲載し、

研究の成果が広く各学校や教育機関等において活用されるよう広報にも努め

てまいります。

最後になりますが、教職員の皆様お一人お一人が、今後も教育に関わる専

門家として、その指導力に磨きをかけていただくことをお願いするとともに、

児童生徒の夢や希望の実現に向け、次年度も本研究論文に幅広い領域・校種

から積極的に御応募くださいますようお願い申し上げます。

令和２年度 福島県教職員特選研究論文集

令和３年２月発行

編集・発行 福島県教育委員会



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


